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「工作機械産業ビジョン2030」で示された内容について、委員会活動を中心として、
その取り組みを前進させて参ります。

その一環として、日本の製造業の国際競争力を強化していく観点から、老朽機の
更新を促し生産性を向上させる税制や補助金の創設・拡充を強く働きかけて参りま
す。デジタルツールを活用した生産加工における情報伝達の規格化やEPA利用促
進、アジアの新興市場や米国における工作機械需要産業の動向、カーボンニュート
ラル実現に向けた省エネ活動、これらの調査研究事業を推進して、会員各社に共
通する共有領域の深化・拡大を進めて参ります。

また、工作機械ビジネスは、技術、輸出管理・経済安全保障など、あらゆる面で
高度化・複雑化しております。情勢の変化に対応していくため、最新情報の入手・
分析を進め適宜適切に対処して参ります。工作機械業界の技術者、輸出担当者、サー
ビス員等の人材育成や、学生や社会一般に対する工作機械産業の周知活動も進め
て参ります。

そして、本年は我が国工作機械業界の最大のイベントであるJIMTOF2026を10月
26日から31日まで６日間開催致します。JIMTOFでは、「果てなき高度へ 羽ばたく
技術」をコンセプトに、製造業のポテンシャルを最大限に引き出す最先端の工作機
械技術・製品を世界に向けて発信致します。今回は東京ビッグサイト東展示棟の
４～６ホールが大規模改修工事となりますが、来場者の密集・混雑の回避を考慮し
た会場運営に努めて参ります。JIMTOFでは、国内外の技術者が集う「国際工作
機械技術者会議」を開催するほか、製造業全体の未来を担う学生を対象に、全国
から招待して「工作機械トップセミナー」を開催致します。また、多彩な講演会や
最新技術トレンドを体感できる企画や学生向けの企画など、盛沢山の併催行事を
用意すべく、鋭意準備を進めて参ります。

関係各位には、当工業会の事業に対する一層のご理解とご協力をお願い申し上げ
ます。

最後になりますが、昭和100年にあたる昨年、我が国初の女性首相が誕生致しま
した。与党税制改正大綱では、国内投資を喚起して成長を後押しすべく、設備投
資の規模や収益性の条件を満たせば投資額の７％を法人税から控除するか、即時
償却できる投資促進税制が打ち出されました。誠に心強い限りです。政府関係ご
当局におかれましては、国内の設備投資を喚起して老朽設備の更新を促進させる
ため、引き続き政策面でのご支援を賜りますよう、改めてお願い申し上げます。

本年が皆様にとって大きな飛躍の年となることをご祈念申し上げまして、私の年
頭の挨拶と致します。

年  頭  所  感

一般社団法人日本工作機械工業会

会　　長　　坂　元　繁　友

皆様、新年明けましておめでとうございます。

旧年中、会員各位、関係者の皆様方には日工会活動に多大なご支援とご協力を頂
き、委員会を始め日工会の諸活動を順調に展開することが出来ました。改めまして、
皆様に心より厚く御礼を申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、ロシアとウクライナの戦闘をはじめ世界各地には
依然として地政学的リスクが顕在化しておりました。また、通商面では、いわゆる
トランプ関税や通商拡大法232条など、米国は矢継ぎ早に通商政策を打ち出し、各
国がその対応に追われるなど、世界情勢は混沌とした中で、不透明・不確実な状
況が続いた１年でした。

そのような局面にあって、社会においてはDX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）、GX（グリーントランスフォーメーション）の活用が進展しております。製造
業ではこれらに関連する設備投資が進められた結果、2025年の工作機械受注額は、
１兆6,039億円（速報値）となり、年初見通しに沿った高水準を確保致しました。

次に、2026年を展望致しますと、年明け早々、米国がベネズエラを軍事攻撃し、
マドゥーロ大統領を拘束するなど、本年も世界情勢は不安定・不確実な状況の継
続が想定され、各国による通商上の措置や外交上の対立等が設備投資に及ぼす影
響が懸念されます。しかしながら、自動化・効率化・環境対応といった工作機械
需要を牽引している背景は本年も継続するものと思われます。加えて、第７次エネ
ルギー基本計画で指摘された、長年活用されている工作機械を始めとする生産設
備の省エネ性能の相対的劣化に対する官民一体となった取り組み、総合経済対策
で示された17の戦略分野の危機管理投資・成長投資、これらの施策は稲葉前会長
から引き継いだビンテージ問題の解決に繋がるもので、国内老朽設備の更新に寄
与していくと見込まれます。以上の状況を総合的に判断し、私としては、2026年の
工作機械受注額は、総額で１兆7,000億円になるものと見通しました。

本年の当会の事業につきましては、デジタル、グリーン、レジリエンスを柱に、
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価格転嫁対策については、中小企業等が事業の正当な対価を得て投資や賃上げの
原資を確保するために、官公需も含めた取引適正化を徹底します。特に、１月１日
に施行された中小受託取引適正化法（取適法）に基づき、新たに規制対象とされた、
協議に応じない一方的な代金決定の禁止等を徹底するとともに、受託中小企業振興
法（振興法）に基づき、サプライチェーンにおける多段階の事業者が連携する取組
を支援してまいります。

「危機管理投資・成長投資」による強い経済を実現するため、AI・半導体や量子、
バイオ、航空・宇宙、エネルギー・GXなど戦略分野を中心に、大胆な設備投資や
研究開発の促進など、総合的な支援措置策を早急に検討し、官民の積極的な投資を
引き出します。

ロボットとAIを組み合わせた「AIロボティクス」の普及により、ロボットの活用
範囲が拡大し、日本が強みを持つ製造業や、高齢化・災害など日本が抱える社会課
題の解決に活用されることが期待されています。政府としてもAIロボティクスの戦
略を策定し、供給体制の強化と需要創出を戦略的に進めてまいります。
また、製造業のDXの実現に向けて、製造現場のデータ整備と製造プラットフォー

ムの開発支援を担う「製造DX拠点」を構築する構想についても、検討を進めてま
いります。

米国の関税措置については、昨年の日米間の合意等も踏まえ、引き続き、産業に
与える影響の把握と緩和に取り組みます。

経済安全保障の観点では、レアアースや半導体等の重要な物資について、特定の
国に過度に依存することのない強靱なサプライチェーンを構築することが重要で
す。官民が一体となった国内生産力の強化や供給源の多角化、国家備蓄の強化等を
強力に進めます。

大阪・関西万博は2,900万人を超える来場者をお迎えし、成功裏に閉幕することが
できました。また、様々なビジネス交流も生まれ、「未来社会の実験場」というコン
セプトどおり、モビリティ、GX、デジタルをはじめ、多様な分野で最先端の技術実
証が展開されました。産業界の皆様におかれましては、多大なる御支援を賜り、深
く感謝申し上げます。一連の成果を整理し、「レガシー」としてどのように継承して
いくか、検討を進めてまいります。

最後に、本年が皆様方にとって実りの多い一年となりますよう祈念して、新年の
挨拶とさせていただきます。

年  頭  所  感

経済産業省製造産業局　産業機械課

課　　長　　須　賀　千　鶴

令和８年の新春を迎え、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。

昨年は、岩手県大船渡市で発生した林野火災や度重なる豪雨・台風、青森県東方
沖を震源とする地震をはじめとして、多くの自然災害が発生した一年でした。被災
されたすべての皆様にお見舞いを申し上げます。

世界では、米国の関税措置や、米中欧をはじめ各国による自国優先の大規模な産
業政策の展開など、自由主義経済に代わる新たな国際秩序が生まれようとしていま
す。国内に目を向けると、賃上げや国内投資が約30年ぶりの高水準となり、名目
GDPも600兆円の大台を超えるなど、日本経済に明るい兆しが現れています。

他方で、我が国は人口減少や少子高齢化という構造的要因に直面しております。
労働力人口の縮小は、生産能力の低下を通じて供給面に制約をもたらします。加え
て、世界的な資源価格の変動など、外部要因も重なり、インフレ圧力が高まる懸念
があります。

こうした状況の中では、官民の投資により、日本経済の供給力を高めることが、
需要と供給のバランスや物価の安定に繋がっていきます。米国の関税措置などの国
際秩序の変化に対応しつつ、現下のマクロ経済環境認識を踏まえて、高市内閣が目
指す「強い経済」を実現していくために、供給力の強化や輸出拡大も含めた経済産
業政策、成長戦略の重要性がますます高まっています。

物価高を乗り越えて「強い経済」を実現するためには、物価上昇を上回る賃上げ
を実現しなければなりません。中小企業・小規模事業者が、最低賃金の引上げへの
対応を含む賃上げの原資を確保できるよう、従来から、価格転嫁対策・取引適正化
やデジタル化・省力化による生産性向上、事業承継・M＆A等による事業再編を支
援してまいりました。今般成立した令和７年度補正予算も活用し、こうした取組を
さらに力強く支援していくことにより、労働供給制約社会において、「稼ぐ力」を高
め「強い中小企業・小規模事業者」を目指して経営を行っている中小企業・小規模
事業者を全力で応援してまいります。
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日本工作機械工業会　欧州代表　 戸 矢  通 義

EUデジタルパッケージの概要

特　集

１．はじめに

欧州委員会は2025年11月19 日、デジタル・
AI関連規制を簡素化するオムニバス法案
パッケージ（デジタルパッケージ）を発表
した。デジタルパッケージは、EUが多くの
分野で進めるオムニバス簡素化の第７弾（オ
ムニバスVII）となる1。欧州委員会は、一連
のオムニバスにより、 EU域内でのビジネス
をよりシンプルで、低コスト、そして効率
的なものにすることで、EU経済の競争力と
繁栄を高めるため、EU規制の簡素化に向け
た取り組みを進めている。欧州委員会は、
前例のない規模で簡素化の取り組みを実現
させ、2029年末までに行政負担を少なくと
も25％、中小企業については少なくとも
35％削減するという明確な目標を掲げてい
る。

デジタルパッケージは、EU企業のイノ
ベーション、事業拡大、そして行政コスト

の削減を支援することを目的としている。
パッケージの主な要素は、個人データ及び
非個人データとサイバーセキュリティに関
するルールの改正案（デジタルオムニバス）、
ならびにAI法の特定の要素を提案するAIデ
ジタルオムニバス、データユニオン戦略に
関するコミュニケーション、欧州ビジネス
ウォレットに関する規則案がある2。デジタ
ルイノベーションを通じた生産性向上、規
制コンプライアンスの障壁への対処、欧州
全域での高品質データへのアクセス向上、
そしてEU全体の事業オペレーションを簡素
化するための欧州ビジネスウォレットの提
供といった「ドラギレポート」3の提言を反
映している。

本稿では、特に多くの法令の改正があり
複雑となっているデジタルオムニバスを中
心に、デジタルパッケージの概要を整理す
る。

の規定を合理化してデータ法に統合するも
のである。これに伴い、４つの規則・指令
が廃止される。

４つの法令廃止の背景は以下のとおりで
ある。
・ データガバナンス法とオープンデータ指令

は、いずれも公共部門が保有するデータの
再利用促進を目的としているが、並立する
ことで制度構造が複雑化していた。そこで、

２．デジタルオムニバス［1］

２ー１．デジタルオムニバス法案の目的

デジタルオムニバスの狙いは、データ法
制の複雑化・重複への対応、データユニオ
ン戦略に沿った規制の簡素化・一体化、イ
ノベーション促進と権利保護の再調整が挙
げられる。データに関する法的枠組みの改
正は、データの自由流通に関する規則、デー
タガバナンス法、及びオープンデータ指令

1 欧州委員会はデジタルパッケージの発表後にも、12月に入り、環境法（オムニバスVIII）、食品・飼料（オ
ムニバスX）、自動車（オムニバスIX）の各分野の規制簡素化パッケージを発表している。
https://commission.europa.eu/law/law-making-process/better-regulation/simplification-and-
implementation/simplification_en 

2 これらのほか、パッケージの一環として、欧州委員会はデータへのアクセスと利用に関するモデル契約条
件とクラウドコンピューティング契約に関する標準契約条項を同時に発表したほか、デジタルオムニバス
に続くデジタルルールの簡素化の第２段階として、「デジタル・フィットネス・チェック」に関するパブリッ
クコメントの実施も開始した。
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15554-Digital-fitness-check-
testing-the-cumulative-impact-of-the-EUs-digital-rules_en

3 フォン・デア・ライエン欧州委員長の要請を受け作成されたEUの競争力強化に向けた提言。Mario Draghi 
“The future of European competitiveness（The Draghi Report）”（2024年９月９日）
https://commission.europa.eu/topics/eu-competitiveness/draghi-report_en

表１　デジタルオムニバスで改正・廃止されるEU法
出所：デジタルオムニバスを基に作成

改正される法令

データ法
イノベーションと競争を促すことを目的とし、コネクテッド製品・サービスから
生成されるデータへの公正なアクセスと利用を促進するためのルール。
IoT機器からのデータやクラウドサービス利用に関する規定を含み、ユー
ザーが自身の生成データにアクセスし、第三者と共有する権利を強化

Regulation （EU） 2023/2854 of the European Parliament and 
of the Council of 13 December 2023 on harmonised rules on 
fair access to and use of data and amending Regulation （EU） 
2017/2394 and Directive （EU） 2020/1828 （Data Act） 

一般データ保護規則（GDPR）
個人データの処理に関して個人を保護するための規定と、個人データ
の自由移動に関する規定

Regulation （EU） 2016/679 of the European Parliament and 
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data and 
on the free movement of such data, and repealing Directive 
95/46/EC （General Data Protection Regulation）

EU機関のためのGDPR規則（EUDPR）
EU機関による個人データの処理に関して個人を保護するための規定
と、個人データの自由移動に関する規定

Regulation （EU） 2018/1725 of the European Parliament 
and of the Council of 23 October 2018 on the protection of 
natural persons with regard to the processing of personal data 
by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on 
the free movement of such data, and repealing Regulation （EC） 
No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC

デジタルゲートウェイ規則
情報、手続き、支援及び問題解決サービスへのアクセスを提供するEU
単一デジタルゲートウェイの確立

Regulation （EU） 2018/1724 of the European Parliament and 
of the Council of 2 October 2018 establishing a single digital 
gateway to provide access to information, to procedures and 
to assistance and problem-solving services and amending 
Regulation （EU） No 1024/2012

eプライバシー指令
電子通信分野における個人データの処理とプライバシー保護を目的と
し、Cookieの使用、電子メールマーケティング、通信の機密性などを規
制し、GDPRを補完する。「eプライバシー規則」への置き換えが進められ
ている

Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of 
the Council of 12 July 2002 concerning the processing of 
personal data and the protection of privacy in the electronic 
communications sector （Directive on privacy and electronic 
communications）

NIS2指令　
NIS（ネットワーク情報システム）指令の改正で、加盟国に医療機関
やクラウドプロバイダー、行政機関などの「必須事業体（Essential 
Entities）」と「重要事業体（Important Entities）」に適切なサイバーセ
キュリティ措置を要求している

Directive （EU） 2022/2555 of the European Parliament 
and of the Council of 14 December 2022 on measures for 
a high common level of cybersecurity across the Union, 
amending Regulation （EU） No 910/2014 and Directive （EU） 
2018/1972, and repealing Directive （EU） 2016/1148 （NIS 
2 Directive） 

重要事業体レジリエンス指令（CER）　
エネルギー、交通、金融、医療などの重要セクターの物理的インフラ
やサービスのサイバー・物理的セキュリティを強化し、レジリエンスを
高めるための規制。NIS2指令を補完・強化し、重要インフラ事業者

（Essential Entities）やデジタルサービスプロバイダーに、インシデント
報告、リスク管理、事業継続計画の策定などを義務付け

Directive （EU） 2022/2557 of the European Parliament and of 
the Council of 14 December 2022 on the resilience of critical 
entities and repealing Council Directive 2008/114/EC
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ビス間の切り替えに関する横断的な法的枠
組みを導入し、併存により企業にとって法
体系が複雑化していたため、FFDRは廃止
されることとされた。

・ P2B規則は、EU単一市場におけるオンライ
ン事業環境の公正性、予測可能性、持続可
能性及び信頼性を確保するための一連の義
務規則を定めていた。しかし、同規則の目
的や主要条項は、近年施行されたデジタル
サービス法（規則（EU）2022/2065）4やデ
ジタル市場法（規則（EU）2022/1925）5に
よってほぼ網羅されており、オンライン仲
介サービスやプラットフォームに関する法
制の簡素化の観点から、P2B規則は廃止さ
れることとなった。例外的に、他のEU法
で参照されているP2B規則の一部の条項6に
ついては、参照元法令の改正が行われるま
で一時的に適用が維持される。

公的機関及び再利用者双方の視点から規律
を簡素化するため、両法令を廃止し、内容
を調整・整合させた上で、単一の枠組みと
してデータ法の一章に統合することが提案
されている。これにより、EU全体でのルー
ルの調和が進み、各国法の解釈・実施に伴
う行政負担が軽減されるとともに、企業が
域内横断的なサービスや製品を展開しやす
くなることが期待されている。

・ 非個人データの自由流通規則（FFDR）は、
EU域内におけるデータローカリゼーショ
ン（国内保存）要件の禁止を通じて、デー
タ駆動型経済を支える基本原則を確立し
た。この中核原則自体は、引き続きデータ
法に引き継がれる。一方で、FFDRのその
他の規定は、その後に採択された新しい規
則によって実質的に代替されている。とり
わけ、データ法第VI章は、データ処理サー

タ法第14条（例外的な必要に基づくデータ
の提供義務）と第15条（データを利用する
例外的なニーズ）は削除され、新たに第
15a条（公共の緊急事態に基づいてデータ
を提供するデータ保有者の義務）として設
けられた。

・ データ法では、オープンで競争力のあるク
ラウド市場の構築に向け、ベンダーロック
インの解消を目指して、2027年１月12日以
降、データエグレス料金7を含むプロバイ
ダー切り替えにかかる料金を撤廃する（第
29条）などプロバイダーを切り替えやすく
する義務（データ法第VI章）を規定してい
るが、第VI章に例外が規定される。第31条

（特定のデータ処理サービス8に対する特定
の制度）に新たな項目を挿入し、2025年９
月12日以前に締結された契約に基づきカス
タムメイドの（顧客のニーズに合わせて
サービスの特徴・機能の大部分が調整され
ている）データ処理サービスが提供される
場合と、データ処理サービスのプロバイ
ダーが中小企業（SME）または小規模中
堅企業（SMC）9である場合、第VI章の義
務の大半は適用されない。また、SMEま
たは SMCのプロバイダーは、固定期間契
約に早期解約違約金を含められることが明
確化された。

・ オムニバス法案の発効に伴い廃止される

２ー２．デジタルオムニバス法案の概要

主な改正の内容は下記のとおりである。
デジタルオムニバス規則の中核的な条項は
EU官報掲載後３日目に発効する。インシデ
ント報告に関する条項（第６～９条）の大
半は規則発効から18カ月後に発効する。
（1）�データ法の調整とその他のデータ関連

法のデータ法への統合（第１条）

・ データ法において、IoTデータの共有に伴
う営業秘密の第三国流出リスクの防止を念
頭に、営業秘密保有者であるデータ保有者
がユーザー（第４条（８））もしくはサー
ドパーティ（同第５条（11））に対する企
業秘密の開示を拒否できるケースを追加す
る。営業秘密の開示により重大な経済的損
害を被る可能性が高い場合に加えて、高リ
スクの第三国（EU域内よりも保護が弱い
法域の適用を受ける国）やその支配下にあ
る事業体への不正取得、使用、開示を拒否
可能とする規定を明記した。

・ データ法第V章（公的機関、欧州委員会、
欧州中央銀行及び労働組合への例外的な
ニーズに基づくデータ提供）の適用範囲を

「例外的なニーズ」から「公共の緊急事態」
のみに狭めている。公共の緊急事態に対応
するため、もしくは公共の緊急事態からの
回復を緩和または支援するために必要な場
合のみにデータを要請できる。これは、デー

廃止される法令

データガバナンス法（DGA）
信頼できるデータ流通の促進と「欧州データ空間」の構築を目指し、
データ経済の活性化と市民・企業のデータ利用の自由度向上を図るた
め、公共データの再利用、データ仲介サービス、データ利他主義に関す
るルールを定めている

Regulation （EU） 2022/868 of the European Parliament 
and of the Council of 30 May 2022 on European data 
governance and amending Regulation （EU） 2018/1724 （Data 
Governance Act） 

オープンデータ指令
オープンデータと公共部門情報の再利用に関する指令

Directive （EU） 2019/1024 of the European Parliament and 
of the Council of 20 June 2019 on open data and the re-use 
of public sector information （recast）

非個人データの自由流通規則（FFDR）
EU域内における非個人データの自由なフローの枠組みを定める規則

Regulation （EU） 2018/1807 of the European Parliament and 
of the Council of 14 November 2018 on a framework for the 
Free Flow of non-personal Data in the European Union

オンライン仲介サービス事業者の公正かつ透明な利用促進に関する
規則（P2B規則）
プラットフォーム提供事業者（AmazonやGoogleなどオンライン仲介
サービスや検索エンジン）とそのサービスを利用するユーザー企業との
取引関係（P2B：Platform-to-Business relations）を規制。ビジネス
ユーザーに対し公平で透明性の高い取引条件を適用

Regulation （EU） 2019/1150 of the European Parliament 
and of the Council of 20 June 2019 on promoting fairness 
and transparency for business users of online intermediation 
services

4 http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj 
5 http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj 
6 第２条の一部（用語定義）、第４条（オンライン仲介サービスの提供の制限・停止・終了に関する手続き）、

第11条（内部苦情処理制度）、第15条（執行）。

7 クラウドストレージからデータを取り出す際にかかる料金で、他のクラウドサービスに乗り換えるために
データを移動する場合にも課金される。

8 「データ処理サービス」とは、クラウドやエッジサービスを念頭に置いた概念であり、利用者が場所や端末
を問わず（ユビキタスに）、オンデマンドで、コンピューティング資源（ネットワーク、サーバーまたはそ
の他の仮想または物理的インフラ、ソフトウェア開発ツールを含むソフトウェア、ストレージ、アプリケー
ション及びサービス）を利用できるデジタルサービスを指す。
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タのローカリゼーション（国内保存）要件
の原則禁止に関する規定は、データ法に新
たに第VIIb章として組み込まれる。ローカ
リゼーション要件を導入または変更する場
合の欧州委員会への通知義務は維持される
が、加盟国が適用されるデータローカリ
ゼーション要件を公表する国内オンライン
単一情報窓口は廃止される。

・ データガバナンス法及びオープンデータ指
令第II章に定められている、公的機関が保
有するデータ及び文書の再利用に関する規
定を統合し、データ法の新たな第VIIc章と
して導入する。
オープンガバメント・データ及び特定カテ

ゴリーの保護されたデータの再利用に関す

る規定

・ 当該データの再利用に適用される条件の非
差別の原則と排他的取り決めの禁止。これ
は、特定の事業者が不当に優遇されること
を防ぎ、あらゆる利用者が等しい条件で
データにアクセスできる公平な競争環境を

データガバナンス法に含まれている、デー
タ仲介サービス10のプロバイダーの通知義
務（第III章）とデータ利他主義組織の任意
登録制度（第IV章）のルールを改定した上
で、データ法の第VIIa章（データ仲介サー
ビスに適用される要件とデータ利他主義）
として新設、統合する11。データ仲介サー
ビスが新興市場であることを鑑みて、デー
タガバナンス法の義務を市場成長のために
緩和し、データ仲介サービスプロバイダー
の義務は、任意の制度に変更される。さら
に、データ仲介サービスの法的分離（プロ
バイダーが提供する他のサービスから法的
に分離する義務）は、追加条件を定めた上
でサービスを機能的に分離する義務に置き
換えられる。義務事項リストは大幅に縮小
される。データ利他主義に関しては、デー
タ利他主義組織に対する報告義務と透明性
義務が廃止される。

・ 廃止予定の非個人データの自由流通規則に
含まれている、EU域内における非個人デー

担保するものである。
・ 当該データの再利用に対する課金に関する

一般原則。新ルールとして、公的機関は、
オープンガバメント・データの再利用に対
する非差別的で広く利用可能な越境決済
サービスを通じてオンラインで課金できる
ようにする必要がある。適正な価格設定を
維持するとともに、国外からの利用者で
あっても円滑に手続きができる決済環境を
整備することで、データの広域的な活用を
促進することが求められている。

・ 保護データの再利用者が、自身に影響を与
える決定または慣行に関して利用できる救
済手段について通知を受ける権利。データ
の提供拒否といった不利益な決定がなされ
た際に、利用者が適切に異議を申し立てら
れるよう、具体的な不服申し立ての手続き
や窓口をあらかじめ明示することを義務付
けている。
オープンガバメント・データの再利用に関す

る規定（従来はオープンデータ指令に規定）
・ データの再利用に関する一般原則、再利用

の要請の処理に関するルール、再利用に利
用可能なフォーマットに関するルール。

・ データの再利用にかかる料金に関するルー
ル及び再利用の標準ライセンスに関する
ルール。新ルールとして、公的機関は大企
業によるデータ再利用に対して、客観的な
基準に基づいてより高い料金を請求した
り、ライセンスで特別な条件を定めること
ができる。これは、スタートアップを含む
中小企業やSMCと、検索エンジンやアプ
リストア、メッセンジャーサービスなど中
核プラットフォームサービスを提供し、デ
ジタル市場法12でゲートキーパーに指定さ
れる巨大企業との不均衡を是正し、競争と
イノベーションを強化するのが狙い。

・ 再利用可能なデータまたは文書の検索を容
易にするための実務上の取り決め、研究
データに関するルール、高価値データセッ
トに関するルール。
保護対象データに関する規定（従来はデー
タガバナンス法第II章に規定）

従来データガバナンス法第II章に規定さ
れていた、保護データの特定カテゴリー
の再利用に関する新たなセクションを
データ法に導入している。

・ 特定カテゴリーの保護データの再利用に関

9 SMC（Small Mid-Cap enterprise）は、2025年５月に大規模企業と中小企業（SME：Micro, Small and 
Medium-sized enterprises）」の間に導入された新たな企業規模区分。SMEと同様の要件緩和や支援の一部
を享受できるようになる。従業員数が250人以上750人未満で、かつ、年間売上高が5,000万ユーロ超１億5,000
万ユーロ以下または年間貸借対照表合計が4,300万ユーロ超１億2,900万ユーロ以下の企業を指す。資本金ま
たは議決権の25％以上が、１つ以上の公的機関によって直接的または間接的に、共同または個別に支配さ
れている場合、中小規模企業とはみなされない。
Commission Recommendation（EU）2025/1099 of 21 May 2025 on the definition of small mid-cap 
enterprises　http://data.europa.eu/eli/reco/2025/1099/oj
Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro, small and medium-sized 
enterprises (notified under document number C（2003）1422 （2003/361/EC）
http://data.europa.eu/eli/reco/2003/361/oj

10 「データ仲介サービス」とは、データ主体またはデータ保有者とデータ利用者の間でデータ共有を目的とし
て商業関係を確立するサービスを指す（データガバナンス法第２条（８））。データマーケットプレイスを
含むB2Bデータ仲介など。

11 データ利他主義（data altruism）とは、公益に資するため個人や企業が自発的に無償でデータを提供する
ことを同意や許可することを指す。データガバナンス法では、データ利他主義に基づいてデータ提供を行
う事業体は‘data altruism organisations recognised in the Union’として登録しロゴの使用などが認めら
れる一方で、一定の透明性要件や市民の権利・利益保護を提供することなどが求められる。
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-governance-act-explained

12 Regulation（EU）2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on 
contestable and fair markets in the digital sector and amending Directives（EU）2019/1937 and（EU） 
2020/1828（Digital Markets Act） 
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj 
現在、下記の７社が、特定の中核プラットフォームに関してゲートキーパーとして指定されている。
・ Alphabet Inc.：Google Play、Google Maps、Google Shopping、Google Search、YouTube、Android 

Mobile、Alphabetのオンライン広告サービス、Google Chrome
・ Amazon.com Inc.：Marketplace、Amazon Advertising
・Apple Inc.：AppStore、iOS、Safari、iPadOS
・Booking：オンライン仲介サービス ・ByteDance Ltd.：TikTok
・Meta Platforms, Inc.：Facebook、Instagram、 WhatsApp、 Messenger、Meta Ads
・Microsoft Corporation：LinkedIn、Windows PC OS

https://digital-markets-act.ec.europa.eu/gatekeepers_en
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する一般原則、公的機関がデータを再利用
可能にすることを決定するための最低条件。

・ 特定カテゴリーの保護データの再利用条件
に関するルールを簡素化・合理化して導入。
個人データが匿名化されている場合に適用
されるルールの明確化。非個人データの第
三国移転に関する要件は維持されるが、新
しい条項に分割される。

・ 保護データの課金に関するルール。新ルー
ルとして、公的機関は、大企業によるデー
タ再利用に対して、客観的な基準に基づき
より高い料金を課すことができる。

・ 中小企業による再利用を促進するための特
別な配慮をSMCにも適用する。

・所管当局に関するルール。
・ 単一情報ポイントに関するルール。単一情報

ポイントは、再利用ユーザーが特定カテゴ
リーの保護データの再利用に関する情報を容
易に見つけられるように設計されている。

・ 保護データの特定カテゴリーの再利用を要
求する手順に関するルール。

・ 欧州データイノベーション委員会（EDIB）
の設置を定めた欧州委員会決定（C（2023）
1074 final）を修正し、データ法に統合する。
EDIBは、データ法の一貫した施行に関し
欧州委員会に助言し、データ経済政策分野
における政策立案のための調整フォーラム
として機能するグループ。EDIBのメンバー
を所管当局に加えて加盟各国の政策立案担
当者に拡大できるようにする。

（2）個人データ規制の合理化（第３条～第５条）

GDPRの定義の明確化や義務の軽減（第３
条）、EU機関のためのGDPR規則の文言を
GDPRの改正に合わせるための改正（第４
条）、eプライバシー指令との規制重複の整
理などの改正をデータ法に盛り込んでいる。
・ GDPR第４条の「個人データ」の定義を修

正し、当該情報が関連する個人を識別する
ために合理的に利用可能な手段を有しなけ
れば、当該情報は特定の事業体にとって個
人データとはみなされない（GDPRのス
コープ外となる）ことを明確にした。これ
により、データセットを受領する第三者が
個人を再識別できないことを条件として、
データセットの共有と利用が可能になる。
データセットを仮名化13したデータ管理者
は、引き続きGDPRに基づくすべての義務
を負う。

・ 処理が原則禁止されている特別なカテゴ
リーのデータ（人種や宗教的信条、健康デー
タ等）の処理について、追加的な例外規定
を２つ設ける。（i）データ主体の特定に必
要であり、かつ、そのためのデータ及び手
段が当該データ主体の単独の管理下にある
場合、生体認証データの処理に関する一般
的な禁止の例外を認める。（ii）AIシステ
ムまたはAIモデルの開発・運用の過程で

（意図せず）生じた特別なカテゴリーの個
人データの残余的処理についても、当該
データの収集の回避と削除のための措置を

含む一定条件の下で、例外を規定する。
・ データ主体が個人データの保護以外の目的

で ア ク セ ス 権 を 濫 用 し た 場 合 の 状 況
（GDPR第12条）を明確にする。管理者は
要求への対応を拒否するか、合理的な手数
料を請求することができる。さらに、アク
セス要求が過度であることを立証するため
の条件も明確化する。

・ データ主体に個人データの処理について通
知する管理者の義務（GDPR第13条）につ
いて、データ主体がすでに情報を所有して
いると想定する合理的な根拠がある場合、
以下のケースを除き、義務を削除する。（i）
データを他の受信者または受信者のカテゴ
リーに送信する場合、（ii）データを第三国
に転送する場合、（iii）自動化された意思
決定を実行する場合、（iv）処理がデータ
主体の権利に高いリスクをもたらす可能性
がある場合。

・ データ主体とデータ管理者間の契約の締結
または履行において、自動化された個別意
思決定（例えば個人の信用スコアや保険契
約審査、採用など個人に重大な影響を及ぼ
す完全自動化意思決定）の要件（GDPR第
22条）を明確にする。データ主体は完全自
動意思決定の対象にされない権利を持つ
が、自動意思決定が契約の締結・履行に必
要である場合は例外とするという要件につ
いて、意思決定が完全自動化以外の方法で
行うことができるかどうかに関わらず適用
されることを明確にする。

・ データ管理者が所管監督当局にデータ侵害
を通知する義務（GDPR第33条）について、
データ主体への侵害の通知義務と整合さ
せ、データ侵害がデータ主体の権利に高い
リスクをもたらす可能性が高い場合にのみ
通知を義務とする。また、通知期限を96時
間 に 延 長 す る。 欧 州 デ ー タ 保 護 会 議

（EDPB）14は、データ侵害通知用の共通テ
ンプレート案を作成して欧州委員会に提出
し、欧州委員会は必要に応じてこれを実施
法として採択する権限を有する。

・ 個人の権利・自由にとって高リスクとなる
可能性が高いデータ処理について、データ
保護影響評価（GDPR第35条）を必要とす
る処理業務と必要としない処理業務のリス
トをEUレベルで統一する。EDPBがリス
ト案を作成する。EDPBはデータ保護影響
評価の実施のための共通テンプレート・手
法に関する案を作成する義務を負い、欧州
委員会は必要に応じて、これらを実施法と
して採択する権限を有する。

・ 欧州委員会がEDPBと共同で、仮名化によっ
て生成されたデータが個人データに該当し
ないかどうかの管理者の評価を支援するこ
とを規定しており、評価の手段と基準を明
示する。

・ 現在eプライバシー指令の一部となってい
る、端末機器（「接続デバイス」）上の、ま
たは端末機器からの個人データの処理に関
する法制度を改定する。GDPRに新たに第
88a条（個人の端末機器における個人デー

13 仮名化は匿名化とは異なり、仮名と対応する情報の紐付けが残され、追加情報と照合しない限り個人に紐
付けられない。 14 https://www.edpb.europa.eu/about-edpb/who-we-are/european-data-protection-board_en 
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タの保存またはアクセスに関する同意要
件）を追加し、Cookieバナーに「ワンクリッ
ク」ボタンを含めてユーザーが一回ですべ
てのCookieを拒否できるようにする。ウェ
ブサイトは少なくとも６カ月間、ユーザー
の選択を尊重する必要がある。また、ウェ
ブサイト訪問数のカウントなど、リスクの
ない目的にのみ使用されるCookieでは、同
意を求めるポップアップを表示しないよう
にする（同意不要）。これらの要件は本規
則発効６カ月後から適用される。

・ また、新たな第88b条では、規格が利用可
能になった時点で15、データ管理者にユー
ザーが端末やブラウザーレベルで個々の選
択を自動化・機械可読化できるようにする
ことを求め、ウェブサイトプロバイダーが
これを尊重することを規定している。例え
ば「ブラウザー設定で全般的に拒否する」

「特定の条件でのみ同意する」といった選
択を一度設定すれば、対応する各サイトに
自動的に適用され、ユーザーは毎回バナー
をクリックする必要がなくなる。

（3）�セキュリティインシデント報告の窓口一

元化（第６条～第９条）

データ法に欧州サイバーセキュリティ庁

（ENISA）に対する特定の要件を盛り込むこ
とにより、インシデント報告のための「単
一エントリーポイント」を確立する。これ
により、単一のインターフェースを介して
通知を送信できるようになり、単一の情報
で、類似の情報や重複する情報の通知を求
めている複数のEU法に基づく報告義務を同
時に履行できるようになる。これにより、
組織の事務負担を軽減すると同時に、イン
シデント情報が各法令の報告受信者に効果
的かつ安全に伝達されることを保証する。
デジタルオムニバスは、NIS ２指令のほか、
GDPR、金融セクターのデジタル運用レジリ
エンス法（DORA）16、電子識別（eID）と
トラストサービスについて定めたeIDAS規
則17、及び重要事業体レジリエンス指令

（CER）の一連のインシデント報告義務につ
いても、単一エントリーポイントの使用を
義務付けることを提案している。第２段階
として、国境を越えた電力フローのサイバー
セキュリティに関するネットワークコード

（NCCS）の枠組みや航空セクターに規定さ
れているものなどセクター固有の報告義務
も、単一エントリーポイントの対象となる。

サイバーレジリエンス法18では、2026年９

月から、デジタル製品の製造業者に、製品
に悪用されている脆弱性が含まれているこ
とや製品のセキュリティに影響を与える深
刻なインシデントについて加盟国当局と
ENISAに通知する義務がある。ENISAがそ
の通知のための単一報告プラットフォーム

（CRA SRP）を構築中19であることから、単
一エントリーポイントもその経験を活かし
ENISAが開発を担う。単一エントリーポイ
ントの導入により、既存の報告義務や、報
告の受領者として指定される当局に変更が
生じることはないが、組織に求められるワー
クフローとリソースは大幅に最適化される
ことになる。ENISAと欧州委員会は、それ
ぞれの法令で規定されている場合を除き、
報告された情報にアクセスすることはでき
ない。

３．AIデジタルオムニバス［2］

３ー１．AI法改正の背景

2024年８月１日に施行されたAI法［3］は、
条項ごとに段階的な適用日が設定されてい
る。AIリテラシー（第４条）、禁止されるAI
手法（第５条）、汎用AIモデルに関する規則

（第51条～第55条）など、一部の規定はすで
に適用が開始されている。一方で、（現行の
AI法上、）2026年８月２日からは、教育や雇
用などの特定の分野で使用されるハイリス

クAIシステムに関する規制（第６条２項及
び附属書III）や、チャットボット等の特定
のAIに対する透明性義務（第50条）が適用
され、さらに、2027年８月２日からは、医
療機器や玩具などの既存のEU整合法令の対
象製品に組み込まれるハイリスクAIシステ
ムに関する規制（第６条１項）が全面的に
適用される予定となっている。

AIデジタルオムニバスの提案は、2025年
を通して行われたステークホルダーとの協
議によって明らかになったAI法の円滑な導
入のために対処すべき実施上の課題に対応
するための法改正を提案するものであり、
AI法 サ ー ビ ス デ ス ク（AI Act Service 
Desk）の設置など、AI法の遵守を促進する
ための継続的な取り組みを補完する。ハイ
リスクAIシステムのプロバイダーに技術的
ソリューションを提供すべき標準規格の策
定と、加盟国レベルのガバナンスと適合性
評価フレームワークの確立が遅れており、
コンプライアンスの負担が予想以上に重く
なっているという。後述する適用時期の延
期等の措置は、こうした実務上の障壁に対
処することを目的としている。

３ー２．AI法改正規則案の概要

欧州委員会は、「AI大陸アクションプラン」
及び「AI活用戦略」（後述「４－１．AIデー

15 データ主体の選択を自動的かつ機械可読にエンコードし、その選択をブラウザーからウェブサイトへ、ま
たモバイルアプリからウェブサービスへ伝達するための一連の標準を標準化団体に要請する権限を欧州委
員会に与えている。

16 Regulation（EU）2022/2554 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on 
digital operational resilience for the financial sector and amending Regulations（EC）No 1060/2009,（EU）
No 648/2012,（EU）No 600/2014,（EU）No 909/2014 and（EU）2016/1011
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj

17 Regulation（EU）No 910/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on 
electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market and 
repealing Directive 1999/93/EC
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/2024-10-18 

18 Regulation（EU）2024/2847 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on 
horizontal cybersecurity requirements for products with digital elements and amending Regulations（EU）
No 168/2013 and（EU）2019/1020 and Directive（EU）2020/1828（Cyber Resilience Act）
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj

19 https://www.enisa.europa.eu/news/stepping-up-our-role-in-vulnerability-management-enisa-becomes-cve-
root
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タのためのデータユニオン戦略」参照）で、
AI法を明確かつ簡素で、イノベーションに
配慮した形で実施することにコミットして
おり、AIデジタルオムニバスを、以下の点
を盛り込むことで、AI法をこのアプローチ
に沿ったものにするとしている。
（1）規則の適用時期の延期

・ ハイリスクAIシステムに関する規則の適
用時期と、標準規格などの支援ツールの利
用可能性を関連付け、ハイリスクAIのルー
ルの適用期限を2027年12月まで最大16カ月
延期する。定義などの一般規定（第I章）
と禁止されるAI手法（第II章）については
2025年２月２日から適用されている。高リ
スクAIシステムに対する規制の大半は、
2026年８月２日または2027年８月２日から
適用開始される予定であった。

（2）�簡素化と小規模中堅企業（SMC）の負

担軽減

・ 技術文書など、ハイリスクAIプロバイダー
がAI法の義務を履行するための手続きの
簡素化の対象を中小企業（SME）から小
規模中堅企業（SMC）へと拡大する。また、
各国当局が提供することができるガイダン
スや自主的な支援ツールの提供対象、AI
法非遵守に対する罰金の減額などでも中小
企業に付与されている特権がSMCに拡大
される。

・ 現行法ではすべてのAIシステムプロバイ
ダーとデプロイヤーに対し、自社スタッフ
のAIリテラシーを確保する包括的な義務

が課されている。今回の改正案では、この
「漠然とした義務」を事業者に強いるので
はなく、欧州委員会や加盟国が主体となっ
てAIリテラシー育成の環境を整え、事業
者を継続的に後押しすべく、既存の取り組
み（AIオフィスのAIリテラシー実践リポ
ジトリ20など）を基盤として企業への継続
的な支援を確保する。ただし、重大な影響
を及ぼす「ハイリスクAI」のデプロイヤー
については、スタッフへの研修義務を例外
として維持する。

・ 統一された上市後モニタリング計画の規定
を撤廃し、企業の柔軟性を高める。ハイリ
スク分野で使用されるAIシステムについ
て、ハイリスクとはみなされない業務につ
いて登録の負担を軽減する。

（3）コンプライアンス支援策の拡充

・ AIシステムにおけるバイアスの検出、把
握及び修正を確実にするために、適切な保
護措置を講じることを条件として、プロバ
イダーとデプロイヤーが「特別なカテゴ
リーの個人データ（人種、民族、政治的意
見、宗教的信条、労働組合への加入、遺伝
データ、生体データ、健康状態、性生活ま
たは性的指向に関するデータ）」を例外的
に処理することを認める。

・ AI規制サンドボックスと実世界テストの
活用範囲を拡大し、より多くのイノベー
ターがこれらのツールの恩恵を受けられる
ようにする。これには、実世界テストを支
援するために、2028年からEUレベルの規

制サンドボックスを設置することが含まれ
る。欧州委員会はAI規制サンドボックス
の設置や実装のルールを定める実施規則の
初案を12月２日に発表し、１月13日まで意
見公募を行っている21。この結果を受け実
施規則案が策定される。

（4）�AIオフィスへの権限集約と監督体制の

最適化

・ 汎用AIモデル上に構築されたAIシステム
で、モデルとシステムが同一のプロバイ
ダーによって提供されるものについて、監
督及び執行に関するAIオフィスの権限を
強化し一元化することで、これらのモデル
及びシステムのデベロッパーにおけるガバ
ナンスの断片化を軽減する。

・ 指定された大規模オンラインプラット
フォームまたは大規模オンライン検索エン
ジンに組み込まれたAIシステムのコンプ
ライアンスに関する監督及び執行は、AI
オフィスの権限に含まれる。付則Iに記載
されるEU整合法令の対象となる製品に関
連するAIシステムは、AIオフィスの所管

外であることを明記する。

４．デジタルパッケージのその他の要素�

４ー１．�AIデータのためのデータユニオン戦

略（Data�Union�Strategy�for�AI）［4］

欧州委員会は、２つのオムニバス規則案
と同時に、これを補完する「データユニオ
ン戦略」も発表した。EU域内企業が高品質
なデータにアクセスしてグローバル市場で
競争し、イノベーションを推進できるよう、
欧州全域でAI向けデータを活用するための
措置を提案している。データユニオン戦略
は、2025年４月に発表された「AI大陸アク
ションプラン」22のもと、10月に発表された

「AI活用戦略」23と並走する戦略で、以下の
３つのアクションを柱としている。
【柱Ⅰ：AIとイノベーションのための質の高い

データへのアクセス拡大】

「データラボ」などの取り組みと、防衛分
野を含む「欧州共通データ空間」24の開発へ
の重点的な取り組み、医療やエネルギーシ
ステムなどリアルワールドデータが不足し

21 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15952-AI-regulatory-sandboxes-
rules-for-their-set-up-and-operation_en

22 （AI Continent Action Plan）EUをAIのグローバルリーダーとする目標を掲げ、AIとスーパーコンピューティ
ング・インフラの構築、大規模・高品質なデータへのアクセス拡大、戦略的セクターでのアルゴリズム開
発とAI採用の促進、規制簡素化、AIスキルと人材の強化などのアクションで構成される。
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ai-continent-action-plan

23 （Apply AI Strategy）「AI大陸アクションプラン」で策定が計画されていたセクター別のAI戦略。AI活用
戦略は戦略的セクター（◇医療・製薬、◇モビリティ・交通・自動車、◇ロボット、◇製造・エンジニア
リング・建設、◇気候・環境、◇エネルギー、◇農業・食品、◇防衛・安全保障・宇宙、◇電子通信、◇
文化・クリエイティブ・メディア）と公共部門の10セクターにおけるAI採用を加速する。
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/apply-ai　https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/en/qanda_25_2300

24 （Common European Data Spaces）2020年に創設が提唱されたもので、現在、医療、農業、製造、エネルギー、
モビリティ、メディア、研究・イノベーション、金融、行政、スキルなど14のセクター・領域で各データスペー
スの確立が進められている。あらゆる組織・個人に開かれた共通のデータインフラとEUのルールと価値に
則ったガバナンスの枠組みを確立し、データのプーリング、アクセス、共有を促進する。
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-spaces20 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/living-repository-foster-learning-and-exchange-ai-literacy 
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ている分野における合成データの開発など
により、AI向けデータへのアクセスを拡大
する。データラボとは、中小企業を含む企
業や研究者がAI向けの多様なデータセット
にアクセスできるように設計された専門施
設で、データを安全に共有・活用できるよ
う実践的なサービスを提供する。データラ
ボを通じて、企業は関連するデータスペー
ス、公共事業者、参加企業から信頼できる
データセットにアクセスできるようになり、
自社の機密性を保護しながら、堅牢なAIモ
デルを学習できるようになる。例えば、デー
タラボをAIファクトリーに統合し、特定分
野向けのAIシステムを開発する企業が十分
な高品質データを入手できるようにするな
ど。
【柱Ⅱ：データルールの合理化】

データルールの合理化により権利を保護
しながらデータ共有を容易にする。オムニ
バスの簡素化案を補完すべく、欧州委員会
は、企業のデータルール遵守に向けたガイ
ダンスとテンプレートを作成し、データ法
に関する法務ヘルプデスク25を導入する。
【柱Ⅲ：戦略的な国際データ政策を通じた

EUのデータ主権の保護】

国際的なデータフローに関するEUの世界
的な立場を強化し、EUのセンシティブな非
個人データを保護しながら公正な越境デー
タフローを確保し、グローバルなデータガ
バナンスにおけるEUの発言力を強化する。

４ー２．�欧州ビジネスウォレット（European�

Business�Wallets）［5］

欧州ビジネスウォレットは、企業が身元
証明、公的文書への署名と送付、ライセン
スや証明書を、法的効力を完全に保ちなが
らデジタルで共有できるようにするツール
である。EU全域で、あらゆる規模の企業が
公共部門機関や他の企業と安全にやり取り・
通信することを容易にして、事務負担を軽
減することを目的とする。EU全体の政府と
の連絡チャネルを１つにし、固有のビジネ
スIDを提供することで、加盟国ごとに異な
る27の規制体系への準拠に伴う煩雑さを軽
減するという。

ただし、ビジネスウォレットの仕組みを
定める規則案は、公共部門機関にのみ、そ
の中核機能を受け入れる義務を課しており、
企業に欧州ビジネスウォレットの使用を義
務付けるものではない。企業は商業活動や
公共部門機関とのやり取りにウォレットを
採用するかどうかを自由に決定できる。

欧州委員会の提案によると、EUの機関や
エージェンシーを含むEU全域のあらゆるレ
ベルの行政機関は、加盟国レベルで既存の
同様のシステムを活用するための経過措置
を設けつつ、２年間でビジネスウォレット
の利用を開始することになる。並行して、
欧州委員会は加盟国及び民間部門と緊密に
協力し、欧州デジタル・アイデンティティ・
フレームワークに基づく継続的な取り組み

や「WE BUILDコンソーシアム」などデジ
タルヨーロッパ・プログラムの下で資金提
供される大規模パイロットプロジェクトを
通じて、欧州ビジネスウォレットの技術規
格と要件を定義していく。

５．おわりに

デジタルオムニバス法案及びAIデジタル
オムニバス法案は今後、欧州議会及びEU理
事会（閣僚理事会）によって審議される。
最大の焦点は、現行のAI法で「ハイリスク
AI」の規制開始日として定められている
2026年８月２日までに、これら改正法案を
成立・発効させられるかという点にある。
もしこの期日までに改正案が成立しなけれ
ば、標準規格が整わないまま現行法が発効
してしまい、混乱が生じるおそれがある。
欧州委員会は迅速な審議を強く求めている
ものの、2026年８月のデッドラインまでに
政治的合意に達し、実務上の空白を回避す
ることは決して容易ではない。

欧州委員会は、規則の簡素化、手続きの
合理化、ワンストップソリューションの提
供、重複や時代遅れの法規制の排除を通じ
て、EU企業の技術競争力の向上やコスト削
減を目指している。このアプローチは、コ
ンプライアンスの簡素化、デジタル分野の
ニーズの反映、そして欧州市民と企業の権
利保護を損なうことなくイノベーションの
機会の創出を可能にするとしている。また、
データとAIに関する規則の見直しとデータ
統合戦略の導入により、EU全体の企業がAI
向けの高品質で最新のデータセットにアク

セスできるようになるため、イノベーショ
ンの可能性が高まることが期待されている。

データ、AI、サイバー関連法で提案され
ている簡素化措置により、EU全体で企業は
2029年までに最大50億ユーロの一時的な節
約が実現すると予測されている。大企業と
中小企業の両方が簡素化と欧州ビジネス
ウォレットの恩恵を受け、すべての企業が
欧州ビジネスウォレットを導入すれば、EU
企業は年間最大1,500億ユーロの節約が可能
になると推定される［6］。
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regards the simplification of the digital 
legislative framework, and repealing 
Regulations（EU）2018/1807,（EU）
2019/1150,（EU）2022/868, and Directive

（EU）2019/1024（Digital Omnibus）[COM
（2025）837 final]（2025年11月19日）
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:52025PC0837 

［2］ AIデジタルオムニバス　Proposal for a 
REGULATION OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
amending Regulations（EU）2024/1689 
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25 欧州委員会は2025年12月15日、ウェブサイトからデータ法に関する質問を送ることができるヘルプデスク
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/data-act-legal-helpdesk
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日工会行事

当会では、工作機械産業における人材の
確保・育成を目的とした取り組みの一環と
して、全国より理工系学生等を招待し、世
界で活躍する工作機械ならびにその技術の
魅力を紹介するための「工作機械トップセ
ミナー」を開催している。

㈱ニュースダイジェスト社主催のメカト
ロテックジャパン（MECT2025）に併せて
開催した今回トップセミナーには、全国各
地から238名の学生・教職員が参加した。

初日は、メカトロテックジャパン見学及
び工作機械メーカと学生との交流会を実施
し、交流会会場には会員32社が企業ブース
を設置し、学生との交流を深めた。

２日目は、トップセミナーをポートメッ
セなごやの会議ホールにて開催し、松浦勝
俊氏（㈱松浦機械製作所・代表取締役社長）
をはじめとする幅広い分野からの講演及び
若手エンジニアによるラウンドテーブル
トークを通じて、工作機械業界で働くこと
の素晴らしさ・魅力について広くアピール
した。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

工作機械トップセミナー
～ようこそ夢のある工作機械の世界へ～

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

１．全体概要

（1）開催日　2025年10月25日（土）
10：00 ～ 16：00

MECT2025見学会
16：15 ～ 18：15　工作機械

メーカと学生との交流会
2025年10月26日（日）
9：00～12：15　工作機械トッ

プセミナー
（2）場　所　ポートメッセなごや

（MECT2025会場）
（3）主　催　（一社）日本工作機械工業会
（4）共　催　㈱ニュースダイジェスト社
（5）参加者数　�全国の大学39校より238名

が参加（内、名古屋近郊を
除く全国各地から31校205
名の学生・教職員を日工会
が招待）

２．工作機械トップセミナーの概要

（1）�工作機械メーカと学生との交流会（10
月25日）

本トップセミナーの企画・運営を行っ
ている人材確保・周知研究会の深山泰輔
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３．工作機械トップセミナープログラム

ラウンドテーブルトークの様子 トップセミナー会場風景

時　間 内　　容

9：00 ～ 9：10
開会挨拶

（一社）日本工作機械工業会
会長　坂元　繁友氏（芝浦機械㈱）

9：10 ～ 9：50 基調講演「選ばれる理由にこだわる工作機械のものづくり」
講師：㈱松浦機械製作所　代表取締役社長　松浦　勝俊氏

9：50 ～ 10：10 講演１「日本の工作機械産業の全体像」
講師：（一社）日本工作機械工業会　技術部課長　高野　晋一氏

10：10 ～ 10：20 休憩

10：20 ～ 11：00 講演２「ものづくりとモビリティ～ MaaSの現状と今後の展開を通じて～」
講師：㈱MaaS Tech Japan 代表取締役社長 CEO 日高　洋祐氏

11：00 ～ 12：15

ラウンドテーブルトーク
「工作機械エンジニアとしての現在と未来」
ファシリテータ：東京電機大学 工学部 教授 松村　隆氏
スピーカー：DMG森精機㈱（㈱WALC）Condition Agent 井上　誠志郎氏

㈱牧野フライス製作所　開発本部機械制御開発部　中野　佑紀氏
ヤマザキマザック㈱　商品開発本部先行開発センタ　前田　大毅氏
ニデックマシンツール㈱　経営企画部事業企画室　榊原　桃氏

委員長の乾杯でスタートし、会場内はトッ
プセミナー参加者に加え、会員32社が企
業紹介ブースを設置して100名以上の技術
者・人事担当者等も参加して盛況を呈し
ていた。

企業紹介ブースでは、会社概要、製品、
採用状況等について、学生から積極的に
質問する姿が多く見受けられた。

（2）工作機械トップセミナー（10月26日）
坂元繁友会長の開会挨拶の後、㈱松浦

機械製作所・代表取締役社長の松浦勝俊

氏、日工会事務局の高野晋一氏、㈱MaaS�
Tech�Japan�代表取締役社長�CEOの日高
洋祐氏が演台に立ち、それぞれの視点か
ら、ものづくりの魅力や工作機械の重要
性について講演された。

ラウンドテーブルトークでは、東京電
機大学・教授の松村隆氏の司会により工
作機械メーカーエンジニア４名のスピー
カーから、仕事の面白さ、やりがい、失
敗談等が述べられた。いずれの講演も参
加者は熱心に聴講していた。

深山委員長による乾杯

坂元会長の開会挨拶

交流会の様子

松浦社長の基調講演
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はじめに：�足元のインフラから、産業のイン

フラへ

読者の皆様は、ヒノデホールディングスを
ご存じでしょうか。当社グループの中核企業
である「日之出水道機器㈱」は、創業100年
を超える企業であり、マンホール蓋や地下構
造物に用いられるポリマーコンクリート製品
を長年にわたり開発・製造してきた企業です。
公共インフラを支えるため、材料開発技術、
生産技術、鋳物部品の構造開発といった幅広
い技術を培ってきました。

こうした技術は金属材料（鋳鉄・アルミ・
ステンレス鋳鋼）だけでなく、ポリマーコン
クリート（レジンコンクリート）といった複
合材料にも及びます。その複合材料分野の延
長として、当社は産業機械向けに独自のミネ
ラルキャスティング（MiCa）を開発し、工作
機械領域へ応用する取り組みを進めています。

公共インフラで培った材料開発技術と、近
年強化してきた構造解析による「見える化」
技術。これらを融合させることで、私たちは
工作機械の性能を左右する“動剛性”に対し

て、装置全体を俯瞰した新しい設計アプロー
チに挑戦しています。本稿では、その背景と
技術的成果について紹介します。

１．�MiCaという材料の可能性と、これまで

の限界

近年注目を集める構造材料のひとつがMiCa
です。骨材と樹脂を組み合わせた複合材料で、
普通鋳鉄と比べて高い減衰性（約10倍）と熱
的安定性を持ちます。ミクロン単位を保証す
る欧州の一部ハイエンド機では、ベッド・コ
ラムの標準材料として採用されています。

しかし、ここに大きな技術的壁がありまし
た。MiCaの評価はこれまでベッド単体・コ
ラム単体といった部品に限られることが多
く、「装置全体で本当に効くのか」という問
いに対して設計段階で明確に回答することが
できませんでした。

工作機械の振動は、ガイド・ボールねじ・
結合部など、多数の要素が連成して発生しま
す。そのため、部材単体での性能が装置全体
にどう影響するかを予測することは困難でし

こんな話あります 67

ヒノデホールディングス株式会社

材料開発と解析技術による材料開発と解析技術による
性能の見える化が拓く、性能の見える化が拓く、
動剛性設計の新領域動剛性設計の新領域

材料名 対数滅衰率δ比較
※FC250対比

ヤング率
（GPa）

密度
（g/cm3）

線膨張係数
（10ー6/K）

ミネラルキャスティング
（EPUMENT�145JP） 約10倍 ≧35（保証値） 約2.4（代表値） 約14（代表値）

※10-30℃範囲の平均値

高滅衰鋳鉄 2.5倍 64 7.5 3.5

FC250 － 113 7.2 12.0

表　MiCa代表材質特性

た。この限界を乗り越えるため、私たちは装
置全体の挙動を「設計段階」で読み解く技術
確立を目指しました。

２．�装置全体FEMへの挑戦：複雑な構造を

どう“モデル化”するか

装置全体の性能を試作前に予測するには、
実機がどの周波数で、どの部位が、どの方向
へ揺れているかを解析上で正しく再現する必
要があります。しかし工作機械を FEM（有
限要素法）モデル化するには、多数の“見え
ないパラメータ”を扱う必要があります。

・リニアガイドの方向依存する剛性
・ボルト群のプリロードによる剛性
・ すべり面の摩擦・面圧特性による剛性と

減衰特性
・異材境界（鋳鉄・鋼・MiCa）の剛性差
・ カバー・モータ・ケーブルなど付帯質量

の反映
これらの一つでも誤差が大きいと、共振周

波数や変形モードは実機と一致しません。
そこで当社は、東京大学との共同研究によ

り、実験モード解析とFEMの“突き合わせに
よるモデル同定”を研究し明らかにしました。
実機のハンマリング試験から得られたモード
形状・共振周波数を基準に、FEM側の接触
剛性・拘束条件を丁寧に調整。その結果、実
機の共振周波数を誤差10％以内で再現する解
析モデルを構築することに成功しました。こ
れにより、従来は不可能だった「装置全体レ
ベルでの事前評価」が可能になりました。

３．�変形挙動の可視化が生んだ技術的インサ

イト

構築した「装置全体解析モデル」により、
従来は曖昧であった振動課題の“真因”が、
可視化されました。

ある検証機では、特定の周波数帯で発生す
る振動が加工精度に大きな影響を与えていま
した。当初は「主軸が揺れているのでは」と

実験モード解析変形挙動（ねじれモード） FEM解析変形挙動（ねじれモード）
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疑われていましたが、解析結果は全く異なる
様相を示しました。

それは、ベッドとコラムが連成して「ねじ
れるモード」が支配的だったということです。

このモードに対し、現行の鋼板製ベッド
を、同一形状かつ同等質量の「鋳鉄」および

「MiCa」に置換して解析を行ったところ、対
象となるねじれモードに対する動剛性は、鋳
鉄製で約３倍、MiCa製では約６倍に向上す
る結果が得られました。

重要なのは、数値の大小ではなく、「どの構

造が、どのモードに対して効くのか」を設計
段階で読み解けるようになったという点です。
動剛性設計を“感覚”ではなく、“解析に基づ
く工学”として扱えるようになったのです。

４．�ハイブリッド構造の“選択的採用”によ

る最適解

MiCaの適用にはもう一つ方法があります。
それがハイブリッド構造です。ハイブリッ
ド構造とは鋳鉄や製缶フレームの中空部に
MiCaを充填した構造物を指します。外殻が

質量

相
対
比
較（
現
行
品
を
1）

7

6

5

4

3

2

1

0

現行品 鋳物品 ミネラルキャスティング品

静剛性
（ツールX方向）

動剛性
（ベッドねじれモードに対して）

現行形状 鋳物案 ミネラルキャスティング案

形状精度と強度を担い、内部のMiCaが減衰
性を担うことで剛性・減衰のバランスを両立
できる設計が可能になります。

しかし、構造の全てをMiCaで満たすと、
重量増・コスト増につながり必ずしも最適と
は言えません。

そこで、当社は装置全体解析を活用し、「ど
の部位が、どのモードで、どれだけひずみエ
ネルギーを持つか」を可視化し、エネルギー
が集中する領域にだけMiCaを充填する選択
的採用の手法を確立しました。

検証では、空洞の50％程度の部分充填でも、
全充填と同等の動剛性向上が得られる場合があ
ることを確認しています。材料の“量”だけで
なく、“配置”によって性能を最大化する。これ
が装置全体解析がもたらす新しい設計思想です。

５．�解析が変える設計プロセス：投資判断・

設計判断の早期化へ

今回確立した技術の最大の価値は、設計プ
ロセスそのものの変革にあります。

・試作前に効果を予測できる
・振動課題を初期段階で特定できる
・ 材料適用の最適点を設計段階で決定できる
・投資判断を迅速化できる
・ 試作回数の削減・開発期間の短縮につな

がる
「作って確かめる」工程への依存から、「設

計段階で読み解く」工程への転換が進みます。

６．おわりに：広がる技術転用の可能性

本稿でご紹介したアプローチは、工作機械
にとどまるものではありません。装置全体の

動的挙動を定量的に把握し、材料を“効かせ
る場所に使う”という設計思想は、以下のよ
うな動的精度・微小変位制御が重要となる幅
広い産業領域にも応用可能です。

・ 半導体製造装置：ナノレベルの精度が求
められるステージ、架台、搬送系におけ
る微振動制御

・ 産業用ロボット：高速動作に伴う振動へ
の対応や、構造部材の剛性と減衰特性の
両立

・ 医療機器：高分解能画像診断装置や精密
手術ロボットにおける低振動化・静粛化

・ 精密測定装置：環境振動や内部駆動源に
よる振動に敏感な構造の安定化

どの産業でも微小振動の管理が性能のカギ
となりつつあります。
「材料×解析×構造設計」の統合的アプロー

チは、これらの分野においても、性能向上と
設計合理化に大きく寄与するものと考えられ
ます。ヒノデホールディングスは、長年培っ
た生産技術と最新の解析技術を融合させ、お
客様と共に「揺れない機械」「削れる機械」、
そして「高精度な産業装置」の実現を目指し
てまいります。

［本件に関するお問い合わせ］

日之出水道機器株式会社
産業機械マーケティンググループ
TEL：092（476）0565
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私が西川産業に入社したのは昭和60年（1985
年）、大阪市淀川区十三にある本社へ配属と
なりました。2025年で入社40年を迎えること
が出来ました。

販売青春時代について心に残っている思
い出を書かせて頂きます。

配属となった本社のある大阪の十三は阪
急電車のハブ的な街で、駅の南口を出た所に

「しょんべん横丁」という飲み屋街がありま
した。安くて美味しいお店が沢山ありその当
時の上司や同僚と頻繁に飲んで帰り、入社後
すぐに大好きな街になりました。

しかし、平成26年３月に火災が発生し、1600
平方メートル39店舗が全焼してしまいました。
よく行ってお世話になった、吉本興業の役者さ
ん達がよく来る韓国人のおやじさんが経営して
いた味と肉とコスパが最高の焼肉屋は大丈夫
だったのかと心配になりました。残念ながらそ
の後行ってみると殆どのお店は様変わりして、
その焼肉屋は無くなっていました。

その韓国人の憎たらしいおやじさんにガ
ラスケースの肉をオーダーすると「吉本の桂
〇〇の予約の肉や！お前らに出す肉と違う」
と言われ安い肉を出されましたが、何度か通っ
ていると次第に話をしてくれる様になり、良
い肉を安く出して下さる様になったことは良
い思い出でした。通えば相手は変わるんだ、
これが商売かなと思った記憶があります。

他の立ち飲み屋さんを含め、上司や同僚との

販
は ん

社
し ゃ

鏡
きょう

～販売青春時代～

工作機械が好きになって工作機械が好きになって
日本工作機械販売協会・理事

津田　正博
（西川産業㈱・取締役部長）

コミュニケーションを取る場でもありました。
その十三は大阪梅田から車では10分もか

からない所にありますが、十三から尼崎にか
けてその当時は阪神工業地帯の中心地で多く
の工場や鉄工所があり、工作機械の販売をす
ることで本社は生計を立てていました。

入社半年間は上司二人のユーザーを１日
40件訪問することを命じられ、当社は工具類
を扱っていたので配送業務とご用聞きをしな
がら必死に回りました。半年後に先輩の転勤
に伴い担当営業を持たせて頂くことになり、
それなりの工作機械を持っているユーザーを
担当させて頂くことになりました。

その頃からバブル景気が始まりユーザー
の仕事が忙しくなって来ました。

入社１年経った頃にガスタービンの羽根
を倣い加工をしているユーザーの社長から、
京都にあったフライス盤メーカーの＃７NC
フライス盤のご注文を頂いたのが工作機械初
受注でした。その後、社長からシカル盤によ
り倣い加工でガスタービンの羽根を加工して
いるのは生産性が上がらないし、加工後にグ
ラインダーでの均しをするのに時間が掛かり
過ぎているので良い機械はないかと相談を受
けました。機械メーカーと治具メーカー、切
削工具メーカーとの打ち合わせを重ね、門型
のマシニングセンターのテーブル1.5m×３m
にクランプ治具でガスタービンの羽根を固定
し、ボール形状の特注カッター、特注スロー

アウェイのチップを製作することで、取り代
の多い曲面の殆どを削れることとなり、注文
を頂きました。

この機械を納入することで加工時間が大幅
に早くなったことと夜間も掛けて帰れること
で生産性が３倍近くになりました。粉塵で大
変だったグラインダー加工も取り代が少なく
なり、人員を他の作業に回して頂き、社長と
二人で喜び合ったことが大変嬉しかったです。

その結果、社長との信頼関係ができ息子の
様に可愛がって頂きました。家族で社長のご
自宅へ食事に行かせて頂いたりして、自身の
仕事に対してのやりがいを覚えさせて頂いた
ことは感謝でしかありません。

入社２年目の頃、NC旋盤を複数台購入し

て頂いているユーザーの工場長から、社長が
機械を買うと言ってたでとの情報を得て、当
時の本社営業所長である取締役部長に報告し
ました。

翌日の午後、取締役部長とユーザーの社長
の所へ行きました。社長の機嫌が悪かったの
か、作戦なのか「まだ買わん！」、取締役部
長は「いや今日買って下さい！」と長い時間
の応酬がありました。

社長は一度言い出すと曲げない方で、取締
役部長はユーザーから「ヘビ」と言われてい
たぐらい食らい付いたら離さない方でした。
私は風貌から見て「すっぽん」と思っていま
した。夕方になり社長が「今日は買わん！も
う帰って下さい！私は帰る」と言った時に、

入社１年目の社員旅行
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血相を変えて取締役部長が「いやここまで値
段下げるので今日買って下さい！お願いしま
す！」と気合が入った感じで頭を下げた時に
口から何かが飛び出しました！飛び出したの
は、営業所内で最近新調しておさまりが悪
かったのか、話をしている時に口の周りでガ
クガクさせていた入れ歯でした。当時の鉄工
所の応接室の床は油まみれで、そこに落とし
た入れ歯を入れ直したのを見ていた社長が、
普段寡黙で全然笑った所を見たことが無い方
でしたが、聞いたことがないぐらい高い笑い
声で「きゃっきゃきゃ」と笑い出しました。
そしてツボに入ったのか涙を流しながら「も
う部長には参ったわ！」と腹を抱えて笑いな
がら「注文するわ！」となり、私はあっけに
取られたことを覚えており、忘れられない衝
撃的な出来事でもありました。入れ歯を落と
して注文もらえるんやと。

取締役部長や上司の方には機械販売のノ
ウハウを色々と教えて頂きました。今では通
用しないかもしれませんが、「商売はタイミ

ングが大切や！」引き合いが出て決まりそう
な時は、「何が何でもその日に注文をもらわ
なあかん！ねばりや！人は一日寝ると気が変
わるもんや！」と聞かされました。確かに機
械を買うと言っていたのに、休日に家族会議
で反対されて気が変わり買わなくなった経験
もあります。

良い上司に恵まれ、明るく楽しく過ごさせ
て頂いた本社時代でした。

当時は昔からの風習で、新年はハッピを着
てトラックには初荷の赤い旗を立てユーザー
へ挨拶回りをして、三本締めや万歳三唱をし
ていたことが懐かしいです。　　　　　　

入社８年目に当社明石営業所に転勤にな
りました。兵庫県明石や加古川、高砂地区は
重厚長大の企業がある街で、大阪の十三辺り
と比べるとユーザーの規模が大きな所が多
く、最初は戸惑いました。

当時の明石営業所は工作機械以外の商品
のシェアが多く、設備機器や産業機械を製作
しているユーザーが多く、装置を組むための

部品や工具の販売で数字を挙げている営業所
でした。しかし、本社時代に学んだ好きな工
作機械を売りたいとの思いが強く、工作機械
の販売に注力して、機械メーカーの展示会や
工場見学会に出来るだけ多くユーザーを集客
しようと考えて行動しました。その結果、数
十台の工作機械を購入して頂けるユーザーを
開拓することが出来ました。ユーザーにどの
様に勧めれば生産性が上がり、儲けてもらい
喜んで頂くかを常に考えて、正直に商売をし
ていたことが認められたと思います。

40歳の時に明石営業所の所長になり、51歳
に取締役部長になりました。機械担当部長と
して現在に至りますが、良き上司や同僚、ユー
ザー・メーカー・仕入先の方に恵まれていた
と実感しています。これまで様々な出来事が
あり色々と経験させて頂きました。これから
時代は大きく変わって行きますが「商売の基
本は心」だと思っています。この商売の基本
は販売青春時代である本社時代に多く学ばせ
て頂いたことが根本になっています。

本社でのお正月の新年挨拶回りの様子
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日本電子株式会社　眞部　弘宣

中高年とズンバアマチュア無線と私の人生

【きっかけ】

私がエンジニアをめざしたきっかけは、
父に小学校４年生頃にAMトランジスタ
ラジオを買ってもらったことに遡ります。
1970年代に短波による国際放送や国内ラジ
オ局を受信して楽しむBCL（Broadcasting 
Listener）が爆発的に流行しました。私もど
うしても短波放送が聞きたくて小学校６年
生の時に、それまでに貯めたお年玉でSONY 
ICF-5800通称“スカイセンサー 5800”を購
入しました。

実はもう一つランクが上の１kHzきざみの
周波数が設定できるICF-5900がほしかった
のですがお金が足りず我慢したのを鮮明に
覚えています。

受信感度を上げるために雑誌を読んでア
ンテナを工夫して、世界中の短波放送を毎
夜、ノイズと闘いながら耳を凝らして受信

していました。ラジオ番組の内容を「受信
レポート」にまとめAirmailで送るとお礼に
受信した証となる「ベリカード（Verification 
Card）」を集めて楽しんでいました。

当時、イーグルスの曲であるホテルカル
フォルニアが流行していて、サンフランシ
スコのラジオ局KGEIの放送開始の音楽とオ
レンジに輝くゴールデンゲートのカードが
大好きでした。しかし、聞くばかりでは物
足りなくなり、中学２年生の時にアマチュ
ア無線の免許を取得しました。

 

【趣味に没頭】

当時はクイズ番組でハワイ旅行を景品で
頂くような番組があるほど、海外旅行は高
価で庶民のあこがれでした。中学生の私が
行けるはずもありません。上空に飛来する
海外の旅客機のデザインも大好きでプラモ
デルをたくさん製作しペイントした覚えが
あります。

アマチュア無線はいつでも誰とでも話が
できる中学生のコミュニケーション手段と
して特別で最高でした。アマチュアといえ
ども奥深い技術のかたまりで、通信原理を
理解し波長にマッチした高い効率的なアン
テナを試作し電離層の発生予測など没頭し
た時期でした。当時はアナログ通信が主流KGEIベリカード

太平洋の離れ小島との交信カードカリフォルニア州との交信カード

で周波数変調モードFM、ノイズに強いSSB
などを利用した音声通信、今では古典的な
モールス通信（CW）で６大陸の個人のアマ
チュア無線家が発信する微小なシグナルと
とらえては交信を楽しみ、数年で約150 ヶ国
と超える国の方々とコミュニケーションし
て交信した証であるQSL（国際通信連合制
定の無線電信通信の略符号：通称Q符号）カー
ドのコレクションができました。

当時、アマチュア無線をする人は、いま
の言葉で「オタク」でしたが、そんなこと
も気にせずに中学で学んだつたない英語で
会話を楽しみ、翌日には無線仲間の大人に
混じって戦果（通信できた国）を共有して
いました。

【趣味からエンジニアへ】

小学校から中学校に過ごした環境がこのよ
うな状態でしたし、無線仲間には放送局勤務
やエンジニアの方々もおられ、私もエンジニ
アを目指したい気持ちが膨らんだ結果、当時、
国内に３つあった通信関係の専門家を育成す
る国立電波高専へ入学しました。

出身が九州でしたので熊本に進みました
が15歳から親元を離れての寮の暮らしは大変
な勉学の傍らで趣味の無線を学校のクラブ局

（JA6YAP）で思いっきり交信ができる日々
で満足だったことが懐かしく思えます。

卒業の時、国の通信機関、放送局や宇宙
関連の技術者に進むか民間企業にするか悩
みましたが、宇宙で利用する半導体の研究
室にいたこともあり半導体関連の企業へ開
発技術者として就職することにしました。

皆様もご存じの通り、その後は携帯電話
の急速な普及、ディジタル化の波で無線通
信の重要性は日々増しています。私が企業
で開発した半導体の製造装置も宇宙通信用
のデバイスにも利用され重要な技術となっ
ています。

【海外にあこがれて】

振り返ると、私は趣味がそのままエンジ
ニアの道に進むきっかけになりました。幼
少期の海外へのあこがれ、生まれ故郷の福
岡は毎日のように市街地上空を海外の航空
機が飛来します。長距離を飛行できる旅客
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機が無い時代で、南回りでフランス（Air 
Fance）、 英 国（BOAC）、 香 港（Cathay 
Pacific）などが経由地としていて外国の旅
客機を見て育ちました。

そして、６大陸のどこかと毎夜リアルタ
イムで話せる環境は、その後、海外に行き
たい気持ちの増幅になって収まることはな
く会社も海外志向で選んだ結果、仕事やプ
ライベートで渡航を経験しました。これら
の訪問先は交信した国、都市であることも
あって、昔を思い浮かべていました。交信

サンフランシスコの霧の金門橋

して想像していた場所に実際に降り立つと
感慨深い浸り、私の人生の楽しみの１つで
もあります。

一番の思い出は、幼少期の短波ラジオを
聞いて、素敵なサンフランシスコに思いを
馳せ、20年後にゴールデンゲートブリッジ
に行き渡った時の写真をご紹介して、私の
寄稿の締めくくりとさせていただきます。
これからも、アマチュア無線で交信した約
150 ヶ国を思い出しながら、日頃の喧騒を忘
れるきっかけとしたいと思っております。
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2026年工作機械関係展示会

2026 年に国内及び海外で開催が予定されている工作機械関係の展示会は、以下の通りである。

会　　期 名　　　　　称 会　　場 主　　催 問合せ先

 1 月21日（水）～
23日（金）

第16回 微細加工 EXPO 東京ビッグサイト RX Japan㈱ RX Japan㈱ネプコン ジャパン事務局
TEL：03-6739-4102
https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/about/fp.html

 1 月28日（水）～
30日（金）

TCT Japan 2026 東京ビッグサイト ㈱JTBコミュニケーションデザイン
Rapid News Publications Ltd

TCT Japan事務局
TEL：03-5657-0765
https://www.tctjapan.jp/index.html

 1 月28日（水）～
30日（金）

nano tech 2026
（第26回 国際ナノテクノロジー
総合展・技術会議）

東京ビッグサイト nano tech 実行委員会
㈱JTBコミュニケーションデザイン

nano tech実行委員会事務局
TEL：03-5657-0760
https://www.nanotechexpo.jp/main/index.html

 2 月 4 日（水）～
 6 日（金）

第47回工業技術見本市
「テクニカルショウヨコハマ
2026」

パシフィコ横浜 （公財）神奈川産業振興センター
（一社）横浜市工業会連合会
神奈川県、横浜市

テクニカルショウヨコハマ事務局
TEL：045-633-5170
https://www.tech-yokohama.jp/

 2 月18日（水）～
19日（木）

京都ビジネス交流フェア2026 京都パルスプラザ 京都府 
（公財）京都産業21

（公財）京都産業21
TEL：075-315-8590
https://www.ki21.jp/bp/

 4 月 8 日（水）～
10日（金）

第11回 ものづくり ワールド 
名古屋

ポートメッセなごや RX Japan㈱ RX Japan㈱
TEL：03-6739-4106
https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/ja-jp.html

 4 月15日（水）～
17日（金）

INTERMOLD 2026
（第37回金型加工技術展）
金型展2026
金属プレス加工技術展2026

インテックス大阪 （一社）日本金型工業会テレビ大阪
（一社）日本金属プレス工業協会 インターモールド振興会

TEL：06-6944-9911
https://www.intermold.jp/top/

 5 月14日（木）～
16日（土）

MEX金沢2026
（第62回機械工業見本市金沢）

石川県産業展示館 （一社）石川県鉄工機電協会 MEX金沢 開催事務局
TEL：076-268-0121
https://www.tekkokiden.jp/mex/

 5 月20日（水）～
22日（金）

INTERMOLD 名古屋
金型展 名古屋
金属プレス加工技術展 名古屋
AM EXPO名古屋

ポートメッセなごや （一社）日本金型工業会
（一社）日本金属プレス工業協会
（一社）日本AM協会

インターモールド振興会
TEL：06-6944-9911
https://www.intermold.jp/nagoya/

 5 月27日（水）～
29日（金）

人とくるまのテクノロジー展 2026
YOKOHAMA AUTOMOTIVE 
ENGINEERING EXPOSITION2026

パシフィコ横浜 （公社）自動車技術会 展示会事務局
TEL：03-5542-0811
https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/yokohama/

 6 月17日（水）～
19日（金）

人とくるまのテクノロジー展 2026
N A G O Y A  A U T O M O T I V E 
ENGINEERING EXPOSITION2026

Aichi Sky Expo
（愛知県国際展示場）

（公社）自動車技術会 展示会事務局
TEL：03-5542-0811
https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/nagoya/#outline

国　　　内



36　工作機械（2026.1） 工作機械（2026.1）　37

会　　期 開催地 名　　　　称 主催者または照会先

 1 月21日（水）～
25日（日）

インド
（バンガロール）

IMTEX FORMING 2026 IMTMA 
Tel：+91-80-6624-6600 
https://www.imtex.in 
info@imtma.in

 2 月 3 日（火）～
 5 日（木）

ドイツ
（ハンブルク）

NORTEC Landesmess Stuttgart GmbH 
Tel：+49-711-18560-0 
https://www.messe-stuttgart.de/nortec/en 
info@messe-stuttgart.de

 2 月 3 日（火）～
 5 日（木）

メキシコ
（モントレー）

EXPO MANUFACTURA 2026 Informa Markets　    
ufactura.com.mx
jorge.ruiz@informa.com

 3 月 2 日（月）～
 6 日（金）

スペイン
（ビルバオ）

BIEMH 2026 Bec Bilbao Exhibition Center 
Tel：+34-94-4040000 
https://www.biemh.com 
bec@bec.eu

 3 月25日（水）～
28日（土）

台湾
（台中市）

TMTS 2026 TMBA 
Tel：+886-4-23507586 
https://www.tmts.tw 
tmba@tmba.org.tw

 4 月13日（月）～
17日（金）

韓国
（ソウル）

SIMTOS 2026 KOMMA 
Tel：+82-2-3453-2721 
https://www.simtos.org 
simtos@simtos.org

 4 月20日（月）～
24日（金）

イギリス
（バーミンガム）

MACH 2026 MTA 
Tel：+44-20-7298-6400 
https://www.machexhibition.com 
mach@mta.org.uk

 4 月21日（火）～
25日（土）

中国
（上海）

CCMT 2026 CMTBA 
Tel：+81-10-63345-696 
https://www.ccmtshow.com 
cmtbagj@cmtba.org.cn

 4 月21日（火）～
24日（金）

オーストリア
（ウィーン）

intertool Messe Wels 
Tel：+43-676-378-2074 
https://www.intertool.at 
intertool@expo-experts.at

 5 月 5 日（火）～
 8 日（金）

ドイツ
（シュトゥットガルト）

GrindingHub 2026 VDW 
Tel：+49-71-1185600 
https://www.grindinghub.de/en/ 
grindinghub@vdw.de

 5 月13日（水）～
16日（土）

タイ
（バンコク）

INTERMACH 2026 
（MTA 2026）

Informa Markets 
Tel：+65-6036-0500 
https://www.intermachshow.com 
viriyada.m@informa.com

海　　　外会　　期 名　　　　　称 会　　場 主　　催 問合せ先

 7 月 1 日（水）～
 3 日（金）

第38回ものづくり ワールド 東京 東京ビッグサイト RX Japan㈱ RX Japan㈱
TEL：03-6739-4106
https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

 7 月 8 日（水）～
10日（金）

西日本製造技術イノベーション
2026

北九州メッセ
（旧西日本総合
展示場新館）

（公財）北九州観光コンベンション協会 （公財）北九州観光コンベンション協会
TEL：093-511-6800
https://innov-w.solution-expo.jp/

 9 月 2 日（水）～
 4 日（金）

JASIS 2026 幕張メッセ （一社）日本分析機器工業会 
（一社）日本科学機器協会

JASIS 事務局
TEL：0120-511-411
https://www.jasis.jp/

 9 月16日（水）～
18日（金）

SENSOR EXPO JAPAN 2026 東京ビッグサイト 産経新聞社 センサエキスポジャパン 事務局
TEL：03-3273-6180
http://www.sensorexpojapan.com/

 9 月16日（水）～
19日（土）

2026国際ウエルディングショー 東京ビッグサイト （一社）日本溶接協会 
産報出版㈱

2026国際ウエルディングショー事務局
TEL：03-3258-6411
https://weldingshow.jp/2026//

10月 7 日（水）～
 9 日（金）

第29回ものづくり ワールド 大阪 インテックス大阪 RX Japan㈱ RX Japan㈱
TEL：03-6739-4106
https://www.manufacturing-world.jp/kansai/ja-jp.html

10月14日（水）～
16日（金）

モノづくりフェア 2026 マリンメッセ福岡 日刊工業新聞社 日刊工業新聞社 西部イベント業務部
TEL：092-271-5715
https://www.nikkanseibu-eve.com/mono/

10月21日（水）～
23日（金）

計測展NEXT 2026 グランキューブ大阪 （一社）日本電気計測器工業会 計測展NEXT 2026 運営事務局
TEL：03-3662-8181
https://mcs-next.jp/

11月18日（水）～
20日（金）

スマートファクトリー Japan 
2026

東京ビッグサイト 日刊工業新聞社 スマートファクトリー Japan 事務局
TEL：03-5644-7221（前回展問合せ先）
https://biz.nikkan.co.jp/eve/smart-factory/

11月18日（水）～
20日（金）

高精度・難加工技術展 2026
（東京）
表面改質展 2026（東京）

東京ビッグサイト 日刊工業新聞社 日刊工業新聞社 第一イベント事務部
TEL：03-5644-7221
https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/

12月 2 日（水）～
 4 日（金）

高精度・難加工技術展 2026
（大阪）
表面改質展 2026（大阪）

インテックス大阪 日刊工業新聞社 日刊工業新聞社 西日本イベント事務部
TEL：06-6946-3384
https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/

12月 2 日（水）～
 4 日（金）

第4回ものづくり ワールド 福岡 マリンメッセ福岡 RX Japan㈱ RX Japan㈱
TEL：03-3349-8506
https://www.manufacturing-world.jp/kyushu/ja-jp.html

2026年 
10月26日（月）～

31日（土）

JIMTOF 2026 東京ビッグサイト （一社）日本工作機械工業会 
㈱東京ビッグサイト

（一社）日本工作機械工業会
TEL：03-3434-3961
https://www.jmtba.or.jp
㈱東京ビッグサイト
TEL：03-5530-1333
https://www.jimtof.org/jp/
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会　　期 開催地 名　　　　称 主催者または照会先

10月 6 日（火）～
 9 日（金）

チェコ
（ブルノ）

MSV BVV Trade Fairs Brno 
Tel：+420-541-152927 
https://www.bvv.cz

10月13日（火）～
15日（木）　

ベトナム
（ハノイ）

MTA Hanoi 2026 informa markets 
Tel：+84-28-3622-2588 
https://www.mtahanoi.com/ 
mtahanoi@informa.com

10月13日（火）～
16日（金）　

イタリア
（ミラノ）

35. BI-MU UCIMU 
Tel：+39-02-262551 
https://www.bimu.it 
ucimu@ucimu.it

11月18日（水）～
21日（土）　

タイ
（バンコク）

METALEX 2026 Reed Tradex 
Tel：+66-2686-7222 
https://www.metalex.co.th 
metalex@rxbitec.com

12月 2 日（水）～
 5 日（土）

インドネシア
（ジャカルタ）

Manufacturing Indonesia 2026
（Machine Tool Indonesia 2026）

PT. Pamerindo Indonesia 
Tel：+62-21-2525-320 
https://www.manufacturingindonesia.com 
faradiba@pamerindo.com

会　　期 開催地 名　　　　称 主催者または照会先

 5 月20日（水）～
23日（土）

中国
（重慶）

CWMTE2026- Chongqing 
Lijia International 
Machine Tool Exhibition

Chongqing Lijia Conference & Exhibition Co., Ltd. 
Tel：+86-23-86376330 
http：//www.cwmte.com.cn 
chinawmte@gmail.com

 5 月20日（水）～
23日（土）

マレーシア
（クアラルンプール）

METALTECH MALAYSIA 2026 Informa Markets Malaysia 
Tel：+603-9771-2688 
https://www.metaltechcom.my 
marketing@metaltech.com.my

 5 月25日（月）～
29日（金）

中国
（北京）

CIMES 2026 China National Machinery Industry Corporation 
Tel：+86-10-82606899 
https://www.cimes.org.cn 
cimes@cimes.org.cn

 5 月26日（火）～
29日（金）

ポーランド
（ポズナン）

ITM Industry Europe ITM Industry Europe 
Tel：+48-61-8692-0000 
https://itm-europe.pl 
itm@grupamtp.pl

 6 月 2 日（火）～
 4 日（木）

メキシコ
（レオン）

EXPOMAQ 2026 EXPOMAQ 
Tel：+52-56-2568-9518 
https://expomaq.org.mx 
marketing@expomaq.org.mx

 6 月10日（水）～
13日（土）

トルコ
（イスタンブール）

WIN EURASIA 2026 Hannover Fairs Turkey Fearcilik A.S. 
Tel：+90-212-334-6900 
https://www.win-eurasia.com 
info@hf-turkey.com

 6 月17日（水）～
20日（土）

タイ
（バンコク）

Manufacturing Expo 2026
（Intermold Thailand 2026）

RXBITTEC 
Tel：+66-2686-7299 
https://www.manufacturing-expo.com 
manufacturing-expo@rxbitec.com

 7 月 1 日（水）～
 4 日（土）

ベトナム
（ホーチミン）

MTA Vietnam 2026 Informa  Markets 
Tel：+84-28-3622-2588 
https://mtavietnam.com 
mtavietnam@informa.com

 7 月15日（水）～
18日（土）

インドネシア
（スラバヤ）

Manufacturing Surabaya 2026 PT Pamerindo Indonesia 
Tel：+62-813-1191-6373
https://www.manufacturingsurabaya.com
faradiba@pamerindo.com

 9 月14日（月）～
19日（土）

アメリカ
（シカゴ）

IMTS 2026 AMT 
Tel：+1-703-827-5215 
https://www.imts.com 
info@imts.com

 9 月15日（火）～
19日（土）

ドイツ
（シュトゥットガルト）

AMB 2026 Landesmesse Stuttgart GmbH 
Tel：+49-711-18560-0 
https://www.messe-stuttgart.de/amb/en/contact 
info@messe-stuttgart.de

 9 月28日（月）～
10月 3 日（土）

トルコ
（イスタンブール）

MAKTEK Eurasia Tuyap Fair Concention and Congress Center 
Tel：+90-212-8671100 
https://maktekeurasia.com 
info@maktekfuari.com
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当社は、1975年（昭和50年）５月に名古屋
総業株式会社として創業し、2003年（平成15
年）５月、津島に新拠点を移し、『株式会社
そうぎょう』 と社名変更も致しました。社名
は全国市場を視野に入れて“名古屋”を取り
去り、“総業”を平仮名で表記。当時、平仮
表記の社名は珍しく、以前から「そうぎょう
さん」と呼ぶ取引先も多かったため、対外的
に違和感を与えることはなく、「やわらかい
印象になった」と好評価を頂きました。

そして、この2025年に創業50周年を迎え
ることができました。

これを機に『株式会社そうぎょう50周年記
念誌』（写真１）を制作致しました。当社の
これまでの歩みについて少し覗いてみます。

先ずは当社の社是より・・・
当社が大切にしていることは、「困った時

はそうぎょうに相談すれば解決する」と、

株式会社 そうぎょう

地球環境に配慮し、
地域社会に貢献する企業を目指して

お客様から揺るぎない信頼を得ることです。
そのためにもっとも重要となるのが“人間
力”だと確信しています。 “一人の人間と
してお客様から愛されよう”という想いを
込めて、「ファンを創る」という社是を掲げ
ました。さらに基本理念の「日々改新」と、
行動指針となる「３つのSOU（創・早・爽）」
を策定しました。「創」は常に創造力を働か
せる、「早」はどんなことにも素早く対応す
る、「爽」はいつも明るく気持ちよく接する、
という意味です。

それらは知識や技術ではなく人としての
資質や魅力、つまり人間力です。当社は、
まず従業員一人ひとりの個性や人生を尊重
し、人間力を高めていける会社であり続け
たいと思います。

次に当社の『地球規模の環境と循環型社
会の実現を目指す』各種環境ハードウェア

本社社屋 写真１　そうぎょう50周年記念誌 写真２　マッハセパレーター 写真４　エコロアース

写真３　オイルスキマー

をご紹介致します。

環境ハードウェアを開発・販売

昭和40年代後半から50年代にかけて、二度
にわたり日本の経済成長にブレーキをかけた
オイルショック。この出来事をきっかけに、
新たな事業が誕生しました。それが環境関連
機器（環境ハードウェア）の開発・販売で現
在のエコエネ部のルーツであります。

社会的に石油資源の有効活用という機運
が高まり、金属加工で使用する切削油を切
削屑から遠心脱油して再利用する『マッハ
セパレーター』（写真２）を開発。1980年（昭
和55年）、全国に向けて販売を開始し、1984
年（昭和59年）には切削屑をマッハセパレー
ターへ自動搬送する『CBコンベヤー』もリ
リースしました。

さらに、1985年（昭和60年）、工場の洗浄
槽やクーラント装置、排水槽などの浮上油
を回収する『オイルスキマー』（写真３）を
開発・販売。1989年（平成１年）に小型切
削屑切断機『チップカッター』を、1992年

（平成４年）に自動供給装置付集中脱油シス

テム『エコロアース』（写真４）を開発して
販売を開始。環境保全や資源の再利用など、
金属加工メーカーが抱える問題解決に向け
て、オリジナルの環境ハードウェアを充実
させていきました。

ここでは、近年の環境改善活動への取り
組みとその受賞歴をご紹介させて頂きます。
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2024年環境ハードウェアが２つの賞を受賞

（写真５）

愛知県は、2005年（平成17年）の「愛知万
博（愛・地球博）」の開催に合わせて、循環
型社会や脱炭素社会の実現を促進する「愛知
環境賞」を創設し、積極的に取り組む企業
や団体を表彰してきました。20回目を数える

「2024愛知環境賞」において、当社は「排出
される金属切屑の量や大きさに応じてカスタ
マイズできる独自の高精度脱油システム」（製
品名：エコロアース）による功績が認められ、
優秀賞を受賞しました。金属切削工程で発生
する切削屑から切削油を分離し、リユース資
源として活用を可能とした高精度脱油システ
ムの開発が、サーキュラーエコノミーへの転
換による循環型社会の形成に、大きく貢献す
るものと評価されました。

さらに、エコロアースは「第50回 令和６
年度 資源循環技術・システム表彰」におい
ても会長賞を受賞。同表彰制度は、一般社
団法人産業環境管理協会が経済産業省の後
援を受けて主催しており、Reduce（リデュー
ス）、Reuse（リユース）、Recycle（リサイクル）
などの資源循環のさらなる普及や、循環経

済への移行に寄与する技術、製品、ビジネ
スモデルを奨励し、持続可能な循環型社会
の実現を推進することを目的としています。

更に昨今の業界トレンドでもある省力化/
省人化に向けた新商品の開発にて、賃金高
騰や労働力不足への対処、人件費などのコ
スト削減、自動化による作業時間短縮など
の生産性向上、人材不足の解消や事故リス
クの抑制を実現します。

最後に・・・
当社は、1980年（昭和55年）に初めて金属

切削油の分離・回収装置を開発・販売して以
来、40年以上にわたり省資源、廃棄物発生の
抑制、環境負荷の削減に向けた製品開発に
チャレンジし、着実に成果を上げてきました。

「愛知環境賞」と「資源循環技術・システム
表彰」での受賞を励みに、エコロアースをよ
り多くの金属加工メーカーへ提案していくと
ともに、お客様の潜在ニーズや社会の流れを
つかんで環境ハードウェアの開発に取り組
み、循環型社会の形成に貢献していきます。

1975年（昭和50年）に誕生してから50年。
つねに「お客様満足のために自分たちに何
ができるか」を考え、チャレンジを繰り返
してきました。売上高は３億円弱から50億
円超へと成長しました。これからは従業員
やその家族の幸せと、地域社会の発展にも

「そうぎょうに何ができるか、何をすべきか」
という想いを注ぎ、次の50年に向かって歩
き続けていきます。

皆様のお役に立てるよう、より一層精進
して参ります。今後ともどうぞよろしくお
願い申し上げます。写真５
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近年、深層学習（ディープラーニング）
を中心に、AI（Artificial Intelligence；人工
知能）関連の技術がめざましい発展をみせ
ており、AI関連の特許出願も技術分野をま
たがって増加しています。また、AI研究者
がノーベル物理学賞及び化学賞を受賞する
など、AIが人類の発展に与える影響への注
目も集まっています。特に、2022年以降は、
生成AIに関する技術やサービスが急速に発
展しており、企業・教育・医療・行政など
多様な分野で生成AIの導入が進み、社会に
大きな変革を与えています。今後もAI関連
の技術開発や特許出願が多数見込まれると
ころ、国内外におけるAI関連の出願の現況
を明らかにするための調査を実施し、2019
年７月より調査結果を報告しています。

特許のお知らせ
特許庁

AI関連発明の出願状況調査

このたび、2023年までの出願データをも
とに調査結果を更新しましたので以下のと
おり報告いたします。
・ 調査結果概要（PDF：1,065KB）（https://

www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/
sesaku/ai/document/ai_shutsugan_
chosa/gaiyo.pdf）

・ 報告書本体（PDF：2,367KB）（https://www.
jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/
document/ai_shutsugan_chosa/hokoku.
pdf）

報告書のサマリ（詳細は報告書本体を参照

してください）

AI技術そのものに特徴がある発明（AIコ
ア発明（※））に加え、AIを各技術分野に適

図１　AI関連発明の国内出願件数の推移
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・ 図３（深層学習技術に言及するAI関連発
明の出願件数の推移）をみると、「CNNに
言及するAI関連発明」及び「RNNまたは
LSTMに言及するAI関連発明」の特許出願
件数は、2021年にかけて増加しましたが、

その後は減少に転じています。
・ 「トランスフォーマに言及するAI関連発明」

の特許出願件数は増加し続けています。
・ 図４（AIコア発明の各国・地域への特許

出願件数の推移）をみると、2014年の「AI

図３　深層学習技術に言及するAI関連発明の出願件数の推移
※「トランスフォーマ」は2017年に論文発表された技術であるため、2017年以前の出願件数データはノイズの可能性が高い。

図４　AIコア発明の各国・地域への特許出願件数の推移
（各国2014年と2023年の出願件数を表記）

用したAI適用発明を「AI関連発明」と定義
し、本調査の対象としました。
※ AIコア発明：FIとして、G06N（「特定の

計算モデルに基づく計算装置」。ただし、
G06N10（量子コンピューティング）を除
いています。）が付与されている特許出願。

・ 図１（AI関連発明の国内出願件数の推移）
をみると、AI関連発明の特許出願件数は
顕著に増加していることが分かります。
AI関連発明の出願件数（棒グラフ：ピンク）
は2014年以降急激に増加し、2023年の特許
出願件数は約11,400件でした。

・ AIコア発明の特許出願件数（棒グラフ：
黄色）も同様に増加していましたが、近年
は横ばいで、2023年の出願件数は約2,400
件でした。

・ 図２（AI関連発明の主分類（※）内訳の推移）
をみると、2014年から2022年には、AI関
連発明の特許出願件数は増加傾向にありま
した。特に、AIコア技術（G06N）や画像
処理・画像認識（G06T・G06V）といった
主分類が付与された出願が顕著に増加傾向
にあり、AI技術の適用先が拡大している
ことがうかがえます。

・ 2022年から2023年には、ビジネスに適合し
た情報通信技術（G06Q）が付与された特
許出願件数の増加が顕著に見られました。
この傾向は、生成AIに関連する技術やサー
ビスの急速な発展に起因すると考えられま
す。

※ 主分類とは、その発明を最も適切に表現
する特許分類を指します。

図２　AI関連発明の主分類内訳の推移
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数収支図）をみると、2014年から2023年の
AIコア発明の出願件数について、日本へ
の特許出願の出願人国籍は、日本籍が最も
多く、次いで米国籍、中国籍でした。

・ 中国への特許出願の91.3％は中国籍出願人
による出願となっています。

AI関連発明に関する参考情報

・ WIPO Technology Trends - Artificial 
Intelligence（外部サイトへリンク）（https://
www.wipo.int/tech_trends/en/artificial_
intelligence/）

・ AI関連技術に関する特許審査事例について
（https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/
guideline/patent/ai_jirei.html）

・ ビジネス関連発明の最近の動向について
（https://www.jpo.go.jp/system/patent/
gaiyo/sesaku/biz_pat.html）

・ English Page（2024）（The English Page
（v2025）is currently being updated.）
（https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/
gaiyo/ai/ai_shutsugan_chosa.html）

［更新日　2025年10月31日］

お問い合わせ

特許庁 審査第四部 審査調査室
電話：03（3581）1101 内線3507

（＊）『AI関連発明の出願状況調査』(https://www.
jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/ai/ai_
shutsugan_chosa.html）を加工して作成

図５　日米欧中韓のAIコア発明の出願件数収支図（出願年：2014年-2023年）

コア発明」の中国への出願件数（1,226件）
は、米国への出願件数（2,733件）の半分
以下にとどまっていました。

・ その後、中国への出願件数は急速に増加し、

2023年には中国への出願件数（101,459件）
は米国への出願件数（19,336件）の５倍以
上となりました。

・ 図５（日米欧中韓のAIコア発明の出願件



48　工作機械（2026.1） 工作機械（2026.1）　49

コラム：実務家のひとこと

（令和８年度からの「扶養親族等の数」の算定について）

令和７年度税制改正において、特定親族特別控除が創設されたことにより、令和８年以降に源泉
徴収税額を計算する際の扶養親族等の対象範囲が広がります。

特定親族とは、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、合計所得金額が一定金額以下
の控除対象扶養親族に該当しない者と定義されますが、その特定親族のうち、年間の所得の見積額
が100万円以下の人が扶養親族等に含まれることとなります。

加えて、令和７年度税制改正に伴い、源泉徴収税額表も見直されています。令和８年分は「令和
８年分 源泉徴収税額表」を用いて、給与の源泉徴収税額の計算を行っていただければと存じます。

税務あれこれ

朝日税理士法人

令和８年度税制改正大綱

１．概　　要

令和７年12月19日に令和８年度の与党税制
改正大綱が公表されました。今回の大綱は、

「物価高への対応」「「強い経済」の実現に向
けた対応」等を基本的な考え方として、各種

税制上の措置が講じられることとなります。
今回は、令和８年度税制改正について、主

な改正内容を概説します。

２．実務上の留意点

今回の改正について、法人税においては、
大胆な設備投資や研究開発に対する税制の創
設や見直しがなされる一方で、賃上げ促進税
制の廃止、縮小がなされることとなります。
特に賃上げ促進税制は要件が厳しくなるた
め、前期に続いて適用を検討される際はご注

意ください。
また所得税については、昨年に続き基礎控

除額等が変更となるため、今後の年末調整に
ついて控除額や使用する書式の変更点にご留
意ください。

【法人税関係】
内　容項　目 適用時期等

少額減価償却資産
の取得価額の損金
算入の特例の拡充

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象
となる減価償却資産の取得価額を40万円未満（現行：30万円未満）に引き上げら
れます。

大綱に明記無し

特定生産性向上設
備等投資促進税制
の創設

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人が、生産等設備を
構成する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウェア
（一定規模以上のもの）で、特定生産性向上設備等（仮称）に該当するものを取得・
事業供用した場合、即時償却と取得価額の７％（建物、建物附属設備及び構築物
は４％）の税額控除との選択適用ができることになります。

産業競争力強化法の改正法の
施行日から令和11年３月末まで
に経済産業大臣の確認を受け
た資産について適用

研究開発税制の
見直し

産業技術力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で一定時期に重
点研究開発計画（仮称）につき同法の認定を受けたものの各事業年度において重
点産業技術試験研究費の額がある場合には、その研究費の額の40％（特別重点
産業技術試験研究費の場合は50％）の税額控除ができることになります。

産業技術力強化法の改正法の
施行日から令和11年３月末まで
に認定を受けた法人の各事業
年度について適用

賃上げ税制の廃止・
課税の強化

①全法人向けの措置は令和８年３月31日をもって廃止されます。
②中堅企業向け（従業員数が2,000人以下である法人向け）の措置は、令和９年３
月31日をもって廃止され、次の見直しが行われます。
・原則の税額控除率（10％）が適用できる場合が、継続雇用者給与等支給額の
継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が４％以上（現行：３％以上）
の場合になります。
・継続雇用者等給与支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割
合が４％以上である場合に税額控除率に15％を加算する措置が、その増加割
合が５％以上である場合に税額控除率に５％加算され、その増加割合が６％以
上である場合は、15％が加算される措置とされます。
・教育訓練費に係る上乗措置は廃止されます。
③中小企業向けの措置における教育訓練費に係る上乗措置は、廃止されます。

①令和８年３月31日をもって廃
止

②令和８年４月１日から令和９年
３月31日までの間に開始する
事業年度に適用

③令和９年３月31日をもって廃
止

【所得税関係】
内　容項　目 適用時期等

年収の壁の178万円
への引上げ

所得税の負担開始水準が現行の160万円から下記①～④の合計の178万円に引
き上げられます。（①と②は消費者物価指数の上昇率６％を考慮）
①合計所得金額が2,350万円以下の個人の基礎控除額が58万円から４万円引き
上げられ、62万円になります。

②給与所得控除の最低保障額が65万円から４万円引き上げられ、69万円になりま
す。
③基礎控除額が加算される特例が５万円引き上げられ、最大42万円になります。
（合計所得金額が132万円以下の場合、37→42万円と５万円引上げ）
④給与所得控除の最低保障額の特例が新設され、５万円追加となります。

①②③
令和８年分以後の所得税に
ついて適用

④
令和８年・９年の所得税につ
いて適用

NISAの拡充

NISAの口座開設可能年齢の下限が撤廃され、18歳未満でも口座が開設できるよ
うになります。

令和９年分以後の所得税か
ら適用

対象年齢

年間投資枠

非課税保有
限度額

投資対象

払出し

つみたて投資枠 成長投資枠

０～17歳 18歳以上

60万円 120万円 240万円

600万円

制限なし

積立・分散投資に適した一定の
公募等株式投資信託

上場株式・公募等
株式投資信託等

一定の要件の下、12
歳以降払出しが可能

自動的に
移行

1,800万円

1,200万円

【消費税関係】
内　容項　目 適用時期等

インボイス制度に
係る経過措置の
見直し

①インボイス発行事業者となった一定の小規模事業者が、納税額を売上税額の２割
とする特例が３割に改正の上、２年間延長されます。
②免税事業者からの課税仕入に係る税額控除の経過措置について、控除可能割
合が令和８年10月から70％、令和10年10月から50％、令和12年10月から30％
とされます。

①令和10年９月30日までの日の
属する各課税期間まで延長

②令和13年９月30日まで延長



50　工作機械（2026.1） 工作機械（2026.1）　51

海  外  情  報
─JETROビジネス短信より─

欧州13産業団体、EUに2040
年目標の早期採択を要請、
気候変動と競争力強化策は
両立可能と訴え
（EU）
（2025年11月５日）

●ブリュッセル発

欧州工作機械工業連盟（CECIMO）や欧
州風力協会（ウインド・ヨーロッパ）など、
機械、電気・電子およびエネルギー関連の13
の産業団体は10月30日、EUの温室効果ガス

（GHG）排出削減に関する2040年目標案を支
持し、早期採択を求める共同声明を発表した。

13団体は、GHG排出量を2040年までに
1990年比で90％削減するという野心的な目
標設定は、2050年の気候中立の実現に向け
た予見可能な長期的な規制枠組みの土台とな
り、関連投資の呼び込みや産業競争力強化、
化石燃料の輸入依存の低減に資するとした。
さらに、EUが気候変動対策の国際的な取り
組みを主導する立場を維持することが可能に
なると述べた。2025年11月10日から開催され
る国連気候変動枠組み条約第30回締約国会
議（COP30）の前に採択することが重要と
主張した。

しかし、2040年目標は、競争力低下への懸
念などから、EU加盟国間の合意は先送りさ

れている。13団体も2040年までの90％削減は
経済的にも容易ではないと認めつつ、エネル
ギー価格の引き下げやEU域内生産の維持策
を早急に講じ、EUの産業競争力を強化する
ことで達成は可能であると述べた。「域内産
業の強化なくして、クリーンへの移行は不可
能」と訴え、EUに対し規制の簡素化に優先
的に取り組むよう要請した。

声明では、気候中立目標については、「気
候変動対策」か「競争力強化」の二者択一を
迫る議論となることが多いと指摘。しかし、
EUは両方に同時に取り組むことで、GHG排
出削減と域内のクリーン産業振興の両立を実
現できると述べた。

（滝澤祥子）

台湾で米関税政策の影響は
金属・機械工業、
地域は中部が最も深刻
（台湾、米国）
（2025年11月18日）

●調査部中国北アジア課

台湾労働部がこのほど発表した10月末の
労使間協議による労働時間減少実施人数（い
わゆる無給休暇）は8,331人となり、米国の
追加関税が発表された直後の2025年４月末

図　無給休暇実施の企業数および人数の推移

時点の2,266人から6,065人増加した（図参照）。
無給休暇は、受注や生産減少などの状況下、
従業員の解雇を避けるため労使が協議し、無
給で労働時間を減らす際に使われる。

米国は台湾に対する相互関税率を４月２
日に32％と発表し、その後の交渉を経て、７
月31日にドナルド・トランプ米大統領が署名
した大統領令では、同税率を20％〔＋最恵
国待遇（MFN）関税率の累加〕に引き下げ
た。台湾当局は同税率のさらなる引き下げと
MFN税率との重複課税を行わないかたちを
目指して交渉を継続中と説明しているが、同
税率による相互関税の課税は、米国東部時間
８月７日午前０時１分から適用されている。
台湾の主要輸出品目の半導体や電子部品は相
互関税の対象外とされているが（注１）、こ
れら品目以外の従来型製造業では、相互関税

による影響が表れ始めている。また、1962
年通商拡大法232条に基づく個別品目に対す
る調査結果（注２）次第で、半導体・同関連
製品に対する追加税率が課される可能性もあ
る。

台湾当局が行った従来型製造業に対する
米国関税政策の影響分析結果によると、影
響があるとされるのは、機械（１万6,000社、
約30万人）、自動車部品（1,741社、約７万3,000
人）、自転車（993社、約３万7,828人）、ねじ

（2,011社、約３万9,000人）、金物（314社、約
１万5,000人）、手工具（2,509社、約５万人）、
プラスチック製品（企業数非公表、約15万
5,700人）、紡績（企業数非公表、13万2,300人）
など。企業数と就業人口が最も多いのは機械
産業、うち工作機械は企業数1,666社、就労
人数約３万4,000人に上るとされた。

（人） （社）
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0

（注）各月末時点の実施人数。
（出所）労働部労働統計
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業種別の無給休暇の実施人数を見ると、最
も多いのは金属・機械工業の6,019人で、全
体の72.2％を占める（表１参照）。地域別で
は中部の台中市が2,493人（シェア29.9％）と
最多だった（表２参照、注３）。台中市には
工作機械を含む機械が集積しており、影響が
顕著となっている。台中市労働局によると、
10月末までの同市の無給休暇の実施企業数は
131社、2,493人、このうち関税と為替の影響
を理由とした企業が125社、2,434人を占めた

（「中国時報」11月13日）。

従来型製造業への影響が広がる中、台湾全
体の2025年１～ 10月の輸出額は半導体、人
工知能（AI）サーバーなどのハイテク製品
が牽引し、前年同期比31.8％増の5,145億ドル
と高い伸びをみせている。台湾経済はマクロ
的には好調を維持しているものの、域内では
ハイテク産業とその他産業との間で格差が鮮
明になっている。

業種 人数

合計 8,331

農、林、漁、牧畜業 －

鉱業・土石採掘業 －

製造業 7,849

　金属・機械工業 6,019

　電子機器工業 511

　化学工業 711

　民生（生活関連）工業 608

電力・ガス供給業 －

水道および汚水処理業 －

建設業 －

卸・小売業 338

運輸・倉庫業 3

ホテル・レストラン業 33

出版、情報サービス業 14

金融・保険業 －

不動産業 －

専門、科学技術サービス業 53

支援サービス業 41

公共行政、社会安全 －

教育業 －

医療保健・社会活動サービス業 －

芸術、娯楽・レクリエーションサービス業 －

その他サービス業 －

（注）各月末時点の実施人数。
（出所）労働部労働統計

地域 人数

合計 8,331

新北市 612

台北市 112

桃園市 951

台中市 2,493

台南市 1,577

高雄市 272

宜蘭県 7

新竹県 79

苗栗県 124

彰化県 1,255

南投県 277

雲林県 －

嘉義県 120

屏東県 39

臺東県 －

花蓮県 11

澎湖県 －

基隆市 9

新竹市 51

嘉義市 11

金門県 －

連江県 －

科技産業パーク 216

サイエンスパーク 115

　新竹サイエンスパーク 4

　中部サイエンスパーク 111

　南部サイエンスパーク －

（注）各月末時点の実施人数。
（出所）労働部労働統計

表１　2025年10月末時点の産業別の無給休暇人数
（単位：人）

表２　2025年10月末時点の各地域の無給休暇実施人数
（単位：人）

注１：�大統領令（2052年４月２日）の付属書
２に列挙されている医薬品、半導体、
重要鉱物、エネルギーおよび関連製品
などは、11月17日時点で相互関税の対
象外とされている。また、４月５日に
遡及（そきゅう）してスマホなどを対
象外に追加、大統領令（９月８日）で
付属書２を一部修正。

注２：�米国商務省産業安全保障局（BIS）は
2025年４月16日公示の官報（半導体／
医薬品）で、232条に基づき、両品目
の輸入が米国の国家安全保障に及ぼす
影響を判断するための調査を開始した
と発表した。

注３：�同市内の科学技術産業パークおよびサ
イエンスパークにおける実施人数は内
数に含まず。

（江田真由美）

トランプ政権の対中政策
緊張と緩和が繰り返される
米中関係
（2025年12月９日）

ドナルド・トランプ米国大統領の政権２期

目での対中政策は、基本的には強硬な姿勢を

堅持しつつも、経済情勢やいわゆる「ディー

ル」に応じて時に柔軟な姿勢もみせるなど、

硬軟織り交ぜている。例えば、トランプ政権

の目玉政策の１つである追加関税は、中国に

対しては一時100％を超え、輸出管理は、そ

の対象範囲を拡大する新規則の導入などによ

り強化した。だが、2025年10月30日の米中

首脳会談を経て、追加関税率の引き下げや輸

出管理の適用停止などで合意した。一時緊張

が高まった両国関係は、現在、表面上は落ち

着きを取り戻している。ただし、希土類（レ

アアース）の中国依存が解消されておらず、

将来の火種はくすぶり続ける。さらに、首脳

会談での合意内容の認識に両国間で隔たりが

ある上、トランプ氏は必ずしも「対中タカ派」

ではないとも指摘されている。こうした状況

から、トランプ政権下の米中関係は、今後も

緊張と緩和を繰り返すと予測される。

〈変遷するトランプ政権による対中措置〉

トランプ政権２期目の初めての追加関税
は、合成麻薬フェンタニルの流入阻止を目的
とした対中追加関税だった。トランプ氏は
2025年２月１日、同目的の下、国際緊急経
済権限法（IEEPA）に基づき、中国、メキ
シコ、カナダに対して２月４日から10％の追
加関税を課すと発表した。メキシコとカナダ
に対しては、追加関税賦課時期を延期したも
のの、中国に対しては予定通り追加関税を課
した。その後３月になると、フェンタニルの
流入危機が沈静化していないことなどを理由
に、中国に対する追加関税率を20％へと引き
上げた。

米中両国の追加関税率が大きく動いたの
は、トランプ氏が４月に発表した相互関税
だった。トランプ氏は世界全体に対して追加
関税を課す相互関税を発表し、中国に対する
相互関税率を34％に設定した。これに反発し
た中国は即日、米国に対する対抗措置を決定
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し、米国が中国に課している相互関税率と同
じ34％の制裁関税を発動した。これを受け
トランプ氏は、相互関税率の引き上げを決定
した。すると、中国も同様に制裁関税を引き
上げた。わずか数日のうちに両国は複数回、
関税率を引き上げ、最終的に相互関税率は
125％にまで上昇した。ただし、100％を超え
る高い関税率は長くもたず、５月には米中双
方の追加関税率の引き下げで合意した。その
後、両国は閣僚を中心に、通商協議を続ける
ことになる。

輸出管理の面では、トランプ政権は３月、
輸出管理規則（EAR）上のエンティティー・
リスト（EL、注１）に、中国を含む複数の
国の80の事業体を追加した。中国に関して
は、軍事転用できる高性能のコンピューティ
ング能力や量子技術の取得の制限、極超音速
兵器の開発阻止を理由とした。４月になると、
トランプ政権が米半導体大手エヌビディアの
人工知能（AI）向け半導体「H20」や、アド
バンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）
の半導体�「MI308」を輸出管理対象に加えた、
と報道された（注２）。バイデン前政権は、
先端半導体に対する輸出管理を複数回にわ
たって強化したため、H20は報道時点で、中
国に輸出可能なAI向け半導体の中で最も優
れたモデルだといわれている。

その一方で、トランプ政権は５月に、バイ
デン前政権下で制定されたAI向け半導体の
輸出管理を強化する、いわゆる「AI拡散規
則（AI�Diffusion�Rule）」を撤回した（注３）。
AI拡散規則についてトランプ政権は、米国
のイノベーションを阻害し、企業に過度の規

制負担を課すものだと批判した。実際、AI
拡散規則に対しては産業界から、「業界の有
意義な意見を一切聞かずに、これほど大規模
かつ影響力のある政策転換が急きょ決定され
たことに、われわれは深く失望している」（米
国半導体工業会：SIA）、「米国の競争力やグ
ローバルな同盟関係への影響をほとんど考慮
していない」（情報技術産業協議会：ITI）と
いった声明が出されていた。さらに８月にな
ると、トランプ政権は、エヌビディアおよび
AMDと、中国への半導体輸出について、販
売収益の15％を米政府に納付することを条
件に、ライセンスを発給することで合意した。

だが９月には、ELなどに掲載される事業
体が50％以上所有する事業体も輸出管理の
対象とする「関連事業体ルール」を発表した。
通商に詳しい法律事務所は、ELなどへの事
業体の掲載数は現在3,000程度だが、関連事
業体ルールによって輸出規制の対象となる事
業体は数万単位に増加する可能性が高い、と
指摘している。ELへの中国の事業体の掲載
数は多く（注４）、関連事業体ルールの施行は、
実質的に対中輸出管理強化にもなっている。

そのほかトランプ政権は、1974年通商法
301条に基づき、中国企業が所有・運航する
船舶、中国で建造された船舶、米国外で建造
された自動車運搬船などの入港料金の徴収
や、トランプ政権１期目の2020年に合意され
たいわゆる「第１段階の米中経済・貿易協定」
の中国の履行状況の調査も開始している。ま
た2026年１月には、バイデン前政権下で決定
した対中301条関税率の引き上げが、リチウ
ムイオン電池や天然黒鉛（グラファイト）な

どに対して行われる（表１参照）。

〈新型コロナ禍の水準まで低下した米国の対

中輸入額〉

このように、米国の対中政策の不確実性が
増す中、米国の対中輸入額は2025年に入り大
きく減少した。１月こそ416億ドルと前年同
月の358億ドルを上回ったが、２月以降は前
年同月を下回る水準で推移し、６月には189
億ドルまで縮小した（図参照）。米国の対中
輸入額が月別で200億ドルを下回ったのは新

型コロナウイルス禍の2020年３月以来で、さ
らにそれ以前では、世界金融危機から間もな
い2009年２月にまでさかのぼる。

１～７月までの米国の対中輸入額を2024
年と2025年で比較すると（注５）、同期間中
の上位10品目全てで輸入額が減少した。特
に、輸入額が大きいノートパソコン（PC）
やスマートフォンで大きく減少した。2024年
の同期間中、輸入額が最大だったノートPC
は前年同期比で57.8％減、次に大きいスマー
トフォンは35.3％減となった（表２参照）。

日付 内容

2025年2月4日 不法移民や合成麻薬フェンタニルの流入阻止を目的に、IEEPAに基づき、中国原産品へ10％の追加関税賦課

3月4日 IEEPAフェンタニル関税率を20％に引き上げ

3月26日 輸出管理規則（EAR）上のエンティティー・リスト（EL）に、中国、イランなどの80の事業体を追加

4月2日 相互関税を発表。中国に対する相互関税率は34％に設定

4月9日 中国に対する相互関税率の125％への引き上げを発表

4月15日 商務省がエヌビディアのAI向け半導体「H20」、AMDの半導体「MI308」を輸出管理対象に加えたと報道

5月12日 経済と貿易に関する共同声明発表（ジュネーブ合意）。相互関税率を引き下げ、ベースライン関税と同じ10％に

5月13日 バイデン前政権下で制定されたAI向け半導体への輸出管理を強化する「AI拡散規則（AI Diffusion Rule）」の撤回を発表

5月28日 商務省が中国に対する航空機部品および半導体技術の輸出許可を一時停止したと報道

5月末 米国の石油ガス輸送大手エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズとエナジー・トランスファーに、石油化学原料のエタンとブ
タンの対中輸出に、ライセンス取得を要求すると通知したと報道。その後、輸出管理は解除との報道も

6月5日 米中首脳による電話会談。中国のレアアース輸出管理などを協議

6月9日 米中閣僚によるロンドンでの通商協議。中国人留学生のビザ審査緩和の意向などを発表

8月8日 トランプ政権が、エヌビディアとAMDに対し輸出ライセンスの発給を開始。両社は、輸出ライセンス取得条件として販売収益
の15％の米政府への納付で合意

9月29日 ELなどに掲載される事業体が50％以上所有する事業体も輸出管理の対象とする「関連事業体ルール」を発表

10月14日 301条に基づき、中国企業が所有・運航する船舶、中国で建造された船舶、米国外で建造された自動車運搬船などへの入港
料金徴収を開始

10月24日 301条に基づく第1段階の米中経済・貿易協定の中国の履行状況の調査を発表

10月30日 米中首脳会談。IEEPAフェンタニル関税の引き下げなどで合意

11月4日 中国に対する34％の相互関税を2026年11月10日まで停止（ただし、ベースライン関税10％は適用）。IEEPAフェンタニル
関税率の20％から10％への削減を発表

11月9日 301条に基づく入港手数料の徴収などの2026年11月9日までの停止を発表

11月10日 「関連事業体ルール」の2026年11月9日までの停止を発表

11月26日 301条関税の適用除外期限を2026年11月10日まで延長

2026年1月1日 バイデン前政権下での決定に基づき、EV用以外のリチウムイオン電池、天然黒鉛・永久磁石、フェースマスク、医療用手袋へ
の301条関税率を引き上げ予定

出所 ： 米国政府発表、メディア報道などから作成

表１　トランプ政権２期目の米中関係（米国による主要な対中通商措置）
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これらはいずれも、例外的に相互関税の対象
外品目として指定されているが、米国は中
国原産品に対して、IEEPAフェンタニル関
税や301条に基づく追加関税を課しており、
ノートPCやスマートフォンはこれら追加関
税の対象となっている。さらに中国原産品は、

1962年通商拡大法232条に基づく産業別の追
加関税の対象にもなっている。これらの追加
関税率は基本的に累積されるため、中国原産
品に対しては、他国と比して高い追加関税率
が課されている。

図　米国の対中輸入額（月別）

出所 ： 米国際貿易委員会（USITC）から作成

HTSコード 品目 2024年 2025年 前年同期比

847130 ノートPC 18,772 7,917 △57.8

851713 スマートフォン 18,439 11,925 △35.3

850760 リチウムイオン電池 7,782 7,595 △2.4

950300 三輪車など 6,025 4,982 △17.3

851762 スイッチング・ルーティング機器 4,435 3,400 △23.3

847330 パソコン用部品 3,740 3,577 △4.4

300490 医薬品 3,162 2,487 △21.3

852852 モニター 2,800 2,148 △23.3

392690 プラスチック 2,273 2,102 △7.5

392410 プラスチック製食器など 2,013 1,646 △18.2

注 ： デミニミス・ルール適用品目（HTSコード : 999995）を除く。
出所 ： 米国際貿易委員会（USITC）から作成

表２　米国の対中輸入額（1～7月）（単位：100万ドル）（△はマイナス値）
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〈1年間待たず、緊張が再度高まる見込みの

米中関係〉

米国の対中輸入額の減少が続く中、米中関
係は10月から11月にかけて１つの節目を迎
えた。トランプ氏と習近平国家主席は10月30
日、韓国で首脳会談を行い、追加関税率の修
正や輸出管理措置の緩和などで合意した。中
国は、レアアースなどに対する輸出管理の緩
和、フェンタニルに対する規制強化などのほ
か、米国の最大の対中輸出品目である大豆の
輸入再開を約束した（注6）。一方で米国は、
対中IEEPAフェンタニル関税の半減、中国
に対する相互関税率の維持（2026年11月10日
まで10％）、EAR上の関連事業体ルールおよ
び中国船の入港に対する手数料徴収の１年間
の停止、などで合意した。米国はこれら合意
事項を着実に履行しており、現在、米中の通

商関係は、少なくとも表面上は落ち着きを取
り戻している（表３参照）。

だが、米中関係は、各種通商措置の１年間
の停止期限を待たず、再度不安定化するとみ
られている（注７）。合意内容の認識に、米
中間で差異があるとみられるためだ。とりわ
け、中国のレアアースの輸出管理措置に対す
る認識の齟齬（そご）が指摘されている。米
中合意に関する米国のファクトシートでは、
中国がレアアース、ガリウム、ゲルマニウム、
アンチモン、黒鉛に対する一般（包括）輸
出許可の発行で合意したことから、「2023年
以降に中国が課した輸出管理は事実上撤廃し
た」と評価している。これに対し、11月９日
に中国が発表した措置は、2024年12月の「軍
民両用品目に関係するガリウムやゲルマニウ
ム、アンチモン、超硬質材料への対米輸出の

国名 合意内容

中国 10月9日に発表した全世界向けのレアアースに関する輸出管理と関連措置の停止

レアアース、ガリウム、ゲルマニウム、アンチモン、黒鉛（グラファイト）に対する一般（包括）輸出許可の発行

米国への合成麻薬フェンタニルの流入を阻止するための措置の履行。具体的には、北米向け特定指定化学物質の出荷停
止、その他の特定化学物質の全世界向け輸出の厳格な管理

2025年3月4日以降に発表した全ての報復関税を停止

2025年3月4日以降に米国に対して実施した全ての報復的非関税措置の停止または撤廃。これには、米国企業を中国のエ
ンドユーザーリストや、信頼できないELに掲載した措置も含まれる

米国産大豆を11～12月に少なくとも1,200万トン購入し、2026～2028年の各年に少なくとも2,500万トンを購入。米国産
ソルガムや広葉樹原木の購入再開

オランダ系半導体メーカー、ネクスペリアの中国国内施設からの出荷再開

301条に基づく米国の中国船の入港に対する手数料徴収に対する報復措置の撤廃、海運事業者に対する制裁の解除

米国からの輸入品に対する関税除外措置の2026年12月31日までの延長

半導体サプライチェーンに関する米国企業を対象とした各種調査〔反差別調査やアンチダンピング（AD）調査を含む〕の終了

米国 フェンタニルの流入抑制を目的とする中国への追加関税10％分を11月10日から撤廃。中国に対する相互関税率を2026年
11月10日まで10％に維持

11月29日に期限が切れる301条追加関税の適用除外措置を2026年11月10日まで延長

EAR上の「関連事業体ルール」の適用を11月10日から1年間停止

301条に基づく中国船の入港に対する手数料徴収を11月10日から1年間停止

出所 ： 米政府発表のファクトシートから作成

表３　米国のファクトシートに基づく米中合意内容
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原則不許可」「黒鉛に関する対米輸出の厳格
な審査」の２つの条項の１年間の停止にとど
まる。2024年12月の措置に含まれる「米国の
軍事関連企業向け、または軍事用途の軍民両
用品目の輸出禁止」を定めた条項は停止して
いない。従って、米中合意による約束事項の
履行後も、中国は引き続き、米国の軍関係向
けにはレアアースの輸出を規制できる制度が
残っている。米中関係に詳しいワシントンの
識者は、「米国のファクトシートでは、中国
の輸出管理に関する全ての課題が解決したよ
うな書き方だが、仮にそうなれば、この１年
間、米国はレアアースを大量に買える。こう
して在庫を積み増せば、１年後の停止期限が
切れる際に、中国はレアアースをレバレッジ
として使えなくなる。そうした状況を中国が
許すはずはない」と指摘している。こうした
状況が起きた背景には、米国政府が誤った認
識の下で交渉していた、あるいは実務に詳し
い専門的知識を有する閣僚などの関与が不十
分な状態でファクトシートを作成した可能性
がある。実際に、米国のファクトシートは発
表当初、「中国の一般（包括）輸出許可の発
行は、中国が2025年４月と2022年10月に課し
た規制の事実上の撤廃を意味する」と記載し
ていたが、中国が行った2022年10月の措置は
確認できておらず、その後、当該部分が削除
されるかたちで修正されている。

そのほか、フェンタニルの輸出管理強化に
ついても、そもそも違法状態で輸出されてい
る状況を取り締まれていない中、具体的な管
理強化の方法に言及していないことから、ど
のように規制するか不透明で実効性には乏し

いとみられる。これらから、10月の米中合意
は、「米国の対中依存を緩和するために時間
を買っただけで、米中間にある課題を何も解
決していない」との評価がワシントンではな
されている。

〈緊張と緩和を繰り返す米中関係〉

トランプ政権発足後１年弱の対中政策を
振り返ると、トランプ氏は中国に対して、
100％を超える追加関税を課すなど時に極端
な措置をとることがあるものの、中国や米国
企業とのディール次第で方向性を軌道修正し
ている。輸出管理についても、一貫した方針
はみられない。特に先端半導体は軍事力向上
につながるため、米国政府内でも安全保障上
の理由から対中輸出には慎重になるべきとの
意見がある。一方で、過度な規制は米国企業
にとって大きな中国市場を失いかねないとの
意見もあり、米国内で意見は統一されていな
い。こうした状況から、バイデン前政権下で
は、先端半導体などの重要技術に対象を限
定して厳格に保護する「小さい庭に高い壁

（small�yard,�high�fence）」の方針をとってき
た。だが、トランプ氏は安全保障などよりも
相手国や企業との個別のディールを優先して
いる。例えば、エヌビディアへの対中輸出許
可の発行については、「ほとんど全ての国家
安全保障会議（NSC）の職員が止めたにもか
かわらず、トランプ氏は認めた」といわれて
いる。また、トランプ氏に対しては、「中国
に対するイデオロギー的な対立意識を、全く
持っていないだろう」「中国から投資が増え
ることに対する政権内の中国タカ派からの批

判について気にしない」との指摘があり、「ト
ランプ氏はJ.D.バンス副大統領やマルコ・ル
ビオ国務長官などのような対中タカ派ではな
い」との評価もある。これらに加え、トラン
プ氏は10月の米中首脳会談で台湾に関して
言及しなかったことや、中国の人権問題を指
摘せず、民主主義の価値を啓発しないことな
どから、「中国にとって史上最も良い大統領」
との見方さえある。さらに、レアアースのよ
うな重要な資源のサプライチェーンを中国に
依存している状況を変更するには時間が必要
で、一朝一夕には解決できない。今後しばら
くは、中国への依存が続くことになる。これ
ら状況に鑑みれば、トランプ政権下の米中関
係は、今後もその時々の情勢によって、緊張
と緩和を繰り返すと予測される。

注１：�ELは、米国政府が「米国の国家安全
保障または外交政策上の利益に反する
行為に携わっている、またはその恐れ
がある」と判断した団体や個人を掲載
したリストで、それらに米国製品（物
品、ソフトウエア、技術）を輸出・再
輸出・みなし輸出などを行う場合には、
BISの事前許可が必要となる。

注２：�イズインフォームドレターを通じた措
置とみられる。イズインフォームドレ
ターとは、特定の製品や技術が特定の
事業体や仕向地などに輸出などされる
場合に、ライセンスが要することを、
取引相手の企業に個別に通知するも
の。対象となる取引を必要なライセン
スなしに行った場合、EAR違反とな

る。レターの送付などについて、政府
から公式発表する必要はない。時間を
かけて規則を変更する必要がなく、具
体的な取引を禁止できるため、トラン
プ政権は、このイズインフォームドレ
ターを多用するとみられている。

注３：�撤回し、新たな規則を公開するといわ
れているものの、執筆時点でまだ新規
則案は発表されていない。

注４：�中国のほか、ロシアなどの事業体も多
く掲載されている。

注５：�執筆時点で７月が最新データ（政府閉
鎖の影響により、貿易データの公開が
遅れた）。

注６：�米 国 の2024年 の 大 豆（HTSコ ー ド
120190）の対中輸出額は126億ドルで、
対中輸出総額の8.8％を占め１位。２
位は民間航空機で、116億ドル。だが、
2025年の輸出額は７月まではゼロと
なっている。

注７：�当該段落以降の有識者の見方は、筆者
による首都ワシントンの米中関係に詳
しい業界団体やシンクタンク、大学の
研究者、連邦議会スタッフなどへのイ
ンタビューに基づく（2025年11月12 ～
14日）。
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成長続く欧州防衛・航空産業、
今後も研究開発への
投資拡充がカギ
（EU）
（2025年12月10日）

●ブリュッセル発

欧州航空宇宙防衛産業協会（ASD）は12
月２日、2024年の欧州の防衛および航空産業
の売上高や雇用者数などに関する報告書を発
表した。売上高は前年比10.1％増の約3,257億
ユーロと４年連続の２桁成長となり、直接雇
用者数は過去最高の110万3,000人だった。防
衛産業は近年の安全保障の強化やウクライナ
への支援継続を背景に、13.8％増の約1,834億
ユーロだったが、航空産業は供給の制約や人
手不足、高いエネルギー価格が影響し、６％
増の約1,291億ユーロだった。宇宙産業は3.1％
増の約133億ユーロだった。

防衛および航空産業は、欧州各国の防衛
費増額や防衛力強化の動き、EUの航空部門
の温室効果ガス（GHG）排出の削減推進が
追い風となり、さらなる成長が見込まれる。
ASDは、「供給網の強靭（きょうじん）化と
生産能力の拡大に取り組む必要がある」とし、
特に防衛装備品のEU域外への依存低減と、
投資の継続を重視する。2024年の研究開発投
資額は前年比9.4％増の約252億ユーロで、う
ち63％は防衛産業関連（13.7％増の159億ユー
ロ）で、航空産業は2.9％増の約93億ユーロ
だった。

ASDは、欧州の航空産業は航空機・エン
ジン・部品や航空交通管理に強みを持ち、「欧
州が世界を主導する数少ないハイテク部門の

１つ」と位置付ける。同産業の国際競争力の
維持は極めて重要であり、EUおよび加盟国
に対し、研究開発支援の拡充などを含む、航
空産業のネットゼロや競争力強化に向けた戦
略の策定を要請する提言書を同日に発表し
た。主な提言は次のとおり。
１．�航空産業を戦略的重要産業と認定し、

EUの2028 ～ 2034年の次期中期予算計画
（MFF）において、GHG排出が少ない航
空機や新世代の航空交通管理システムの
開発など、同部門の研究開発支援に少な
くとも60億ユーロを確保

２．�重要原材料の安定供給やエネルギー価格
引き下げ、積層造形技術(注)などを活用
した製造方法の近代化による産業基盤と
供給網の強化

３．�EUレベルでの持続可能な航空燃料
（SAF）や水素の活用促進策の実施

４．�企業の規制順守に伴う負担軽減と、人工
知能（AI）など新興技術について調和
のとれた規制を策定

５．�国際民間航空機関（ICAO）や２国間協
定を通じ、欧州発の技術の国際的普及促
進や公正な競争環境の確保

（注）�立体物を輪切りにした断面データをも
とに、樹脂・粉体などの薄い層を積み
重ねて立体物を製作する技術のこと。

（滝澤祥子）
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報 　 　 告

理 事 会
委 員 会

理　事　会

第80回 2025.11.20（木）ホテルニューオータニ ザ・メインアーケード階
「麗の間」出席30名（理事26名　監事4名）

１．報告事項
（１）委員会報告
（イ）総合企画委員会（柚原専務理事）

10月16日（木）・17日（金）、19社・21名
の参加を得て会員代表者懇談会を開催し、
株式会社IHI・相馬工場及びTHK株式会社・
山形工場を訪問した。また、FNS株式会社
及び山科精器株式会社からの入会申請につ
いて審議を行い、次回理事会に諮ることと
した。

（ロ）技術委員会（家城委員長）
研究開発部会及び標準化部会の活動に

ついて、報告を行った。
（ハ）経営委員会（五十棲委員長）

工作機械工業 経営状況調査集計結果に
ついて、報告を行った。

（二）市場調査委員会（山畑副委員長）
10月３日（金）に第１回委員会を開催し、

今期の委員会組織構成や人事、運営方針
について報告を行った。

（ホ）国際委員会（松浦委員長）
９月４日（木）に幹事会を開催し、今期

の活動計画等について討議した。今期の調
査研究テーマは、「インド・中国を軸にア
ジア全体の成長市場における工作機械の需
要産業」と「関税をはじめとした、アメリ
カの政策・産業動向」とすることとした。

（へ）環境安全委員会（饗場副委員長）
環境自主行動計画に基づく2030年CO2排

出量及び2025年廃棄物削減目標について、
報告を行った。

（ト）見本市委員会（沖田副委員長）
JIMTOF2026は、会場制約があるため、

予め、前回の出展実績に応じた小間数の
削減調整をお願いした結果、会員99社・
1,790小間の出展申込みがあった。

（チ）輸出管理委員会（荒井委員長）
10月16日（木）に委員会を開催し、今

期の組織体制及び活動スケジュール、今
年度の活動案、誓約違反低減に向けた取
り組み等について、審議・報告を行った。

（２）諸報告
柚原専務理事より、以下の通り報告が

あった。
（イ）EMO HANNOVER 2025について

EMO HANNOVER 2025は、 ９ 月22日
（月）～ 26日（金）までの５日間、ドイツ・
ハノーファー市の国際見本市会場で開催
され、45カ国・地域から約1,500社が参加し、
当会からは36社が参加した。９月23日（火）
には、坂元会長、菅田委員長、岩瀨常務
出席のもと、JIMTOF広報を目的とした
Japan Dayを開催した。

（ロ）工作機械トップセミナーの開催結果に
ついて

MECT2025の会期に合わせ、10月26日
（日）に第20回工作機械トップセミナーを
開催し、全国39校から238名の学生が参加
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IMEC2026 運営委員会

2025.11.17（月）WEB会議　出席21名第２回
１．前回運営委員会での決定事項の確認を

行ったのち、IMEC2026のオーラルセッ
ションスピーカーの打診状況確認を行っ
た。一部未定の講演について今後調整す
ることとなった。

２．テキストの体裁について、論文形式・
PPT形式両方の提出を可とした。

一 標 準 化 部 会 一

2025.11.14（金）WEB会議　出席13名第１回
１．ジェイテクトの井𡈽𡈽氏に代わり、ヤマ

ザキマザックの岡田氏が、新部会長に就
任した。部会長の交代に伴い、副部会長
にニデックオーケーケーの大久保氏、ジェ
イテクトの納谷氏が新たに就任した。ま
た、三菱電機の加納氏が新たに幹事とし
て就任した。

２．各専門委員会の委員長から、2025年度
における各専門委員会の活動報告及び
2026年度活動計画案について審議し、そ
れぞれの内容について了承された。なお、
同報告内容については、技術委員会幹事
会にて部会長より報告することとした。

電気・安全規格専門委員会
－旋盤安全WG－

2025.12.22（月）WEB会議　出席●名第39回
１．2025年11月10日にオンラインで開催さ

れたISO/TC39/SC10/WG3（旋盤の安全）
国際会議について、報告があった。

２．ISO 23125-1（旋盤の安全）2nd DIS投
票に対する日本コメントについて、検討
した。

－研削盤安全WG－

2025.11.10（月）機械振興会館＋WEB会議　出席７名第90回
１．ISO 16089（研削盤の安全性）（第２版）

の翻訳について、審議した。
２．JIS B 6033（研削盤の安全性）を改定す

るため、JIS原案作成員会委員会の立ち上
げについて、検討した。

－マシニングセンタ安全WG－

2025.12.3（水）WEB会議　出席12名第58回
１．2025年10月28日～ 30日にオンラインで

開催されたISO/TC39/SC10/WG4（マシ
ニングセンタの安全）国際会議について、
報告があった。

制御規格専門委員会
－旋盤安全WG－

2025.12.8（月）WEB会議　出席12名第60回
１．2025年10月20日～ 23日に中国・南京市

で 開 催 さ れ たISO/TC184/SC1（ 製 造 リ
ソースの定義と制御）、ISO/TC184/SC1/
WG7（CNCデータモデル）、ISO/TC184/
SC1/WG10（工作機械のNCシステム）及
びISO/TC184/SC1/WG11（サイバーフィ
ジカル工作機械システム）国際会議報告
について、報告があった。

２．日本提案による新しい規格番号での規
格開発について、検討した。

した。当日は、株式会社松浦機械製作所
の松浦社長による、工作機械の魅力をテー
マとした基調講演が行われた。

（ハ）第64回日工会野球大会の結果について
10月９日（木）・10日（金）、東京・大

井スポーツセンターで第64回日工会野球
大会が開催され、７チームが参加した。
熱戦の末、牧野フライスチームが悲願の
初優勝を飾った。

（ニ）パブリックコメントの提出について
９月２日（火）、米国商務省産業安全保

障局（BIS）は、通商拡大法232条に基づき、
ロボットや産業機械等の輸入に関する調
査を開始した。本調査には工作機械も含
まれており、これを受け、正副会長及び
委員長の確認を得て、10月15日付でパブ
リックコメントを提出した。

（ホ）今後の日工会関連行事予定について

総合企画委員会

一 委 員 会 一

2025.11.20（木）ホテルニューオータニ　出席10名
・FNS㈱と山科精器㈱の入会について、審議

の結果、次回理事会に上程することとなっ
た。

・会員代表者懇談会の結果について報告が
あった。

技術委員会

一 委 員 会 ・ 幹 事 会 一

2025.11.21（金）職業能力開発総合大学校　出席13名第１回
１．千田部会長（研究開発部会）及び岡田部

会長（標準化部会）より、2025年度活動
中間報告・2026年度活動計画（案）につ
いて説明があり、各内容について了承さ
れた。

２．事務局よりドイツのManufacturing-Xに
関する状況及び経済産業省の産業人材育
成プランについて説明が行われ、意見交
換を行った。

３．幹事会に続き、職業能力開発総合大学
校の見学を実施した。

一 研 究 開 発 部 会 一

2025.11.19（水）機械振興会館＋WEB会議　出席16名第２回
１．事務局より研究開発部会の2025年度中

間活動報告及び2026年度活動計画（案）
について説明があり、各内容について了
承された。また、同内容については、11
月21日（金）に開催する第78回技術委員会・
幹事会において、千田部会長よりご報告
いただくことを確認した。

２．事務局よりManufacturing-Xに関する
状況、経済産業省の産業人材育成プラン、
工場関連IoT製品におけるJC-STAR活用検
討会について説明が行われ、意見交換を
行った。
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見本市委員会

一 企 画 部 会 一

2025.12.4（木）WEB会議　出席16名第２回
１．JIMTOF2026の企画展示について、テー

マ候補案を基に討議した。部会長より討
議結果について幹事会で報告することと
した。

２．JIMTOF2026の講演について、基調・
特別講演の候補案を基に討議した。

一 幹 事 会 一

2025.12.18（木）WEB会議　出席24名第１回
１．JIMTOF2026の会員出展申込状況及び

小間数調整（案）について説明した。審
議の結果、異議無く承認された。

２．企画部会長よりJIMTOF2026企画展示
の検討状況について中間報告を行った。

輸出管理委員会

一 輸 出 管 理 部 会 一

2025.10.31（金）機械振興会館＋WEB会議　出席23名第４回
１．輸出管理研修会での利用を目的として、

これまでの輸出管理相談への回答記録に
ついて討議した。

２．NSGのUPR化に向けた対応について討
議した。

３．Nexperia半導体の輸出規制に伴う影響
の調査結果を確認した。

2025.11.21（金）機械振興会館＋WEB会議　出席23名第５回
１．輸出審査システム導入に関するアンケー

ト調査結果を確認した。
２．Nexperia社の輸出滞りに伴う影響の追

加調査結果を確認した。
３．NSGのUPR化に向けた対応について討

議した。

市場調査委員会

一 サ ー ビ ス 部 会 一

2025.12.3（水）機械振興会館＋WEB会議　 出席22名第３回
１．2025年度サービスエンジニア共通教育
「集合教育」について総括し、2026年度の
実施に向けて討議した。

２．工作機械サービス技能検定第２回３級
試験の実施結果を確認し、オンライン試
験で発生したアクシデントの対策及び２
級検定試験の受験資格付与の観点から討
議した。

－受注見通しWG－

2025.11.11（火）日工会会議室　出席５名第２回
１．会員宛アンケートの中間集計結果を確

認した。
２．回帰分析用収集資料及び各項目の試算

に採用する係数について確認した。

2025.11.25（火）日工会会議室　出席５名第３回
１．2026年受注見通しの策定に関し、試算

作業及び意見交換を行った。

2025.12.5（金）日工会会議室　 出席４名第４回
１．2026年受注見通しの策定に関し、試算

作業及び意見交換を行った。

2025.12.8（月）日工会会議室　出席５名第５回
１．2026年受注見通しの策定に関し、試算

作業及び意見交換を行った。

2025.12.11（木）日工会会議室　出席７名第６回
１．2026年の受注見通しについて、ワーキ

ンググループとしての試算結果をとりま
とめた。

国際委員会

一 委 員 会 一

2025.11.27（木）福井フェニックスホテル＋
WEB会議 出席45名第１回

１．事務局より、2025-2026年度の国際委員
会組織構成案、及び活動計画案について
説明があり、審議の結果、承認された。

２．事務局より、EPAウェブサイト公開記
念セミナー結果について報告があった。

３．三菱商事テクノス㈱海外本部長兼海外事
業統括部長の桐生優氏及び三菱商事㈱産
業ソリューション部次長の切通良太氏を
招き、「インドの成長産業に於ける設備投
資見通し」と題する講演を行った。

環境安全委員会

一 幹 事 会 一

2025.10.27（月）機械振興会館　出席12名第１回
・2025年度第1回環境安全委員会の議事等に

ついて検討した。

一 委 員 会 一

2025.10.27（月）機械振興会館＋WEB会議　出席42名第１回
・今期の委員会組織及び2025年度活動計画に

ついて確認した。
・2024年「工作機械産業の環境自主行動計画」

フォローアップ結果報告があり、承認さ
れた。

・環境活動成果報告会の開催計画について検
討した。
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2025年度第３回日工会ゴルフ会
（通算372回）

　11月21日（金）、２組８名の参加
を得て、通算372回ゴルフ会が静岡
県「ファイブハンドレッドクラブ」
にて晴天のもと開催された。競技は
終始安定したプレーで回った五十嵐
選手（芝浦機械）が優勝して、「今
日は天気が良くコンディションも良
かった。久々の優勝で嬉しい」とコ
メント。

優　勝　　五十嵐敏裕
（芝浦機械・シニアエキスパート）

準優勝　　小山 　章
（大日金属・会長）

第３位　　佐脇 裕二
（オーエム製作・社長）

第４位　　坂元 繁友
（芝浦機械・社長）

第５位　　内田 安彦
（大昭和精機・専務取締役）

坂元会長から会長杯を受け取る五十嵐選手（左側）

第372回日工会ゴルフ会  2025年11月21日（金）
ファイブハンドレッドクラブ

　同クラブは、富士山の裾野に位置し箱根連山を眺望できるなど、景観に恵まれている。
コースはゆるやかなアンジュレーションから成り、いずれのホールも距離が十分にとら
れている。アウトはドッグレッグや池越えなどはあるが、アップダウンの少ないフラッ
トなコース、インは自然の起伏を活かしたコース設計となっている。これにより、正確
なショットが要求されるホールとのびのびと打てるホールとが組み合わされている。ク
ラブ名は会員数が500名であるところから採られている。
　なお、同クラブでの次回日工会ゴルフ会は、2026年6月6日（土）を予定している。

所在地：〒410-1116 静岡県裾野市千福953－2
電　話：055（993）0500
ＵＲＬ：https://www.500club.jp/

ファイブハンドレッド
クラブ紹介
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日工会関連行事予定表

開催日 行事 場所

2026年
３月25日（水） ～
３月28日（土） TMTS 2026 台湾・台中

３月26日（木） 第81回理事会 京都・グランヴィア
３月27日（金） 日工会ゴルフ会（第373回） 滋賀・琵琶湖カントリー倶楽部
４月13日（月） ～
４月17日（金） SIMTOS 2026 韓国・ソウル

４月21日（火） ～
４月25日（土） CCMT 2026 中国・上海

５月14日（木） 第82回理事会 愛知・名古屋マリオット
５月15日（金） 日工会ゴルフ会（第374回） 愛知・中京ゴルフ倶楽部 石野コース
６月５日（金） 第17回定時総会 東京・ニューオータニ
６月６日（土） 日工会ゴルフ会（第375回） 静岡・ファイブハンドレッドクラブ
７月23日（木） 第83回理事会 京都・グランヴィア
７月24日（金） 日工会ゴルフ会（第376回） 滋賀・琵琶湖カントリー倶楽部
９月14日（月） ～
９月19日（土） IMTS 2026 アメリカ・シカゴ

10月９日（金） 第84回理事会 愛知・名古屋マリオット
10月10日（土） 日工会ゴルフ会（第377回） 愛知・中京ゴルフ倶楽部 石野コース
10月26日（月） ～
10月31日（土） JIMTOF 2026 東京ビッグサイト

11月26日（木） 第85回理事会 東京・ニューオータニ
11月27日（金） 日工会ゴルフ会（第378回） 静岡・ファイブハンドレッドクラブ

2027年
１月７日（木） 2027年新年賀詞交歓会 東京・ニューオータニ
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掲　示　板

１．表彰
・第22回/2025年超モノづくり部品大賞
【日本力（にっぽんぶらんど）賞】
Process Force Monitor（DMG森精機㈱）
“超”モノづくり部品大賞は、日本の

モノづくりの競争力向上を支援すること
を目的として、産業・社会の発展に貢献
する「縁の下の力持ち」的存在の部品・
部材の中から、モノづくり日本会議と日
刊工業新聞社が選出し表彰するもの。当
会会員からDMG森精機㈱が日本力賞を
受賞した。

・令和７年度卓越した技能者表彰
勝田　佳裕　氏（オークマ㈱）
小野　武博　氏（オークマ㈱）
田村　憲一　氏（㈱ミツトヨ）

去る11月10日に東京都新宿区のリーガ
ロイヤルホテル東京にて、「令和７年度
　卓越した技能者（現代の名工）」の表
彰式が挙行され、当会会員から３名が表
彰された。

２．会社登録名の変更（2026年１月１日付）
（新）住友重機械工業㈱
（旧）住友重機械ファインテック㈱
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※詳しい統計資料をご希望の方は、当会ホームページまでアクセスして下さい。
　URL https://www.jmtba.or.jp/

金属工作機械統計資料
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受　　　　　注 生 　　産 販　　　売 在　　　庫 輸　　　出 輸　　　入 常用従

業員数

人

企業物

価指数
総　額 前年比 内　需 前年比 外　需 前年比 販　売 受注残 台　数 重　量 金　額 前年比 台　数 金　額 台　数 重　量 金　額 前年比 金　額 前年比

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 百万円 台 ト　ン 百万円 ％ 台 百万円 台 ト　ン 百万円 ％ 百万円 ％
15年 1,480,592 98.1 586,240 118.1 894,352 88.3 1,532,603 607,499 102,101 489,253 1,258,087 106.1 105,147 1,310,282 11,274 38,620 932,123 96.9 91,580 117.3 25,826 100.0
16年 1,250,003 84.4 530,545 90.5 719,458 80.4 1,280,584 522,527 67,991 374,124 1,012,810 80.5 73,443 1,058,471 9,321 35,371 666,519 71.5 78,249 85.4 26,252 100.5
17年 1,645,554 131.6 629,369 118.6 1,016,185 141.2 1,467,285 694,231 88,644 426,841 1,129,823 111.6 92,174 1,181,505 9,936 33,453 786,221 118.0 72,276 92.4 26,161 99.3
18年 1,815,771 110.3 750,343 119.2 1,065,428 104.8 1,684,768 826,197 84,803 454,619 1,236,790 109.5 90,160 1,297,087 9,167 31,553 881,700 112.1 90,574 125.3 27,348 101.1
19年 1,229,900 67.7 493,188 65.7 736,712 69.1 1,501,633 561,265 62,240 380,419 1,072,452 86.7 66,288 1,118,969 9,490 33,806 735,108 83.4 85,996 94.9 27,436 103.7
20年 901,835 73.3 324,455 65.8 577,380 78.4 1,033,616 430,794 45,569 244,973 723,994 67.5 49,457 762,032 8,145 28,075 529,567 72.0 55,530 64.6 27,249 100.0
21年 1,541,419 170.9 510,324 157.3 1,031,095 178.6 1,283,499 701,005 67,601 313,143 895,409 123.7 68,971 923,460 7,465 30,612 712,613 134.6 60,794 109.5 26,689 100.1
22年 1,759,601 114.2 603,231 118.2 1,156,370 112.1 1,568,350 896,813 70,004 375,672 1,078,833 120.5 72,456 1,143,899 7,421 33,180 857,072 120.3 84,031 138.2 26,671 104.4
23年 1,486,519 84.5 476,821 79.0 1,009,698 87.3 1,616,581 785,775 58,832 362,386 1,051,791 97.5 61,160 1,124,691 7,129 38,613 830,389 96.9 85,481 101.7 27,041 112.3
24年 1,485,109 99.9 441,538 92.6 1,043,571 103.4 1,526,187 767,825 50,449 298,113 901,336 85.7 52,440 982,874 6,521 37,392 761,738 91.7 75,615 88.5 26,477 116.5

2020年度 988,483 89.9 325,988 73.0 662,495 101.5 1,032,575 446,582 50,683 248,838 728,004 74.6 53,627 757,915 6,581 25,927 546,956 81.2 52,435 66.8 27,108 99.2
21年度 1,667,502 168.7 566,229 173.7 1,101,273 166.2 1,368,954 757,694 69,950 333,552 953,784 131.0 70,992 985,574 7,704 30,669 747,726 136.7 66,234 126.3 26,570 100.6
22年度 1,705,623 102.3 581,667 102.7 1,123,956 102.1 1,618,780 849,094 67,788 376,846 1,089,727 114.3 70,956 1,166,617 7,104 32,820 875,478 117.1 85,224 128.7 26,800 106.3
23年度 1,453,136 85.2 457,521 78.7 995,615 88.6 1,564,251 757,003 54,104 343,009 991,036 90.9 56,540 1,067,662 6,347 35,863 802,996 91.7 83,042 97.4 26,970 113.9
24年度 1,509,736 103.9 444,162 97.1 1,065,574 107.0 1,597,467 692,400 53,417 301,254 927,525 93.6 55,510 1,010,335 6,512 32,753 793,252 98.8 74,334 89.5 26,372 116.8

2023年　7-9月 363,042 83.9 120,147 76.9 242,895 87.9 388,329 816,786 13,757 89,342 257,183 91.4 14,650 283,203 7,579 38,054 212,355 95.5 21,457 100.3 27,247 114.2
10-12月 355,040 85.4 104,591 78.9 250,449 88.4 405,723 785,775 12,585 84,178 245,651 89.9 13,226 262,719 7,129 38,613 205,605 85.8 20,283 88.8 26,783 114.8

2024年　1-3月 360,818 91.5 112,403 85.3 248,415 94.6 389,590 757,003 12,481 77,736 227,825 78.9 13,640 258,798 6,347 35,863 188,100 87.3 17,871 88.0 26,605 114.7
4-6月 379,248 101.3 112,019 93.1 267,229 105.3 329,117 807,134 11,227 68,729 201,413 77.4 11,410 210,758 6,441 38,802 171,756 87.2 18,494 78.9 26,507 116.6
7-9月 360,072 99.2 109,424 91.1 250,648 103.2 399,490 767,716 12,864 74,329 232,409 90.4 13,244 252,096 6,496 38,433 191,765 90.3 19,209 89.5 26,530 118.0

10-12月 384,971 108.4 107,692 103.0 277,279 110.7 407,990 767,825 13,877 77,319 239,689 97.6 14,146 261,222 6,521 37,392 210,118 102.2 20,041 98.8 26,267 116.7
2025年　1-3月 385,445 106.8 115,027 102.3 270,418 108.9 460,870 692,400 15,449 80,877 254,014 111.5 16,710 286,259 6,512 32,753 219,614 116.8 16,591 92.8 26,184 116.1

4-6月 392,095 103.4 107,264 95.8 284,831 106.6 366,974 717,521 12,375 70,255 219,911 109.2 12,715 233,164 5,446 33,668 191,466 111.5 16,796 90.8 26,405 119.8
7-9月 387,675 107.7 110,986 101.4 276,689 110.4 371,577 732,958 12,558 76,362 242,272 104.2 12,862 256,690 5,680 36,183 208,700 108.8 15,428 80.3 26,434 122.2

2023年� 4月 132,688 85.6 41,723 78.5 90,965 89.3 113,084 868,509 5,571 31,033 92,982 105.2 5,702 97,345 8,413 37,459 73,669 108.1 5,887 103.4 26,885 109.4
5月 119,523 77.9 37,807 76.4 81,716 78.7 124,804 863,228 4,769 28,057 112,536 101.2 7,888 135,349 7,112 33,106 89,043 104.4 5,855 98.3 26,904 110.0
6月 122,025 78.9 40,850 69.6 81,175 84.5 142,721 842,594 4,947 32,676 87,037 107.7 4,805 84,517 8,105 36,756 63,144 100.9 6,970 101.1 27,147 109.5
7月 114,340 80.3 39,385 75.8 74,955 82.9 118,436 838,498 4,533 29,756 80,711 104.1 5,065 81,064 8,021 38,618 61,399 99.2 8,272 114.4 27,291 111.0
8月 114,760 82.4 35,717 69.0 79,043 90.3 113,804 838,933 4,354 27,931 92,773 105.3 5,161 97,513 7,970 39,754 72,394 98.4 8,187 124.9 27,292 115.0
9月 133,942 88.8 45,045 85.9 88,897 90.3 156,089 816,786 4,872 31,663 84,036 99.2 4,578 88,004 8,125 41,497 67,980 96.6 6,562 77.4 27,309 114.3
10月 112,053 79.4 33,644 75.5 78,409 81.3 119,344 809,495 4,100 27,280 80,046 87.1 4,585 84,682 8,066 42,291 64,040 98.5 5,722 87.0 27,236 114.5
11月 115,899 86.4 32,696 71.6 83,203 94.0 128,275 797,119 4,024 26,704 93,140 88.9 5,489 110,556 7,566 38,032 80,334 92.4 9,173 144.9 27,196 113.9
12月 127,088 90.4 38,251 90.5 88,837 90.4 158,104 785,775 4,483 30,276 76,636 87.9 4,433 83,070 7,362 38,345 69,480 97.0 7,820 87.2 26,868 115.5

2024年� 1月 110,960 86.0 30,603 70.5 80,357 93.8 107,998 788,737 3,781 23,384 78,371 83.5 4,234 80,549 7,259 40,048 58,553 69.0 6,418 100.9 26,682 114.9
2月 114,208 92.0 32,543 83.6 81,665 95.9 117,730 785,215 4,214 26,376 90,952 98.5 4,687 100,829 7,129 38,609 77,571 93.3 6,104 81.1 26,800 113.9
3月 135,650 96.2 49,257 99.8 86,393 94.3 163,862 757,003 4,486 27,976 66,483 79.5 3,864 69,943 7,160 39,812 50,645 96.0 5,735 66.9 26,686 113.6
4月 120,902 91.1 36,372 87.2 84,530 92.9 96,612 781,293 3,557 21,979 76,268 82.0 4,270 81,143 7,216 40,660 63,995 86.9 6,508 110.6 26,619 115.1
5月 124,530 104.2 34,837 92.1 89,693 109.8 113,085 792,738 3,709 22,723 85,074 76.0 5,504 107,618 6,347 35,863 73,460 82.5 5,627 96.1 26,570 115.5
6月 133,816 109.7 40,810 99.9 93,006 114.6 119,420 807,134 3,961 24,027 72,839 78.5 4,313 80,283 6,441 38,802 58,720 81.1 5,366 65.5 26,574 117.2
7月 123,942 108.4 35,703 90.7 88,239 117.7 117,361 813,715 4,232 24,029 72,409 86.2 4,113 74,319 6,704 40,801 60,701 89.3 6,796 103.6 26,576 119.0
8月 110,770 96.5 32,192 90.1 78,578 99.4 123,952 800,533 4,062 23,241 73,632 92.0 3,995 76,489 6,893 41,440 65,109 101.7 4,905 85.7 26,536 117.1
9月 125,360 93.6 41,529 92.2 83,831 94.3 158,177 767,716 4,570 27,059 86,368 92.7 5,136 101,288 6,496 38,433 65,955 82.1 7,508 81.8 26,479 117.8
10月 122,550 109.4 33,441 99.4 89,109 113.6 115,081 775,185 4,457 24,405 74,697 97.4 4,313 75,003 6,760 40,444 66,289 95.4 7,524 96.2 26,271 117.9
11月 119,327 103.0 34,328 105.0 84,999 102.2 124,510 770,002 4,765 26,310 80,299 102.9 4,404 81,207 7,212 42,818 61,683 105.3 6,334 99.6 26,282 116.3
12月 143,094 112.6 39,923 104.4 103,171 116.1 168,399 767,825 4,655 26,604 84,693 93.1 5,429 105,012 6,521 37,392 82,145 105.9 6,183 101.3 26,248 115.8

2025年� 1月 116,146 104.7 31,996 104.6 84,150 104.7 111,314 772,657 4,761 24,825 79,000 118.8 4,308 78,042 7,046 39,727 55,992 110.6 6,949 121.2 26,200 116.7
2月 118,198 103.5 33,767 103.8 84,431 103.4 130,914 759,941 5,092 26,649 80,185 105.1 5,704 91,718 6,508 38,002 76,687 119.8 5,097 78.3 26,194 115.7
3月 151,101 111.4 49,264 100.0 101,837 117.9 218,642 692,400 5,596 29,403 94,829 111.5 6,698 116,499 6,512 32,753 86,935 118.3 4,545 80.8 26,159 115.9
4月 130,214 107.7 34,379 94.5 95,835 113.4 126,854 695,760 4,493 23,647 71,398 113.7 4,251 71,312 5,807 34,811 62,185 104.5 5,367 90.0 26,336 116.6
5月 128,718 103.4 33,016 94.8 95,702 106.7 111,352 713,126 3,868 22,134 71,022 108.0 4,416 77,977 5,366 34,307 61,262 114.4 5,573 77.8 26,401 118.7
6月 133,163 99.5 39,869 97.7 93,294 100.3 128,768 717,521 4,014 24,474 77,491 106.4 4,048 83,875 5,446 33,668 68,019 115.8 5,857 109.1 26,477 124.2
7月 128,357 103.6 35,446 99.3 92,911 105.3 120,168 725,104 4,126 26,152 81,073 112.0 4,090 78,940 5,688 37,052 68,896 113.5 5,908 86.9 26,468 122.8
8月 120,172 108.5 31,895 99.1 88,277 112.3 116,136 729,202 3,915 23,976 74,578 101.3 4,070 77,238 5,675 38,173 61,611 94.6 4,384 89.4 26,457 121.6
9月 139,146 111.0 43,645 105.1 95,501 113.9 135,273 732,958 4,517 26,234 86,621 100.3 4,702 100,512 5,680 36,183 78,193 118.6 5,136 68.4 26,376 122.2
10月 143,456 117.1 35,693 106.7 107,763 120.9 119,967 756,481 4,278 26,110 84,235 112.8 4,450 86,846 5,530 35,959 73,554 111.0 6,525 86.7 26,612 122.0
11月 137,005 114.8 31,987 93.2 105,018 123.6 133,711 759,478 122.3

資　料 （一社）日本工作機械工業会 経済産業省「生産動態統計調査」 財務省「貿易統計」 経済産業省 日銀

主要統計

（注）1．生産・販売・在庫（経済産業省）及び輸出入（財務省）は遡及修正される場合がある。
（注）2．企業物価指数（日本銀行）　10 ～ 14年は10年＝100、15 ～ 20年は15年＝100、20年以降は20年＝100。
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（単位：百万円）業種別受注統計

受注総額
（内　数）

ＮＣ工作機械

鉄鋼及び

非鉄金属

製 造 業

金属製品

製 造 業

機　　械　　 　　製　　造　　業 その他

製造業

官公需

学　校

その他

需　要

部　門

商　社

代理店

内需合計 外　　需一般機械器具製造業 自動車製造業 電気機械

器　 具

製 造 業

精　密

機　械

製造業

電　気

精　密

計

航空機・造船・
輸送用機械

計
前年
比％

前年
比％

内建設機
械製造業

内金型
製造業

内 自 動 車
部品製造業

内航空機
製 造 業

2016年計 1,250,003 84.4 1,225,768 84.5 18,154 22,804 207,113 5,433 30,778 174,853 115,986 26,282 19,600 45,882 30,076 16,412 457,924 12,292 2,762 9,524 7,085 530,545 719,458
17年計 1,645,554 131.6 1,616,216 131.9 17,778 26,539 259,144 7,510 27,574 201,119 139,936 37,082 25,267 62,349 23,840 11,610 546,452 16,396 3,083 11,019 8,102 629,369 1,016,185
18年計 1,815,771 110.3 1,783,287 110.3 24,984 35,632 297,290 12,833 28,302 248,296 165,265 45,630 29,403 75,033 26,763 14,579 647,382 19,836 2,966 11,922 7,621 750,343 1,065,428
19年計 1,229,900 67.7 1,206,231 67.6 15,087 32,024 202,203 11,535 20,987 139,762 101,224 23,549 19,476 43,025 24,425 11,980 409,415 15,777 2,510 12,051 6,324 493,188 736,712
20年計 901,835 73.3 884,770 73.3 11,265 23,498 133,112 7,013 13,283 83,437 55,580 21,239 13,076 34,315 11,089 3,598 261,953 12,185 2,975 8,444 4,135 324,455 577,380
21年計 1,541,419 170.9 1,514,935 171.2 17,981 40,274 200,489 11,166 26,785 115,123 84,015 45,020 24,423 69,443 16,026 4,791 401,081 26,774 7,349 10,582 6,283 510,324 1,031,095
22年計 1,759,601 114.2 1,727,473 114.0 19,675 50,565 243,465 13,655 34,462 134,719 92,957 56,982 29,525 86,507 18,856 5,792 483,547 26,245 2,205 14,094 6,900 603,231 1,156,370
23年計 1,486,519 84.5 1,463,024 84.7 16,345 36,813 203,557 12,442 28,189 100,588 73,519 36,272 21,430 57,702 20,172 8,509 382,019 22,867 1,977 12,165 4,635 476,821 1,009,698
24年計 1,485,109 99.9 1,461,592 99.9 15,172 37,200 181,041 8,449 15,761 91,025 62,400 31,506 23,227 54,733 24,218 13,183 351,017 18,793 2,532 11,917 4,907 441,538 1,043,571

2023年� 7-9月 363,042 83.9 355,639 83.9 4,587 9,920 49,489 2,820 6,023 26,680 19,750 10,110 4,315 14,425 4,068 1,535 94,662 5,941 801 2,722 1,514 120,147 242,895
10-12月 355,040 85.4 349,641 85.6 2,776 7,010 41,036 2,523 5,116 26,103 19,047 5,618 5,793 11,411 6,030 2,631 84,580 5,607 536 2,751 1,331 104,591 250,449

2024年� 1-3月 360,818 91.5 355,691 91.6 3,748 9,444 45,992 2,915 5,321 23,208 17,098 9,582 5,506 15,088 4,974 2,310 89,262 5,070 419 3,212 1,248 112,403 248,415
4-6月 379,248 101.3 372,199 100.8 3,905 7,624 43,656 2,238 4,045 25,805 17,447 6,060 6,681 12,741 7,447 4,368 89,649 4,756 576 3,376 2,133 112,019 267,229
7-9月 360,072 99.2 354,947 99.8 3,265 10,721 46,676 1,608 3,358 20,978 14,600 8,853 4,937 13,790 5,364 2,399 86,808 4,234 1,119 2,591 686 109,424 250,648

10-12月 384,971 106.9 378,755 106.7 4,254 9,411 44,717 1,688 3,037 21,034 13,255 7,011 6,103 13,114 6,433 4,106 85,298 4,733 418 2,738 840 107,692 277,279
2025年� 1-3月 385,445 106.8 378,749 106.5 3,602 10,718 43,542 2,804 3,316 24,891 16,197 6,931 5,977 12,908 9,338 4,575 90,679 5,921 333 2,805 969 115,027 270,418

4-6月 392,095 103.4 386,160 103.8 2,636 9,836 46,020 3,129 3,729 16,973 10,996 10,218 5,294 15,512 6,578 3,407 85,083 5,146 545 2,901 1,117 107,264 284,831
7-9月 387,675 107.7 382,331 107.7 3,994 7,968 42,999 1,696 4,165 21,208 15,160 7,762 4,967 12,729 11,307 6,365 88,243 5,106 1,152 3,455 1,068 110,986 276,689

2023年　2月 124,095 89.3 122,172 89.7 1,183 3,290 16,765 904 2,495 7,910 5,304 3,598 1,721 5,319 1,405 640 31,399 1,742 44 993 281 38,932 85,163
3月 141,019 84.8 139,003 85.3 1,297 5,456 21,762 1,087 3,505 8,800 6,463 3,637 2,239 5,876 1,832 804 38,270 1,576 77 2,318 375 49,369 91,650
4月 132,688 85.6 131,036 86.2 1,271 2,651 19,509 1,108 3,787 8,081 5,948 2,765 1,576 4,341 1,973 324 33,904 2,599 89 910 299 41,723 90,965
5月 119,523 77.9 118,068 78.1 1,458 2,557 17,625 1,912 1,670 7,828 5,534 2,546 1,109 3,655 1,804 1,216 30,912 1,709 147 729 295 37,807 81,716
6月 122,025 78.9 120,262 79.3 1,336 3,309 19,286 1,011 3,139 7,286 5,317 2,681 2,130 4,811 1,262 585 32,645 2,071 179 912 398 40,850 81,175
7月 114,340 80.3 111,735 79.9 1,163 2,822 17,297 735 1,648 8,469 6,228 2,220 1,389 3,609 1,301 152 30,676 2,784 419 949 572 39,385 74,955
8月 114,760 82.4 112,273 82.5 1,568 2,880 14,538 963 1,709 7,929 6,081 3,662 1,428 5,090 1,090 487 28,647 1,265 239 683 435 35,717 79,043
9月 133,942 88.8 131,631 88.8 1,856 4,218 17,654 1,122 2,666 10,282 7,441 4,228 1,498 5,726 1,677 896 35,339 1,892 143 1,090 507 45,045 88,897
10月 112,053 79.4 110,609 79.8 1,017 2,178 14,116 1,448 1,313 7,977 5,026 2,275 1,146 3,421 1,230 298 26,744 1,975 322 978 430 33,644 78,409
11月 115,899 86.4 113,660 86.2 903 2,472 12,750 424 1,711 8,175 6,249 1,884 1,075 2,959 2,135 584 26,019 1,826 93 960 423 32,696 83,203
12月 127,088 90.4 125,372 90.7 856 2,360 14,170 651 2,092 9,951 7,772 1,459 3,572 5,031 2,665 1,749 31,817 1,806 121 813 478 38,251 88,837

2024年　1月 110,960 86.0 109,042 85.7 821 2,408 12,280 1,242 2,006 7,014 5,300 2,392 1,678 4,070 1,357 657 24,721 1,262 157 859 375 30,603 80,357
2月 114,208 92.0 112,625 92.2 711 2,288 13,934 654 1,838 6,662 4,654 2,390 1,483 3,873 1,849 829 26,318 1,651 104 1,130 341 32,543 81,665
3月 135,650 96.2 134,024 96.4 2,216 4,748 19,778 1,019 1,477 9,532 7,144 4,800 2,345 7,145 1,768 824 38,223 2,157 158 1,223 532 49,257 86,393
4月 120,902 91.1 117,865 89.9 1,370 2,741 12,828 1,002 1,137 8,844 6,459 2,124 2,273 4,397 2,677 1,379 28,746 1,744 268 1,106 397 36,372 84,530
5月 124,530 104.2 122,607 103.8 919 2,049 14,360 736 1,044 7,716 5,623 2,167 2,206 4,373 2,038 1,326 28,487 1,485 54 1,281 562 34,837 89,693
6月 133,816 109.7 131,727 109.5 1,616 2,834 16,468 500 1,864 9,245 5,365 1,769 2,202 3,971 2,732 1,663 32,416 1,527 254 989 1,174 40,810 93,006
7月 123,942 108.4 121,993 109.2 873 3,068 15,493 365 1,060 6,370 4,099 3,555 1,663 5,218 1,375 669 28,456 1,793 375 942 196 35,703 88,239
8月 110,770 96.5 109,510 97.5 965 2,210 14,777 611 964 7,169 5,094 1,587 1,026 2,613 1,916 706 26,475 1,096 484 694 268 32,192 78,578
9月 125,360 93.6 123,444 93.8 1,427 5,443 16,406 632 1,334 7,439 5,407 3,711 2,248 5,959 2,073 1,024 31,877 1,345 260 955 222 41,529 83,831
10月 122,550 109.4 120,582 109.0 414 3,537 13,524 467 1,151 6,826 4,487 2,152 2,047 4,199 2,465 1,606 27,014 1,274 134 901 167 33,441 89,109
11月 119,327 103.0 117,388 103.3 1,643 2,823 16,119 950 1,050 5,561 3,512 2,140 1,924 4,064 1,066 671 26,810 1,646 155 933 318 34,328 84,999
12月 143,094 112.6 140,785 112.3 2,197 3,051 15,074 271 836 8,647 5,256 2,719 2,132 4,851 2,902 1,829 31,474 1,813 129 904 355 39,923 103,171

2025年　1月 116,146 104.7 113,797 104.4 849 3,377 11,854 744 896 5,973 3,675 1,919 2,411 4,330 2,038 682 24,195 2,513 48 709 305 31,996 84,150
2月 118,198 103.5 116,010 103.0 836 2,804 12,536 438 1,220 6,989 5,361 1,503 1,738 3,241 4,189 2,218 26,955 1,840 151 944 237 33,767 84,431
3月 151,101 111.4 148,942 111.1 1,917 4,537 19,152 1,622 1,200 11,929 7,161 3,509 1,828 5,337 3,111 1,675 39,529 1,568 134 1,152 427 49,264 101,837
4月 130,214 107.7 128,635 109.1 967 2,944 15,018 1,547 1,398 5,267 3,256 2,918 1,910 4,828 1,945 844 27,058 1,907 105 1,011 387 34,379 95,835
5月 128,718 103.4 126,457 103.1 925 2,271 14,328 903 1,080 4,783 3,436 3,304 1,519 4,823 2,893 1,869 26,827 1,731 206 784 272 33,016 95,702
6月 133,163 99.5 131,068 99.5 744 4,621 16,674 679 1,251 6,923 4,304 3,996 1,865 5,861 1,740 694 31,198 1,508 234 1,106 458 39,869 93,294
7月 128,357 103.6 126,016 103.3 1,117 2,352 13,608 292 1,629 8,026 5,522 2,189 1,843 4,032 2,274 1,442 27,940 1,898 370 1,460 309 35,446 92,911
8月 120,172 108.5 118,873 108.5 1,501 2,050 13,281 753 1,016 6,107 4,558 2,066 1,263 3,329 2,580 1,480 25,297 1,441 453 867 286 31,895 88,277
9月 139,146 111.0 137,442 111.3 1,376 3,566 16,110 651 1,520 7,075 5,080 3,507 1,861 5,368 6,453 3,443 35,006 1,767 329 1,128 473 43,645 95,501
10月 143,456 117.1 141,260 117.1 1,726 2,424 14,485 688 1,458 8,223 4,342 2,730 1,231 3,961 1,862 923 28,531 1,315 612 883 202 35,693 107,763
11月 137,005 114.8 135,124 115.1 769 1,774 12,998 769 1,633 6,723 4,251 2,514 978 3,492 3,244 1,328 26,457 1,257 628 700 402 31,987 105,018
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�2024年 �2024年 �2025年 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 �2025年
12月 前年比 �累計 前年比 �1 月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比�累計 前年比

ア
　
　
ジ
　
　
ア

東
ア
ジ
ア

韓 国 2,404 179.9 29,606 118.3 2,629 106.4 3,041 171.9 2,587 131.1 3,238 102.4 2,396 80.1 1,941 81.7 1,841 82.4 2,086 54.5 2,531 123.8 4,311 151.8 2,836 187.8 29,437 108.2
台 湾 1,638 112.3 22,335 110.2 1,285 76.9 1,683 119.8 2,182 108.9 1,825 83.9 1,619 72.8 1,268 44.3 1,550 71.2 1,118 98.6 1,486 63.9 2,142 127.3 1,811 175.1 17,969 86.8

中 国 36,252 150.2 337,132 123.0 27,600 121.7 26,684 116.9 36,087 142.2 33,980 127.9 30,954 110.6 32,177 101.5 31,954 108.3 29,324 102.8 34,283 125.0 31,791 109.6 38,128 130.0 352,962 117.3
そ の 他 0 － 412 86.0 42 － 0 － 0 － 65 185.7 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 0 － 107 26.0

小　計 40,294 149.0 389,485 121.8 31,556 117.6 31,408 120.8 40,856 138.0 39,108 122.5 34,969 105.3 35,386 95.8 35,345 104.2 32,528 96.8 38,300 120.5 38,244 114.0 42,775 134.2 400,475 114.7

そ
の
他
の
ア
ジ
ア

タ イ 1,273 59.9 19,062 91.5 1,057 47.0 1,125 67.5 1,200 79.1 1,267 115.0 2,662 121.8 1,500 58.6 1,030 65.0 1,787 172.2 1,438 79.5 1,947 212.6 1,618 139.2 16,631 93.5

マレーシア 609 73.1 10,024 108.9 334 33.8 634 75.1 559 56.9 969 84.2 922 84.8 670 71.8 903 80.8 925 125.0 793 254.2 1,635 181.5 525 146.2 8,869 94.2

シンガポール 776 112.1 5,962 72.8 542 59.6 525 144.2 814 171.0 986 365.2 442 70.4 513 152.2 800 261.4 564 191.2 715 84.9 991 217.8 919 302.3 7,811 150.6
フィリピン 396 241.5 2,383 133.9 370 445.8 137 39.7 149 62.6 84 56.4 142 125.7 152 49.5 68 111.5 105 87.5 487 130.9 386 242.8 454 1135.0 2,534 127.5
インドネシア 371 67.5 5,048 82.4 632 123.4 696 175.8 480 221.2 223 45.7 453 241.0 353 70.2 364 58.2 455 112.3 1,245 295.0 1,697 508.1 614 104.6 7,212 154.2
ベトナム 2,515 222.0 21,221 203.4 1,743 171.9 1,187 71.7 1,621 137.1 851 64.9 1,034 108.3 2,923 382.6 2,923 247.7 1,848 85.1 1,310 64.2 955 24.7 1,125 43.8 17,520 93.7

イ ン ド 5,057 80.1 64,219 125.6 8,387 198.1 5,388 104.4 9,821 227.5 4,744 85.5 4,527 107.8 5,143 110.5 6,111 122.5 4,982 94.6 5,322 96.2 4,898 50.4 5,900 106.2 65,223 110.2
そ の 他 21 700.0 －188 － 178 8900.0 8 266.7 8 61.5 6 200.0 16 27.6 35 1166.7 1 33.3 3 42.9 4 － 747 12450.0 366 7320.0 1,372 －

小　計 11,018 93.3 127,731 118.5 13,243 132.6 9,700 93.0 14,652 163.8 9,130 91.1 10,198 108.4 11,289 112.2 12,200 123.7 10,669 106.2 11,314 102.7 13,256 81.1 11,521 108.9 127,172 109.0
小　計 51,312 132.0 517,216 121.0 44,799 121.7 41,108 112.9 55,508 144.0 48,238 115.0 45,167 106.0 46,675 99.3 47,545 108.6 43,197 99.0 49,614 115.9 51,500 103.2 54,296 127.9 527,647 113.3

欧
　
　
州

Ｅ
　
　
Ｕ

ド イ ツ 2,905 74.4 41,409 73.2 3,042 83.0 3,789 91.5 3,483 85.1 3,379 98.3 3,627 103.1 3,551 79.5 3,435 93.3 2,720 107.3 3,604 100.8 4,303 165.0 4,163 149.9 39,096 101.5
イタリア 1,960 82.0 23,977 73.0 1,508 60.8 1,644 97.0 2,740 136.2 2,356 85.1 3,257 135.3 2,026 95.3 2,553 133.0 1,733 178.1 2,251 100.9 2,899 170.1 2,703 159.0 25,670 116.6
フランス 2,319 90.6 23,226 97.1 1,923 143.7 1,634 69.5 1,939 120.7 1,371 79.9 2,138 111.8 2,171 83.0 2,034 93.8 928 71.7 2,343 145.3 2,468 110.4 1,843 89.6 20,792 99.4

中 欧 1,520 90.7 16,122 88.8 851 64.9 1,262 63.6 1,487 86.5 673 54.2 1,347 86.3 1,097 109.0 1,176 90.3 1,898 170.8 1,324 111.1 1,746 148.0 1,903 191.8 14,764 101.1
そ の 他 2,828 94.6 35,639 92.8 2,098 51.5 2,615 86.8 2,480 70.7 2,160 64.8 2,566 71.9 2,763 75.8 3,140 131.6 2,340 130.7 3,037 163.5 3,585 125.2 2,930 105.7 29,714 90.6

小　計 11,532 85.3 140,373 82.6 9,422 73.2 10,944 83.0 12,129 93.7 9,939 79.5 12,935 99.7 11,608 83.8 12,338 107.7 9,619 124.9 12,559 119.9 15,001 141.7 13,542 131.5 130,036 100.9
そ の 他西欧 4,722 80.5 47,094 76.8 3,617 95.2 4,133 110.2 4,296 102.8 3,701 83.4 2,768 65.0 3,469 104.2 3,967 132.0 4,433 151.0 2,924 103.6 5,045 87.9 4,345 105.6 42,698 100.8

うちイギリス 1,792 80.3 18,091 83.5 1,592 123.3 1,703 105.3 1,902 122.3 1,517 89.3 1,058 57.1 1,704 111.6 1,854 157.9 2,049 180.4 869 95.6 2,361 128.0 2,181 128.8 18,790 115.3
う ち ト ル コ 2,104 94.4 19,925 87.6 980 57.7 1,704 117.8 1,341 83.2 1,361 65.2 901 47.7 1,030 73.6 －71 － 1,650 140.3 1,407 112.0 1,198 47.7 963 60.1 12,464 69.9

う ち ス イ ス 485 38.5 6,387 43.0 536 66.0 575 88.1 769 103.8 626 158.1 627 164.1 692 270.3 1,004 210.0 519 169.6 474 72.5 1,152 204.6 938 141.9 7,912 134.1
東 欧 77 52.0 1,251 60.7 169 241.4 328 164.0 82 62.6 123 1230.0 99 380.8 828 773.8 132 55.2 86 136.5 52 25.4 150 111.1 239 － 2,288 194.9
ロシア・その他 35 350.0 147 55.3 10 250.0 17 212.5 14 233.3 13 185.7 31 442.9 13 185.7 2 28.6 5 100.0 9 180.0 9 21.4 15 107.1 138 123.2
小　計 16,366 83.7 188,865 80.9 13,218 79.0 15,422 90.0 16,521 95.7 13,776 81.3 15,833 91.7 15,918 92.0 16,439 111.8 14,143 132.1 15,544 115.1 20,205 122.4 18,141 125.8 175,160 101.5

北
　
　
米

ア メ リ カ 28,936 119.9 267,287 94.8 20,768 98.7 23,026 102.0 24,703 102.1 27,226 144.1 28,990 122.8 24,929 116.5 23,791 103.6 24,080 117.4 25,902 116.9 28,293 162.4 26,395 112.0 278,103 116.7
カ� ナ� ダ 1,667 82.4 19,284 97.0 1,839 105.2 1,719 122.5 593 41.0 831 38.3 1,260 75.6 948 71.1 1,118 74.1 3,597 402.3 1,108 83.7 1,596 62.3 1,268 81.0 15,877 90.1

メ キ シ コ 1,374 80.1 19,671 105.3 1,551 101.7 997 60.2 1,981 76.7 3,968 243.1 2,541 107.4 2,364 269.9 1,804 73.1 1,400 88.7 2,542 196.1 3,661 300.1 1,758 160.5 24,567 134.3
小　計 31,977 114.7 306,242 95.5 24,158 99.3 25,742 100.4 27,277 96.7 32,025 141.1 32,791 118.7 28,241 119.7 26,713 99.1 29,077 126.5 29,552 119.3 33,550 158.2 29,421 112.1 318,547 116.1

中
南
米

ブ ラ ジ ル 1,193 98.7 10,149 91.0 699 153.6 611 55.9 1,552 125.1 650 38.1 853 123.1 896 139.6 952 94.0 1,018 247.7 368 81.1 1,146 173.4 1,072 182.6 9,817 109.6
そ　 の　 他 84 － 4,652 998.3 29 13.6 439 2195.0 106 392.6 177 536.4 50 39.1 52 1.5 107 148.6 33 91.7 －119 － 167 77.7 9 8.0 1,050 23.0

小　計 1,277 108.8 14,801 127.4 728 109.0 1,050 94.3 1,658 130.8 827 47.6 903 110.0 948 23.1 1,059 97.6 1,051 235.1 249 35.6 1,313 149.9 1,081 154.4 10,867 80.4
オ
セ
ア
ニ
ア

オーストラリア 643 118.2 7,481 92.5 701 114.7 466 78.3 611 115.1 520 163.5 435 50.1 1,043 123.9 468 68.3 455 84.1 567 90.9 665 111.2 525 84.0 6,456 94.4

そ　 の　 他 169 845.0 1,050 125.7 2 1.4 1 1.1 0 － 59 88.1 180 216.9 82 328.0 72 124.1 87 202.3 54 93.1 112 11200.0 58 20.6 707 80.2

小　計 812 144.0 8,531 95.6 703 93.9 467 68.3 611 107.6 579 150.4 615 64.7 1,125 129.8 540 72.7 542 92.8 621 91.1 777 129.7 583 64.3 7,163 92.8

中 東 645 97.3 6,306 116.0 376 37.5 477 88.3 262 78.4 228 30.8 259 67.4 386 294.7 590 65.4 225 234.4 126 11.5 389 219.8 1,422 544.8 4,740 83.7

ア フ リ カ 782 498.1 1,610 80.5 168 305.5 165 141.0 0 － 162 265.6 134 496.3 1 － 25 30.5 42 32.6 －205 － 29 － 74 231.3 595 71.9

�合　　　　計 103,171 116.1 1,043,571 103.4 84,150 104.7 84,431 103.4 101,837 117.9 95,835 113.4 95,702 106.7 93,294 100.3 92,911 105.3 88,277 112.3 95,501 113.9 107,763 120.9 105,018 123.6 1,044,719 111.1
う ち ＮＣ機 102,855 116.7 1,038,007 103.7 83,878 105.6 83,727 103.0 101,272 117.9 95,157 113.0 94,721 106.2 92,916 100.4 92,525 105.5 87,917 112.4 95,170 113.9 106,577 120.4 104,135 123.3 1,037,995 111.0

（単位:百万円・％）外需　国・地域別受注実績

（注）1. 2021 年 1 月より、イギリスを「EU」から「その他西欧」に移行。
2. 当月または前年実績値が「マイナス」及び「0」の場合、もしくは実績値の無い場合は、前年比の表示を「−」とする。
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会　員　名　簿

会社名 郵便番号 住所（本社または工作機械事業所） TEL FAX URL

あ アイダエンジニアリング㈱ 〒252-5181 神奈川県相模原市緑区大山町2-10 042-772-5231 042-772-0787 https://www.aida.co.jp

㈱アマダ 〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200 0463-96-1111 0463-94-9781 https://www.amada.co.jp

い イグス㈱ 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル 03-5819-2030 03-5819-2055 https://www.igus.co.jp

㈱池貝 〒311-3501 茨城県行方市芹沢920-52 0299-55-3111 0299-55-3119 http://www.ikegai.co.jp/

㈱イワシタ 〒910-2175 福井市円成寺町1-6 0776-41-0666 0776-41-3715 https://www.iwashita-net.com

え ㈱エグロ 〒394-0043 長野県岡谷市御倉町8-14 0266-23-5511 0266-22-6071 http://www.eguro.co.jp

エヌ・エス・エス㈱ 〒947-0035 新潟県小千谷市桜町2379-1 0258-82-2255 0258-82-5382 https://e-nss.com

㈱エレニックス 〒252-0002 神奈川県座間市小松原2-26-18 046-255-8188 046-255-8103 http://www.elenix.co.jp/

エンシュウ㈱ 〒432-8522 静岡県浜松市中央区高塚町4888 053-447-2111 053-448-6718 https://www.enshu.co.jp/

お ㈱オーエム製作所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原3-5-24 新大阪第一生命ビル8階 06-6350-1200 06-6350-1220 https://www.omltd.co.jp

㈱大垣鉄工所 〒501-0473 岐阜県本巣市温井243-1 058-324-8811 058-320-0008 http://www.ogaki-tekkousyo.co.jp

オークマ㈱ 〒480-0193 愛知県丹羽郡大口町下小口5-25-1 0587-95-7823 0587-95-4091 https://www.okuma.co.jp

大鳥機工㈱ 〒689-1121 鳥取市南栄町19 0857-53-4611 0857-53-4614 http://www.ohtori-kiko.co.jp/

㈱大宮マシナリー 〒363-0002 埼玉県桶川市赤堀1-25 048-729-1951 048-729-1950 http://www.ohmiya-machinery.co.jp/

㈱岡本工作機械製作所 〒379-0135 群馬県安中市郷原2993 027-385-5800 027-385-5880 https://www.okamoto.co.jp

小川鉄工㈱ 〒731-0501 広島県安芸高田市吉田町吉田1489-30 0826-42-4290 0826-42-4249 https://www.ogawa-iw.com

か ㈱カシフジ 〒601-8131 京都市南区上鳥羽鴨田町6 075-691-9171 075-661-5270 http://www.kashifuji.co.jp/

㈱唐津プレシジョン 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル 03-3451-6861 03-3451-6862 https://www.karats.co.jp

㈱神崎高級工機製作所 〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺2-18-1 06-6491-7106 06-6494-6842 https://www.kanzaki.co.jp

き キタムラ機械㈱ 〒939-1192 富山県高岡市戸出町1870 0766-63-1100 0766-63-1128 https://www.kitamura-machinery.co.jp

共和産業㈱ 〒370-0015 群馬県高崎市島野町890 027-352-1631 027-352-8041 https://www.kyowa-industrial.jp/

㈱キリウ 〒326-0142 栃木県足利市小俣南町2 0284-62-2321 0270-40-0664 https://www.kiriu.co.jp

㈱紀和マシナリー 〒518-0752 三重県名張市蔵持町原出522-51 0595-64-4758 0595-64-7529 https://www.kiwa-mc.co.jp

く グルンドフォスポンプ㈱ 〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田1-2-3 053-128-4760 053-428-5005 https://jp.grundfos.com

㈱クロイツ 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町陣戸池102-7 0566-22-5263 0566-25-3339 https://www.kreuz.jp/

黒田精工㈱ 〒212-8560 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16 川崎テックセンター 044-555-3860 044-555-7216 https://www.kuroda-precision.co.jp

こ 小池酸素工業㈱ 〒267-0056 千葉市緑区大野台1-9-3 043-226-5511 043-239-2141 https://www.koike-japan.com/home

コマツNTC㈱ 〒939-1595 富山県南砺市福野100 0763-22-2161 0763-22-2743 https://ntc.komatsu/jp/

㈱コンドウ 〒442-0846 愛知県豊川市森6-98 0533-88-8200 0533-88-8206 http://www.gr-kondo.jp

さ ㈱サイダ・UMS 〒425-0054 静岡県焼津市一色143-10 054-624-6155 054-624-2307 https://www.saidagroup.jp/ums

㈱桜井製作所 〒431-3124 静岡県浜松市中央区半田町720 053-432-1711 053-433-6115 https://www.sakurai-net.co.jp

㈱サワイリエンジニアリング 〒437-1622 静岡県御前崎市白羽5516-25 0548-63-4752 0548-63-5551 https://www.sawairi-eng.co.jp

し ㈱C&Gシステムズ 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-24天王洲セントラルタワー 03-6864-0777 03-6864-0778 https://www.cgsys.co.jp/

㈱シーイーシー 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-5-5JR恵比寿ビル8F 03-5789-2441 03-5789-2586 https://www.cec-ltd.co.jp

シーメンス㈱ 〒141-8644 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエストタワー 03-3493-7411 03-3493-7422 https://new.siemens.com/jp/ja.html

㈱ジェイテクト 〒448-8652 愛知県刈谷市朝日町1-1 0566-25-7211 0566-25-7311 https://www.jtekt.co.jp

㈱ジェイテクトグラインディングツール 〒444-3594 愛知県岡崎市舞木町字城山1-54 0564-48-5311 0564-48-6156 https://www.tools.jtekt.co.jp

㈱ジェイテクトハイテック 〒104-0061 東京都中央区銀座7-11-15 東京ジェイテクトビル3階 03-4226-8109 03-4226-8110 https://www.hightech.jtekt.co.jp/

㈱ジェイテクトマシンシステム 〒581-0091 大阪府八尾市南植松町2-34 072-922-7881 072-991-6518 https://www.machine.jtekt.co.jp/

ジェービーエムエンジニアリング㈱ 〒578-0965 大阪府東大阪市本庄西2-6-23 06-6744-7331 06-6744-7431 https://www.jbm.co.jp

㈱シギヤ精機製作所 〒721-8575 広島県福山市箕島町5378 084-953-6631 084-954-2574 https://www.shigiya.co.jp

㈱静岡鐵工所 〒421-1222 静岡市葵区産女1022 054-278-3451 054-278-3452 http://www.shizuokatekko.co.jp

シチズンマシナリー㈱ 〒389-0206 長野県北佐久郡御代田町御代田4107-6 0267-32-5900 0267-32-5903 https://cmj.citizen.co.jp

SYNOVA JAPAN㈱ 〒152-0031 東京都目黒区中根2-10-4 03-3725-6778 03-3725-6779 https://www.synova.ch/jp

芝浦機械㈱ 〒410-8510 静岡県沼津市大岡2068-3 055-926-5180 055-925-6520 https://www.shibaura-machine.co.jp/

㈱シマダマシンツール 〒441-0304 愛知県豊川市御津町佐脇浜3-1-18 0533-76-3381 0533-76-3386 http://www.smd.co.jp/

新日本工機㈱ 〒590-0157 大阪府堺市南区高尾2-500-1 072-271-1201 072-273-5594 https://www.snkc.co.jp/

す スター精密㈱ 〒422-8654 静岡市駿河区中吉田20-10 054-263-1111 054-263-1057 https://star-m.jp/

住友重機械工業㈱ 〒713-8501 岡山県倉敷市玉島乙島8230 086-525-6281 086-525-6255 https://www.shi.co.jp/index.html

住友精密工業㈱ 〒448-0857 愛知県刈谷市大手町2-29INOビル4F 0566-27-2350 06-6489-5902 https://www.spp.co.jp

せ 西部電機㈱ 〒811-3193 福岡県古賀市駅東3-3-1 092-941-1500 092-941-1511 https://www.seibudenki.co.jp

清和ジーテック㈱ 〒699-0624 島根県出雲市斐川町2139-5 0853-72-0306 0853-72-0343 http://www.segtec.jp

㈱ゼネテック 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス新宿ビル 03-3357-3044 03-3354-6144 https://www.genetec.co.jp/

そ ㈱そうぎょう 〒496-0833 愛知県津島市常盤町3-1-5 0567-22-0191 0567-22-0192 https://sogyo.co.jp/

㈱ソディック 〒224-8522 横浜市都筑区仲町台3-12-1 045-942-3111 045-943-7880 https://www.sodick.co.jp

㈱ソフィックス 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-18-16 新横浜交通ビル 050-3823-3823 045-474-0068 http://www.sofix.co.jp

た 大昭和精機㈱ 〒579-8013 大阪府東大阪市西石切町3-3-39 072-982-2312 072-980-2231 https://www.big-daishowa.co.jp/

会社名 郵便番号 住所（本社または工作機械事業所） TEL FAX URL

た 大日金属工業㈱ 〒660-0892 兵庫県尼崎市東難波町5-27-1 06-6401-1841 06-6401-1842 http://www.dainichikinzoku.co.jp

高松機械工業㈱ 〒924-8558 石川県白山市旭丘1-8 076-274-0123 076-274-8530 https://www.takamaz.co.jp

㈱TAKISAWA 〒701-0164 岡山市北区撫川983 086-293-6111 086-293-5571 https://www.takisawa.co.jp

㈱武田機械 〒918-8188 福井市三尾野町1-1-1 0776-33-0043 0776-33-3343 http://www.takeda-kikai.co.jp/

つ ㈱ツガミ 〒103-0012 東京都中央区日本橋富沢町12-20 日本橋T&Dビル 03-3808-1711 03-3808-1511 https://www.tsugami.co.jp

津根精機㈱ 〒939-2613 富山市婦中町高日附852 婦中機械工業センター内 076-469-3330 076-469-5244 https://www.tsune.co.jp

て DMG森精機㈱ 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-35-16 052-587-1811 052-587-1818 https://www.dmgmori.co.jp

㈱テクトレージ 〒222-0036 横浜市港北区小机町1521-5 045-530-5941 045-530-5942 https://www.techtrage.co.jp/

テラル㈱ 〒720-0003 広島県福山市御幸町森脇230 084-955-1111 084-955-5777 https://www.teral.net

と ㈱東京精機工作所 〒144-0044 東京都大田区本羽田2-6-1 03-3744-0809 03-3743-1560 https://www.k-tsk.co.jp

東洋精機工業㈱ 〒391-8585 長野県茅野市宮川2715 0266-72-4135 0266-73-2872 http://www.toyosk.com

トーヨーエイテック㈱ 〒734-8501 広島市南区宇品東5-3-38 082-252-5212 082-256-0264 https://www.toyo-at.co.jp

な 中村留精密工業㈱ 〒920-2195 石川県白山市熱野町ロ-15 076-273-1111 076-273-4801 https://www.nakamura-tome.co.jp/

に ㈱ニイガタマシンテクノ 〒950-0821 新潟市東区岡山1300 025-274-5121 025-271-5827 https://www.n-mtec.com/

㈱西田機械工作所 〒596-0817 大阪府岸和田市岸の丘町3-3-50 072-479-5161 072-479-5162 https://www.nishida-machine.co.jp

㈱日進機械製作所 〒431-3195 静岡県浜松市中央区有玉西町300 053-471-9151 053-471-1289 http://www.nissin-cg.co.jp

ニデックオーケーケー㈱ 〒520-3017 滋賀県栗東市六地蔵130 075-280-3928 077-280-3921 https://www.nidec.com/jp/nidec-okk/

ニデックマシンツール㈱ 〒520-3080 滋賀県栗東市六地蔵130 077-553-3300 077-552-3745 https://www.nidec.com/jp/nidec-machinetool/

日本スピードショア㈱ 〒575-0013 大阪府四條畷市田原台8-2-5 0743-78-9000 0743-78-8738 https://www.speedshore.co.jp/

日本精機㈱ 〒430-0814 静岡県浜松市中央区恩地町1555 053-425-3008 053-426-0439 https://www.nihon-seiki.co.jp

日本電子㈱ 〒196-8558 東京都昭島市武蔵野3-1-2 042-542-2124 042-546-9732 https://www.jeol.co.jp

の ㈱野村製作所 〒596-0001 大阪府岸和田市磯上町3-25-1 072-438-8285 072-438-8286 http://www.nomurass.co.jp

野村DS㈱ 〒198-0023 東京都青梅市今井3-1-12 0428-30-1311 0428-30-1312 https://www.nomurads.com

は HAWEジャパン㈱ 〒454-0825 名古屋市中川区好本町2-2 052-365-1655 052-365-1656 https://www.hawe.com/ja-jp

ハイマージャパン㈱ 〒530-0037 大阪市北区松ケ枝町1-39 東天満エンビイビル1階 06-4792-7980 06-4792-7871 https://haimer.com

㈱白山機工 〒924-0004 石川県白山市旭丘4-10 076-275-6631 076-276-8371 https://www.hakusankiko.co.jp/

浜井産業㈱ 〒141-0031 東京都品川区西五反田5-5-15 03-3491-0131 03-3494-7536 https://www.hamai.com/

ひ ヒノデホールディングス㈱ 〒812-8636 福岡市博多区堅粕5-8-18ヒノデビルディング 092-476-0666 092-476-0682 https://hinode-holdings.co.jp/#1

ふ ファナック㈱ 〒401-0597 山梨県忍野村 0555-84-5555 0555-84-5512 https://www.fanuc.co.jp

㈱FUJI 〒472-8686 愛知県知立市山町茶碓山19 0566-81-2111 0566-81-8281 https://www.fuji.co.jp/

㈱不二越 〒930-8511 富山市不二越本町1-1-1 076-423-5111 076-493-5211 http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/

フジ産業㈱ 〒422-8004 静岡市駿河区国吉田1-6-37 054-267-7900 054-267-7910 https://www.fuji-sangyou.com

富士電子工業㈱ 〒581-0092 大阪府八尾市老原6-71 072-991-1361 072-991-1309 https://www.fujidenshi.co.jp

㈱プライオリティ 〒144-0045 東京都大田区南六郷3-1-1 03-5744-7891 03-5744-7893 http://www.priority.co.jp/

ブラザー工業㈱ 〒448-0803 愛知県刈谷市野田町北地蔵山1-5 0566-95-0075 0566-25-3721 https://www.brother.co.jp/

ブルーム ｰ ノボテスト㈱ 〒485-0026 愛知県小牧市大山2202-1 0568-74-5311 0568-74-5655 https://www.blum-novotest.com

へ ㈱平安コーポレーション 〒431-2103 静岡県浜松市浜名区新都田1-5-2 053-428-5321 053-428-5631 https://www.heiancorp.com/

ベッコフオートメーション㈱ 〒231-0062 横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル18F 045-650-1612 045-650-1613 https://www.beckhoff.co.jp

ほ 豊和工業㈱ 〒452-8601 愛知県清須市須ケ口1900-1 052-408-1251 052-400-7108 https://www.howa.co.jp

ホーコス㈱ 〒720-8650 広島県福山市草戸町3-12-20 084-922-2600 084-922-2609 https://www.horkos.co.jp

ま マーポス㈱ 〒143-0025 東京都大田区南馬込5-34-1 03-3772-7011 03-3772-7093 https://www.marposs.com/jpn/

㈱牧野フライス製作所 〒152-8578 東京都目黒区中根2-3-19 03-3717-1151 03-3723-4621 https://www.makino.co.jp

㈱松浦機械製作所 〒910-8530 福井市東森田4-201 0776-56-8100 0776-56-8150 https://www.matsuura.co.jp/

み 三井精機工業㈱ 〒350-0193 埼玉県比企郡川島町八幡6-13 049-297-5555 049-297-4714 http://www.mitsuiseiki.co.jp

㈱三井ハイテック 〒807-8588 福岡県北九州市八幡西区小嶺2-10-1 093-614-1111 093-614-1200 https://www.mitsui-high-tec.com/

㈱ミツトヨ 〒213-8533 神奈川県川崎市高津区坂戸1-20-1 044-813-8201 044-813-8210 https://www.mitutoyo.co.jp/

三菱電機㈱ 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル 03-3218-6540 03-3218-6822 https://www.mitsubishielectric.co.jp/

ミロク機械㈱ 〒783-0054 高知県南国市比江836 088-862-1136 088-862-2898 https://www.miroku-gd.co.jp/

む 村田機械㈱ 〒612-8686 京都市伏見区竹田向代町136 075-672-8111 075-672-8691 https://www.nijiku.jp/

や 安田工業㈱ 〒719-0303 岡山県浅口郡里庄町浜中1160 0865-64-2511 0865-64-4535 http://www.yasda.co.jp

㈱山崎技研 〒782-0010 高知県香美市土佐山田町 テクノパーク2 0887-57-6222 0887-57-6223 https://www.yamasakigiken.co.jp/

ヤマザキマザック㈱ 〒480-0197 愛知県丹羽郡大口町竹田1-131 0587-95-1131 0587-95-3611 https://www.mazak.com

り リックス㈱ 〒812-0007 福岡市博多区東比恵1-4-10 5階 092-472-7311 092-474-3399 https://www.rix.co.jp/

れ レニショー㈱ 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-29-8 レニショービル 03-5366-5315 03-5366-5320 https://www.renishaw.jp/

ろ 碌々スマートテクノロジー㈱ 〒108-0074 東京都港区高輪4-23-5 03-3447-3421 03-3440-5567 http://www.roku-roku.co.jp

わ ㈱和井田製作所 〒506-0824 岐阜県高山市片野町2121 0577-32-0390 0577-37-0020 https://www.waida.co.jp
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★　本年2026年は大きなスポーツ大会が目白押しです。

まずは2月6日から22日まで、イタリアにてミラノ・コルティナ冬季オリンピックが

開催されます。日本勢は、フィギュアスケートや、スノーボードを中心に、多くのメ

ダル獲得が有力視されています。

続く３月５日から17日にかけては、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシッ

ク）が行われます。連覇が期待される日本代表は、大谷翔平選手ら主要メンバーの出

場が既に話題となっています。日本代表の予選は東京ドームで行われますが、チケッ

トは即日完売だそうです。

そして６月11日から７月19日には、サッカーワールドカップ北中米大会が幕を開け

ます。本大会を前に、主力選手のけがが続出しており、コンディションが心配されま

すが、今大会はベスト16を突破できるのでしょうか。日本代表の初戦・オランダ戦は、

６月15日午前５時（日本時間）からキックオフです。

いずれの大会も欧米が舞台となるため、日本での観戦は深夜から早朝に及ぶことが

予想されます。熱戦が期待されますが、その分寝不足な日々が続きそうです。�（F.M）

★　本稿、年末の寄稿。毎年の事ながら、年末となると、誰でも今年がどんな年だったか、

来年はどんな年にしたいか、といった事を思うのではないだろうか。スポーツ界、野

球でいえば、2025年は日本人選手が活躍した「ワールドシリーズ」を多くの人が観て

いたのでは。一方、日本の野球界は交流戦や日本シリーズの結果からすると、相変わ

らずパリーグ強し、セリーグ弱いという印象。さらにその中にあって、小職がひいき

のチームは４月の開幕時から勝率５割ラインを常に下から見上げたまま今年も１年が

終わった。Aクラス入りは過去13年で１度だけ、という体たらく。失敗、敗北から何

かを学び、改善して成果を上げて結果を出していく、というのが普通の流れなのだが、

こうも低迷期間が長期化していると何とも気分が滅入ってしまう。来年はどうなるこ

とやら。多くを期待すべきではない、ということか。そういえば、とある朝ドラの番組、

漫画家志望の若者と彼を取り巻く周囲の人のやり取りの一場面で、「絶望の隣には希望

がある」、「いや、希望ではなく絶望の二丁目があるかもしれんぞ」というのがあった。

カラ元気でもいい、あえて一言申し上げねば。来年こそは、その二丁目方面から脱出

するぞ、という気概が大事。ネガティブ思考では何事も成し得ない。� （H.S）
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